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１．医療提供体制の総合的な改革の検討状況
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ポイント（１.医療提供体制の総合的な改革の検討状況について）
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＜制度見直し＞

2040年頃に向け、医療提供体制の総合的な改革を検討中。社会保障審議会医療部会において令和６年12月

25日に「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」がとりまとめられたところ。

今後、法改正も含め具体的な制度見直し等について、適宜、都道府県に対してご連絡していく予定。引き

続き、この検討の動向にご留意いただきたい。

＜新たな地域医療構想＞

新たな地域医療構想に関する以下のスケジュール（イメージ）も踏まえ、引き続き地域医療構想の取組を

進めていただきたい。

2025(R7)年度：国が新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドラインを策定

2026(R8)年度：地域の医療提供体制全体の方向性、必要病床数の推計等を検討・策定、医療機関機能報

告の開始

2027(R9)年度：医療機関機能報告により報告されたデータ等を踏まえ、医療機関の機能分化・協議等

地域医療介護総合確保基金については、2026(R8)年度まで活用できることとしており、積極的にご活用い

ただきたい。2027(R9)年度以降においては、新たな地域医療構想の取組が順次開始され、検討会のとりまと

めにおいて、病床の機能分化・連携の支援に加え、医療機関機能の確保に向けた取組を支援することが適当

である、とされたところであり、引き続き必要な予算の確保に努めてまいりたい。



ポイント（１.医療提供体制の総合的な改革の検討状況について）
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＜医師偏在対策＞

医師偏在対策について、実効性のある医師偏在対策の取組を進めるため、令和６年12月に策定した「医師偏在

の是正に向けた総合的なパッケージ」を踏まえ、医師確保計画の中で重点医師偏在対策支援区域を対象とした医

師偏在是正プランを策定することとしている。各都道府県には、2026(R8)年度に策定いただく第８次（後期）

医師確保計画の中で、医師偏在是正プランを盛り込んでいただくことになるが、具体の内容については、国にお

いて、来年度ガイドラインの検討を行った上で、お示しする予定。なお、令和６年度補正予算の「重点医師偏在

対策支援区域における診療所の承継・開業支援」の執行にあたっては、別途、対象区域の設定方法等をお示しす

る予定。

＜参考＞

○ 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見（令和６年12月25日 社会保障審議会医療部会）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48006.html

○ 医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（令和６年12月25日 厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48023.html



社会保障審議会医療部会においては、医療提供体制の改革について審議を重ね て来たところであり、これまでの議論を踏まえ以
下のとおり意見を取りまとめた。

厚生労働省においては本部会の意見を踏まえ、医療提供体制の改革に必要な事 項について可能なものから速やかに取り組むとと
もに、更に所要の検討を進め、 医療法等の改正を行うなど改革に取り組み、着実にその実施を図られたい。
１．基本的な考え方

○ 将来の人口構造の変化に対応した医療提供体制を構築することが求められている。
○ 人口は、全国的に生産年齢人口を中心に減少するが、85 歳以上を中心に高齢 者数は 2040 年頃のピークまで増加すると見

込まれる。
○ 医療・介護の複合ニーズを有する 85 歳以上の高齢者の増加に伴い、85 歳以 上を中心に高齢者の救急搬送は増加し、在宅

医療の需要も増加することが見込 まれる。
○ 地域ごとにみると、生産年齢人口はほぼ全ての地域で減少し、高齢人口は、 大都市部では増加、過疎地域では減少、地方

都市部では高齢人口が増加する地 域と減少する地域がある。
○ こうした地域差の拡大に伴い、地域ごとの課題や地域に求められる医療提供 体制のあり方はそれぞれ異なったものとなる。
○ さらに、生産年齢人口の減少に伴い、医療従事者の確保が更に困難となるこ とが見込まれ、働き方改革等による労働環境

の改善や、医療 DX、タスクシフ ト・シェア等を着実に推進していくことが重要となる。
○ 医師については、人口が減少する中での医師養成のあり方や医師偏在が課題 となっているほか、特に診療所の医師は高齢

化しており、診療所数は人口が少 ない二次医療圏では減少傾向、人口の多い二次医療圏では増加傾向にある。
○ 歯科医師、薬剤師、看護師等の医療従事者についても、将来にわたって医療 提供体制を確保するため、その養成のあり方

や偏在等の課題、専門性を発揮し た効果的な活用の重要性が指摘されている。
○ これらの課題に対応し、85 歳以上の高齢者の増加や人口減少がさらに進む 2040 年以降においても、全ての地域・全ての世

代の患者が、適切な医療・介護を受け、必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従 事者も持続可能
な働き方を確保することを目指して、医療提供体制を整備して いく必要がある。

○ こうしたことを踏まえ、新たな地域医療構想の策定を進め、医師偏在の是正 を総合的に推進し、医療分野のデジタル・ト
ランスフォーメーションを確実か つ着実に推進することで、より質の高い医療やケアを効率的に提供する体制を 構築してい
くことが必要である。

○ なお、これらの対策は、その実施状況を踏まえ、効果を把握した上で、必要 な見直しを行っていくべきである。
２．具体的な改革の内容（略）

2040 年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見（令和6年12月25日 社会保障審議会医療部会）(抄)
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2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革

● オンライン診療の法定化・基準の明示
● オンライン診療受診施設の設置者における届出 等

オンライン診療の推進

医療DXの推進

● 電子カルテ情報共有サービスの構築・普及、次の感染症危機
に備えた電子カルテ情報の利用等

● マイナ保険証１枚で医療費助成を受けられる仕組みの整備等
● 公的DBの利用促進などの医療等情報の二次利用の推進
● 社会保険診療報酬支払基金を、医療DXに係るシステム開発・

運用主体として抜本的に改組 等 ● 美容医療を行う医療機関等の報告・公表の仕組みの導入
（報告事項）

安全管理措置の実施状況/専門医資格の有無/相談窓口の
設置状況等

・ 関係学会によるガイドライン策定 等

美容医療への対応

その他、一般社団法人立医療機関に対する非営利性の徹底、持ち分なし医療法人への移行計画の認定期限の延長等の措置を行う。

2040年頃を見据えた新たな地域医療構想

● 入院医療だけではなく、外来・在宅医療、介護との連携、人
材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図る新
たな地域医療構想の策定

・ 病床の機能区分（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）に
ついて「回復期機能」を「包括期機能」として位置付け

● 医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連
携機能、急性期拠点機能、専門等機能、医育及び広域診療機
能）の報告制度の創設

・ 二次医療圏を基本とした地域での協議のほか、都道府県単位
での協議、在宅医療等のより狭い区域での協議を実施

・ 新たな構想の取組を推進するための総合確保基金の見直し
● 都道府県知事の権限（医療機関機能報告の創設に伴う必要な

機能の確保、基準病床数と必要病床数の整合性の確保等）
● 厚労大臣の責務明確化（データ分析･共有、研修等の支援策）
● 新たな地域医療構想に精神医療を位置付ける

医師偏在対策

＜医師確保計画の実効性の確保＞
● 「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」の設定
・ 「医師偏在是正プラン(仮称)」の策定

＜地域の医療機関の支え合いの仕組み＞
・医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機

関の公的医療機関等への拡大等

● 外来医師過多区域における、新規開業希望者への地域で不足
する医療や医師不足地域での医療の提供の要請・勧告・公表と、
保険医療機関の指定(６年から３年等への短縮)を連携して運用

● 保険医療機関の管理者要件

＜経済的インセンティブ等＞
● 重点医師偏在対策支援区域における支援を実施

診療所の承継・開業・地域定着支援
派遣医師･従事医師への手当増額
→保険者から広く負担を求め、給付費の中で一体的に捉える
医師の勤務･生活環境改善、派遣元医療機関へ支援

※ 医師偏在への配慮を図る観点から、診療報酬の対応をさら
に検討。

・ 全国的なマッチング機能の支援

・ 医師養成過程を通じた取組

社会保障審議会医療部会令和６年12月25日

2040 年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 概要
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①新たな地域医療構想
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△

令和6年12月3日第13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部改）

8



85歳以上の人口の推移年齢階級別の要介護認定率
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（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
（令和５(2023)年４月推計）出生中位（死亡中位）推計

2020年までの実績は、総務省統計局「国勢調査」（年齢不詳人口を按分補正した人口）

医療需要の変化④ 医療と介護の複合ニーズが一層高まる

○ 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇し、特に、85歳以上で上昇する。
○ 2025年度以降、後期高齢者の増加は緩やかとなるが、85歳以上の人口は、2040年に向けて、引き続き増加が見

込まれており、医療と介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなることが見込まれる。

令和６年３月29日新たな地域医療構想等に関する検討会資料（改）
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2040年の医療需要について

医療・介護の複合ニーズを有する85歳以上の高齢者が増加することが見込まれる。2020年から2040年にか

けて、85歳以上の救急搬送は75％増加し、85歳以上の在宅医療需要は62％増加することが見込まれる。

資料出所：消防庁データを用いて、救急搬送（2019年度分）の件数を集計したものを、2020年1月住民基本台帳人口で把握した都道府県別人口で除して年齢階級
別に利用率を作成し、地域別将来推計人口に適用して作成。
※ 救急搬送の１月当たり件数を、年齢階級別人口で除して作成。
※ 性別不詳については集計対象外としている。また、年齢階級別人口については、年齢不詳人口を除いて利用した。

2020年から2040年にかけて、75歳以上の救急搬送は36％増、

うち85歳以上の救急搬送は75％増と見込まれる。

救急搬送の増加
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出典：厚生労働省「患者調査」（2017年）
総務省「人口推計」（2017年）
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」
を基に地域医療計画課において推計。

2020年から2040年にかけて、75歳以上の訪問診療の需要は

43％増、うち85歳以上の訪問診療の需要は62％増と見込まれる。

在宅医療需要の増加
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年齢階級別の訪問診療患者数の将来推計

85歳以上

75歳以上85歳未満

65歳以上75歳未満

15歳以上65歳未満

15歳未満

年
年

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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これまでの主な議論（新たな地域医療構想の基本的な方向性（案））

病床の機能分化・連携 入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む、
医療提供体制全体の課題解決を図るための地域医療構想へ

現行の地域医療構想 新たな地域医療構想

地域の患者・要介護者を支えられる地域全体を俯瞰した構想
85歳以上の高齢者の増加に伴う高齢者救急や在宅医療等の医療・介護需要の増
大等、2040年頃を見据えた課題に対応するため、入院に限らず医療提供体制全
体を対象とした地域医療構想を策定する。

今後の連携･再編･集約化をイメージできる医療機関機能に着目
した医療提供体制の構築

病床機能だけでなく、急性期医療の提供、高齢者救急の受け皿、在宅医療提供
の拠点等、地域で求められる医療機関の役割も踏まえ医療提供体制を構築する。

限られたマンパワーにおけるより効率的な医療提供の実現
医療DXや働き方改革の取組、地域の医療・介護の連携強化等を通じて、生産性
を向上させ、持続可能な医療提供体制モデルを確立する。

団塊の世代が全て75歳以上となる2025年に向けて、
高齢者の医療需要が増加することが想定される。

このため、約300の構想区域を対象として、病床の機
能分化・連携を推進するための2025年に向けた地域
医療構想を策定。

0.9
万
床
減

7.1
万
床
減

7.4
万
床
増

5.2
万
床
減

合計 119.2万床

合計 125.1万床

2023年の報告病床数2015年の報告病床数 2025年の必要病床数
（推計）

＜新たな地域医療構想における基本的な方向性＞

2040年頃に向けて、医療・介護の複合ニーズ等を抱える85歳以上の
増加、人材確保の制約、地域差の拡大が想定される。

こうした中、限られた医療資源で、増加する高齢者救急・在宅医療
需要等に対応するため、病床の機能分化･連携に加え、医療機関機能
（高齢者救急の受入、在宅医療の提供、救急･急性期の医療提供等）に着目し、
地域の実情に応じて、｢治す医療｣を担う医療機関と｢治し支える医
療｣を担う医療機関の役割分担を明確化し、医療機関の連携･再編･集
約化を推進。

※都道府県において、令和８年度（2026年度）に新たな地域医療構想を策定し、
令和９年度（2027年度）から取組を開始することを想定

＜全国の報告病床数と必要病床数＞

合計 119.1万床

※ 病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わ
せたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、
詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

令和６年11月8日第11回新たな地域医療構想等に関する検討会資料一部改
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病床機能報告の病床機能について（案）

高度急性期

回復期

慢性期

急性期

高度急性期

○○○

慢性期

急性期

医療機関機能

病床機能病床機能

• 新たな地域医療構想においては、医療機関機能報告を新設するほか、病床機能報告の病床機能の区分について、

これまでの取組の連続性等を踏まえ、引き続き４つの区分で報告を求めることとしてはどうか。

• その際、現行の病床機能報告においては、患者の治療経過として【高度急性期】【急性期】【回復期】【慢性

期】の区分で報告を求めていたが、2040年に向けて増加する高齢者救急の受け皿として、これまでの【急性期】

と【回復期】の機能をあわせもつことが重要となること等を踏まえ、例えば【回復期】については、急性期の機

能の一部も担うこととして位置づけ、名称や定義を変更するなど、今後の病床機能報告のあり方についてどのよ

うに考えるか。

※ 名称や定義等は引き続き検討

令和6年9月30日第9回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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病床機能について（案）②

• 病床機能区分のうち、これまでの【回復期機能】について、2040年に向けて増加する高齢者救急等の受け皿として急性期と回復期の機
能をあわせもつことが重要となること等を踏まえ、【包括期機能】として位置づけてはどうか。

（略）

• 将来の病床数の必要量の推計については、（略）受療率の変化等を踏まえ、定期的に（例えば将来推計人口の公表ごと、医療計画の作
成ごと等）2040年の病床数の必要量の見直しを行うこととしてはどうか。また、これまでの取組との連続性等の観点から、これまでの
推計方法を基本としつつ、受療率の変化等も踏まえ、基本的に診療実績データをもとに病床機能区分ごとの推計を行うこととし、ガイ
ドラインの検討において、改革モデルも含め、具体的な推計も検討することとしてはどうか。

病 床 機 能 区 分
機能の内容

• 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能高度急性期機能

• 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能急性期機能

• 高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリ等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し支
える医療を提供する機能

• 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
• 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的としたリ

ハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）

包括期機能

• 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
• 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患者又は難病患者等

を入院させる機能

慢性期機能

令和６年12月3日第13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部改）
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• このほか、急性期拠点機能を担う医療機関等が行う、広域な観点での診療、人材の育成、医師の派遣等の役割についても、報告
を求め、地域全体での機能の確保に向けた議論を行う。

医療機関機能について（案）

医 療 機 関 機 能 の 考 え 方
○ 医療機関機能に着目して、地域の実情に応じて、｢治す医療｣を担う医療機関と｢治し支える医療｣を担う医療機関の役割分担を明確化し、

医療機関の連携･再編･集約化が推進されるよう、医療機関（病床機能報告の対象医療機関）から都道府県に、地域で求められる役割を担
う｢医療機関機能｣を報告。地域の医療提供体制の確保に向けて地域で協議を行うとともに、国民･患者に共有。

○ 二次医療圏等を基礎とした地域ごとに求められる医療提供機能、より広域な観点から医療提供体制の維持のために必要な機能を設定。
・ 2040年頃を見据えて、人口規模が20万人未満の構想区域等、医療需要の変化や医療従事者の確保、医療機関の維持等の観点から医療提供体制上の課題

がある場合には、必要に応じて構想区域を拡大。
・ 従来の構想区域だけでなく、広域な観点での区域や、在宅医療等に関するより狭い区域を設定。新たな地域医療構想の策定･推進に向けて、地域に必要

な医療提供体制の確保のため実効性のある議論に資するよう、区域ごとに議論すべき内容や議題に応じた主な参加者等についてガイドラインで明確化。

地 域 ご と の 医 療 機 関 機 能

広 域 な 観 点 の 医 療 機 関 機 能

主な具体的な内容（イメージ）

• 高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協力･連携しながら、
入院早期からのリハビリ･退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後のリハビリ等の提供を確保する。
※ 地域の実情に応じた幅をもった報告のあり方を設定

高齢者救急・地域急性
期機能

• 地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した24時間の対応や入院対
応を行う。
※ 地域の実情に応じた幅をもった報告のあり方を設定

在宅医療等連携機能

• 地域での持続可能な医療従事者の働き方や医療の質の確保に資するよう、手術や救急医療等の医療資源を多く
要する症例を集約化した医療提供を行う。
※ 報告に当たっては、地域シェア等の地域の実情も踏まえた一定の水準を満たす役割を設定。また、アク

セスや構想区域の規模も踏まえ、構想区域ごとにどの程度の病院数を確保するか設定。

急性期拠点機能

• 上記の機能にあてはまらない、集中的なリハビリテーション、高齢者等の中長期にわたる入院医療機能、有床
診療所の担う地域に根ざした診療機能、一部の診療科に特化し地域ニーズに応じた診療を行う。

専門等機能

• 大学病院本院が担う、広域な観点で担う常勤医師や代診医の派遣、医師の卒前･卒後教育をはじめとした医療
従事者の育成、広域な観点が求められる診療を総合的に担い、また、これらの機能が地域全体で確保される
よう都道府県と必要な連携を行う。

医育及び広域診療機能

令和６年12月3日第13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部改）

※高齢者医療においては、あらゆる段階において、マルチモビディティ（多疾病併存状態）患者へのリハビリを含む、治し支える医療の観点が重要
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新 た な 地 域 医 療 構 想 に 関 す る と り ま と め の 概 要

医 療 提 供 体 制 の 現 状 と 目 指 す べ き 方 向 性

85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、全ての地域･世代の患者が、適切に医療･介護を受けながら生活し、
必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築

• 「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療･介護提供体制を構築
• 外来･在宅、介護連携等も新たな地域医療構想の対象とする

新 た な 地 域 医 療 構 想

（１）基本的な考え方
• 2040年に向け、外来･在宅、介護との連携、人材確保等も含めた
あるべき医療提供体制の実現に資するよう策定･推進
(将来のビジョン等、病床だけでなく医療機関機能に着目した機能分化･連携等)

• 新たな構想は27年度から順次開始
（25年度に国でガイドライン作成、26年度に都道府県で体制全体の方向性や必

要病床数の推計等、28年度までに医療機関機能に着目した協議等）

• 新たな構想を医療計画の上位概念に位置付け、医療計画は新たな
構想に即して具体的な取組を進める

（２）病床機能・医療機関機能
① 病床機能
• これまでの「回復期機能」について、その内容に｢高齢者等の急性
期患者への医療提供機能｣を追加し、｢包括期機能｣として位置づけ

② 医療機関機能報告（医療機関から都道府県への報告）

• 構想区域ごと(高齢者救急･地域急性期機能､在宅医療等連携機能､急性期拠点
機能､専門等機能)､広域な観点(医育及び広域診療機能)で確保すべき機能
や今後の方向性等を報告

③ 構想区域・協議の場
• 必要に応じて広域な観点での区域や在宅医療等のより狭い区域で
協議（議題に応じ関係者が参画し効率的･実効的に協議）

（３）地域医療介護総合確保基金
• 医療機関機能に着目した取組の支援を追加

（４）都道府県知事の権限

① 医療機関機能の確保（実態に合わない報告見直しの求め）

② 基準病床数と必要病床数の整合性の確保等
• 必要病床数を超えた増床等の場合は調整会議で認められた場合
に許可

• 既存病床数が基準病床数を上回る場合等には、地域の実情に応
じて、必要な医療機関に調整会議の出席を求める

（５）国･都道府県･市町村の役割
① 国(厚労大臣)の責務･支援を明確化（目指す方向性･データ等提供)

② 都道府県の取組の見える化、調整会議で調った事項の実施に努
める

③ 市町村の調整会議への参画、地域医療介護総合確保基金の活用

（６）新たな地域医療構想における精神医療の位置付け
• 精神医療を新たな地域医療構想に位置付けることとする

※令和６年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会報告書より作成

社会保障審議会医療部会令和６年12月25日

2040 年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 別添１
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新たな地域医療構想と医療計画の進め方（案）

○ 新たな地域医療構想について、令和７年度に国でガイドラインを検討･策定し、都道府県において、まず令和８年度に地域の医療提供
体制全体の方向性、将来の病床数の必要量の推計等を検討･策定した上で、それを踏まえ、令和９～10年度に医療機関機能に着目した地
域の医療機関の機能分化･連携の協議等を行うこととしてはどうか。

○ 新たな地域医療構想の内容について、基本的に第９次医療計画に適切に反映されるよう、地域医療構想の策定状況や医療計画の取組等
に係る課題を国と県で共有することとしてはどうか。医療計画のうち、５疾病･６事業については、個別の事業の課題を第９次医療計画
に向けて継続的に検討し、必要に応じて見直しを行い、また、外来医療計画等の3か年の計画については、令和9年度からの後期計画に
向けて必要な検討を行うこととしてはどうか。

地域医療構想

５疾病・６事業

外来医療計画、医師確保計画、

在宅医療に関する事業

第９次医療計画

新たな地域医療構想の策定・取組

ガイドラインの
検討（国）

第9次計画の作
成(都道府県)

第9次計画の検
討（国）

第8次計画(後期)
の検討（国）

第8次計画(後期)
の作成(都道府県)

（令和6年度） （令和7年度） （令和８年度） （令和９年度）（令和10年度）（令和11年度）（令和12年度）
２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ ２０２９ ２０３０ ～

将来の方向性、
将来の病床数の
必要量の推計
等

医療機関機能に着目した地域
の医療機関の機能分化･連携
の協議、病床の機能分化･連
携の協議 等

第9次計画の作
成(都道府県)

第9次計画の検
討（国）

第8次医療計画（※）
※救命救急センターのあり方や周産期医療等、個別の事業の課題を第９

次医療計画に向けて継続的に検討し、必要に応じて見直しを行う。

国と都道府県の実務者協議（地域医療構想の策定
状況や医療計画の取組等に係る課題を国と都道府
県で共有）

第９次医療計画第8次計画（前期） 第8次計画（後期）

かかりつけ医機能
報告等のガイドラ
インの検討（国）

新たな地域医療構想
の検討（国）

かかりつけ医機能の確保に関する地域の協議（都道府県）

令和６年12月3日第13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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地域医療介護総合確保基金の期間延長について

現行の地域医療構想においては、2025年度（令和７年度）までの事業を地域医療介護総合確保基金「事業区分Ⅰ－１地域医療構想の達成
に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」及び「事業区分Ⅰ－２地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に
関する事業」の対象としている。今般、基金を活用できる期間について、2026年度（令和８年度）まで１年間延長することとする。

現行の対象範囲事業概要事業区分

2025年度（令和７年度）までに施設整備等の費用を支出する
計画
※ 施設整備が2026年度（令和８年度）以降に継続することは問題ないが、

2026年度（令和８年度）以降に支出する費用は対象外

病床の機能分化・連携を推進するための、医療
機関における新築、増改築、改修等の施設整備
等に対する財政支援

地域医療構想の達成に向けた
医療機関の施設又は設備の整
備に関する事業
(区分Ⅰ-１)

2025年度（令和７年度）までに病床機能の再編又は医療機関
の統合が完了する計画

自主的に行われる病床減少を伴う病床機能再編
や、病床減少を伴う医療機関の統合等に取り組
む際の財政支援

地域医療構想の達成に向けた
病床の機能又は病床数の変更
に関する事業
(区分Ⅰ－２)

2027年度～
（令和９年度～）

2026年度
（令和８年度）

2025年度
（令和７年度）

～2024年度
（～令和６年度）

現行の対象範囲

【新たな地域医療構想に関するとりまとめ】より抜粋
○ 地域医療介護総合確保基金について、現在、2026 年度（令和８年度）まで現行
の病床の機能分化･連携の支援を行うこととしているが、2027 年度（令和９年度）
から、新たな地域医療構想の取組を推進するため、病床の機能分化･連携の支援に加
え、医療機関機能の確保に向けた取組を支援することが適当である。具体的には、
地域医療介護総合確保基金の対象に、医療機関機能に着目した医療機関の連携・再
編・集約化に向けた施設･設備整備の支援を追加することが適当である。
○ また、病床の機能分化・連携を更に推進するため、引き続き、病床の機能分
化・連携のための施設・設備整備の支援、病床減少を伴う病床機能再編や病床減少
を伴う医療機関の統合等の支援を行うとともに、都道府県における地域医療介護総
合確保基金の活用に向けた好事例の周知等の方策を講じることが適当である。

対象範囲の延長

【地域医療介護総合確保基金を活用できる期間】

【現行の取扱い】
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②医師偏在対策
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医師確保対策に関する取組（全体像）

各都道府県の取組医師養成過程における取組

【医師確保計画】

○ 医師偏在指標により医師偏在の状況を把握
計画期間の終了時点で確保すべき目標医師数を設定

＜具体的な施策＞

●大学と連携した地域枠の設定

●地域医療対策協議会・地域医療支援センター

・ 地域医療対策協議会は、医師確保対策の方針（医師養
成、医師の派遣調整等）について協議

・ 地域医療支援センターは、地域医療対策協議会の協議
結果に基づき、医師確保対策の事務（医師派遣事務、派遣
される医師のキャリア支援・負担軽減、勤務環境改善支援
センターとの連携等）を実施

●キャリア形成プログラム（地域枠医師等）

・ 「医師不足地域の医師確保」と「派遣される医師の能
力開発・向上」の両立を目的としたプログラム

●認定医師制度の活用

・ 医師少数区域等に一定期間勤務した医師を厚労大臣が
認定する制度を活用し、医師不足地域の医師を確保

【大学医学部】

〇 中長期的な観点から、医師の需要・供給推計に基づき、全
国の医師養成数を検討

〇 地域枠（特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とし
た選抜枠）の医学部における活用方針を検討

【臨床研修】

〇 全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小するとと
もに、都道府県別に、臨床研修医の募集定員上限数を設定

〇 その際、都市部や複数医学部を有する地域について、上限
数を圧縮するとともに、医師少数地域に配慮した定員設定
を行い、地域偏在を是正

【専門研修】

〇 日本専門医機構において、将来の必要医師数の推計を踏ま
えた都道府県別・診療科別の専攻医の採用上限数（シーリ
ング）を設定することで、地域・診療科偏在を是正
（産科等の特に確保が必要な診療科や、地域枠医師等につ
いてはシーリング対象外）

地域の医療を支えている勤務医が、安心して働き続けられる環境を整備することが重要であることから、都道府県ごとに設置された医
療勤務環境改善支援センター等による医療機関への支援を通じて、適切な労務管理や労働時間短縮などの医師の働き方改革を推進。具体
的には、

○ 医療機関における医師労働時間短縮計画の作成や追加的健康確保措置等を通じて、労働時間短縮及び健康確保を行う

○ 出産・育児・介護などのライフイベントを経験する医師が、仕事と家庭を両立できるよう勤務環境の改善を推進

医師の働き方改革

令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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医 師 偏 在 対 策 に 関 す る と り ま と め の 概 要

① 医師偏在対策の総合的な実施
• 医師確保計画に基づく取組を進めつつ、経済的インセンティブ、地
域の医療機関の支え合いの仕組み、医師養成過程を通じた取組等を
組み合わせた総合的な対策を進める

② 全ての世代の医師へのアプローチ
• 若手医師を対象とした医師養成過程中心の対策から、中堅･シニア世
代を含む全ての世代の医師へのアプローチ

今 後 の 医 師 偏 在 対 策 の 具 体 的 な 取 組

（１）医師確保計画の実効性の確保
① 重点医師偏在対策支援区域(仮称)、② 医師偏在是正プラン(仮称)
• 今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピー
ドが早い地域等を「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」と設定し、
優先的･重点的に対策を進める

• 重点区域は、厚労省の示す候補区域を参考としつつ、都道府県が可
住地面積あたり医師数、アクセス、人口動態等を考慮し、地対協・
保険者協議会で協議の上で選定(市区町村単位･地区単位等含む) 。

• 医師確保計画で「医師偏在是正プラン(仮称)」を策定。地対協･保険
者協議会で協議の上、重点区域、支援対象医療機関、必要な医師数、
取組等を定める

• 是正プランは緊急的取組を要する事項から策定、R８年度全体策定

（２）地域の医療機関の支え合いの仕組み
① 医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関
の拡大等

• 管理者要件として医師少数区域等での勤務経験を求める医療機関に、
公的医療機関及び国立病院機構･地域医療機能推進機構･労働者健康
安全機構の病院を追加。医師少数区域等での勤務経験期間は６か月
以上から１年以上に延長。施行時に柔軟な対応が必要

② 外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療
機能の要請等の仕組みの実効性の確保

• 都道府県から外来医師過多区域の新規開業者に対し、開業６か月前
に提供予定の医療機能等の届出を求め、協議の場への参加、地域で
不足する医療や医師不足地域での医療の提供の要請を可能とする

• 要請に従わない医療機関に対する医療審議会での理由等の説明の求
めや勧告･公表、保険医療機関の指定期間の６年から３年等への短縮

③ 保険医療機関の管理者要件
• 保険医療機関に管理者を設け､保険診療に一定期間従事したことを

要件とし(医師少数区域等は一定配慮)、責務を課す

（３）経済的インセンティブ
• 診療所の承継・開業・地域定着支援(緊急的に先行して実施)

• 派遣医師･従事医師への手当増額(保険者から広く負担を求め、給付費の中で
一体的に捉える)※保険給付と関連の乏しい使途に当たるのではないかとの意見あり

• 医師の勤務･生活環境改善、派遣元医療機関へ支援
※これらの支援については事業費総額等の範囲内で支援

• 医師偏在への配慮を図る観点から、診療報酬の対応をさらに検討。

（４）全国的なマッチング機能の支援等
• 医師の掘り起こし、現場体験、医師不足地域の医療機関とのマッチ
ングや定着等のための全国的なマッチング支援

（５）リカレント教育の支援
（６）都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定
（７）医師偏在指標のあり方
（８）医師養成過程を通じた取組
（９）診療科偏在の是正に向けた取組

※令和６年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会報告書より作成

③ へき地保健医療対策を超えた取組の実施
• 人口規模、地理的条件等から医療機関の維持が困難な地域について
は、医師偏在指標だけでなく、可住地面積あたりの医師数等の地域
の実情を踏まえ、都道府県ごとに支援が必要な地域を明確化の上で
対策を実施

⇒「保険あってサービスなし」との事態に陥る可能性があることか
ら、将来にわたり国民皆保険を維持し、地域の必要な医療機能を
確保することが必要であり、全ての関係者が協働することが重要。

医 師 偏 在 の 是 正 に 向 け た 基 本 的 な 考 え 方

社会保障審議会医療部会令和６年12月25日

2040 年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 別添２
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医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）①

【基本的な考え方】

現状
課題

基本的な
考え方

医師偏在は一つの取組で是正が
図られるものではない

若手医師を対象とした医師養成
過程中心の対策

へき地保健医療対策を超えた取組
が必要

「保険あってサービスなし」という地域が生じることなく、将来にわたって国民皆保険が維持されるよう、
国、地方自治体、医療関係者、保険者等の全ての関係者が協働して医師偏在対策に取り組む

経済的インセンティブ、地域の医
療機関の支え合いの仕組み、医師
養成過程の取組等の総合的な対策

医師の柔軟な働き方等に配慮し
た中堅・シニア世代を含む全て
の世代の医師へのアプローチ

地域の実情を踏まえ、支援が必要
な地域を明確にした上で、従来の
へき地対策を超えた取組

○ 地域ごとに人口構造が急激に変化する中で、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医
療サービスを提供するため、以下の基本的な考え方に基づき、制度改正を含め必要な対応に取り組み、実効
性のある総合的な医師偏在対策を推進する。

○ 総合的な医師偏在対策について、医療法に基づく医療提供体制確保の基本方針に位置付ける。
※ 医師偏在対策は、新たな地域医療構想、働き方改革、美容医療への対応、オンライン診療の推進等と一体的に取り組む。

・ 医師偏在対策の効果を施行後５年目途に検証し、十分な効果が生じていない場合には、更なる医師偏在対策を検討
・ 医師確保計画により３年間のＰＤＣＡサイクルに沿った取組を推進

令和6年12月25日
厚生労働省 公表資料
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＜医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等＞
・対象医療機関に公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構の病院を追加
・勤務経験期間を６か月以上から１年以上に延長。施行に当たって柔軟な対応を実施
＜外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等＞
・都道府県から外来医師過多区域の新規開業希望者に対し、開業６か月前に提供予定の医療機能等の届出を求め、協議の場への参加、地域で不足する医療や医師不足地域での

医療の提供の要請を可能とする
・要請に従わない医療機関への医療審議会での理由等の説明の求めや勧告･公表、保険医療機関の指定期間の6年から3年等への短縮
＜保険医療機関の管理者要件＞
・保険医療機関に管理者を設け、２年の臨床研修及び保険医療機関(病院に限る)において３年等保険診療に従事したことを要件とし、責務を課す

若手 中堅・シニア世代

＜医学部定員・地域枠＞
・医学部臨時定員について、医師の偏在対策に資する

よう、都道府県等の意見を十分に聞きながら、必
要な対応を進める

・医学部臨時定員の適正化を行う医師多数県において、
大学による恒久定員内の地域枠設置等への支援を
行う

・今後の医師の需給状況を踏まえつつ、2027年度以
降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う

＜臨床研修＞
・広域連携型プログラム※の制度化に向けて令和８年

度から開始できるよう準備
※ 医師少数県等で24週以上の研修を実施

医師養成過程を通じた取組

＜重点医師偏在対策支援区域＞
・今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピードが速い地域等を｢重点医師偏在対策支援区域｣
と設定し、優先的･重点的に対策を進める

・重点区域は、厚労省の示す候補区域を参考としつつ、都道府県が可住地面積あたり医師数、アクセス、人口動態等
を考慮し、地域医療対策協議会・保険者協議会で協議の上で選定（市区町村単位・地区単位等を含む）

＜医師偏在是正プラン＞
・医師確保計画の中で｢医師偏在是正プラン｣を策定。地対協・保険者協議会で協議の上、重点区域、支援対象医療機

関、必要な医師数、取組等を定める
※ 医師偏在指標について、令和９年度からの次期医師確保計画に向けて必要な見直しを検討

医師確保計画の実効性の確保

＜全国的なマッチング機能の支援、リカレント教育の支援＞
・医師の掘り起こし、マッチング等の全国的なマッチング支援、総合的な診療能力を学び直すためのリカレント教育を推進
＜都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定＞
・都道府県と大学病院等で医師派遣･配置、医学部地域枠、寄附講座等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進

＜経済的インセンティブ＞
・令和８年度予算編成過程で重点区域における以下のような支援について検討

‣診療所の承継･開業･地域定着支援（緊急的に先行して実施）
‣派遣医師・従事医師への手当増額（保険者から広く負担を求め、給付費の中で一体的に捉える。保険者による効果等の確認）
‣医師の勤務・生活環境改善、派遣元医療機関へ支援
※ これらの支援については事業費総額等の範囲内で支援

・医師偏在への配慮を図る観点から、診療報酬の対応を検討

地域偏在対策における経済的インセンティブ等

・必要とされる分野が若手医師から選ばれるための環境づくり等、処遇改善に向けた必要な支援を実施
・外科医師が比較的長時間の労働に従事している等の業務負担への配慮･支援等の観点での手厚い評価について必要な議論を行う

診療科偏在の是正に向けた取組

医偏在の正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）②

【総合的な対策パッケージの具体的な取組】

地域の医療機関の支え合いの仕組み

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）②
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今後のスケジュール（予定）

２０２７年度２０２６年度２０２５年度２０２４年度対策等

医師確保計画

重点医師偏在対策支援区域、
医師偏在是正プラン

経済的インセンティブ

全国的なマッチング機能の支援

リカレント教育の支援

都道府県と大学病院等との
連携パートナーシップ協定

地域の医療機関の支え合い
（医師少数区域等での勤務経験を求める管理者

要件、外来医師過多区域での新規開業希望者へ
の要請等、保険医療機関の管理者要件）

医学部定員・地域枠

臨床研修

診療科偏在是正対策

協定も含めて医師偏在是正
プラン全体のガイドラインの

検討･策定

「第８次医師確保計画（後期）
ガイドライン」の検討･策定

「第８次医師確保計画
（後期）」の検討・策定

「第８次医師確保計画
（後期）」の取組

医師偏在是正プラン全体の検
討の中で協定の協議･締結

協定による取組

改正法令施行

各医療機関でプログラム
作成、研修医の募集・採用

プログラム開始

医学部臨時定員・地域枠の対応、2027年度以降の医学部定員の適正化の検討

リカレント教育の支援

法令改正
ガイドラインの検討･策定

「第８次医師確保計画（前期）」の取組

医師偏在是正プラン全体
のガイドラインの検討･策定

緊急的な取組（診療所の承
継･開業支援）の先行実施

本格的な経済的インセンティブ実施の検討

全国的なマッチング機能の支援

医師偏在是正プラン全体の検討･策定、順次取組医
師
偏
在
の
是
正
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
策
定

必要とされる分野が若手医師から選ばれるための環境づくり等、処遇改善に向けた必要な支援、外科医師が比
較的長時間の労働に従事している等の業務負担への配慮・支援等の観点での手厚い評価について必要な検討

※医師偏在対策の効果を施行後５年目途に検証し、十分な効果が生じていない場合には、更なる医師偏在対策を検討

緊急的な取
組のガイドラ
イン、プラン
の先行策定

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ
（令和６年12月25日厚生労働省）抜粋
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③美容医療への対応
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美 容 医 療 の 適 切 な 実 施 に 関 す る 検 討 会 報 告 書 （ 概 要 ）

２．美容医療がより安全に、より高い質で提供されるに当たっての課題と対応策

１．美容医療を取り巻く状況

美容医療を行う医療機関等の報告・公表の仕組みの導入
⇒安全管理措置の実施状況/専門医資格の有無/相談窓口の設置状況等に

ついて都道府県等に対する報告を求め、そのうち国民に必要な情報を公表
関係法令＆ルールに関する通知の発出
⇒保健所等による立入検査や指導のプロセス・法的根拠の明確化

医療機関による診療録等への記載の徹底
オンライン診療指針が遵守されるための法的整理
関係学会によるガイドライン策定
⇒遵守すべきルール/標準的な治療内容/記録の記載方法/有害事象発生時の

対応方針/適切な研修のあり方/契約締結時のルール等を盛り込んだガイドラ
インを策定
医療広告規制の取締り強化
行政等による周知・広報を通した国民の理解の促進等

4104 4019 4026

1862 2602
5507

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

2019 2021 2023

医療の相談件数の推移

その他医療サービス(件数) 美容医療(件数)

患者 保健所等医師医療機関

「シワを取るはずが顔面麻痺が残った…」

「医師ではない人に治療方針を決定され
た…」

「オンラインで無診察処方された…」

「強引に高額な契約を結ばされた…」

「SNS広告を見て受診しトラブルに…」

「関係法令＆ルールを知らない…」

「提供した医療の内容や契約内容につ

いて患者とトラブルになる…」

「研修・教育体制が不十分…」

「問題が起こっても対処できない…」

「安全管理の状況・体制等を把握し

にくい…」

「通報を受けたが立入検査に入って

よいケースかどうか分からない…」

「カルテを見ても診療の実態がわから
ず、指導ができない…」

課題 対応策

・美容医療を提供する医療機関における院内の安全管理の
実施状況・体制等を保健所等が把握できていない

・患者側も医療機関の状況・体制を知る手段がなく、医療
機関における相談窓口を知らない

・関係法令＆ルール（オンライン診療に係るものを含
む。）が浸透していない

・合併症等への対応が困難な医師が施術を担当している

・安全な医療提供体制や適切な診療プロセスが全般的・統
一的に示されていない

・アフターケア・緊急対応が行われない医療機関がある

・保健所等の指導根拠となる診療録等の記載が不十分な場
合がある

・悪質な医療広告が放置されている

出典：PIO-NET（※）へ2024年3月31日までに登録
された相談データ

※パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム。国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベース

資料２
第113回社会保障審議会医療部会

令和６年11月28日
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④オンライン診療の推進
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厚労大臣

オンライン診療に関する総体的な規定の創設について

特定オンライン
診療受診施設

都 道 府 県 A
・ オ ン ラ イ ン 診 療 実 施 の 届 出
・ オ ン ラ イ ン 診 療 基 準 の 遵 守

都 道 府 県 B
・ 設 置 の 届 出
・ 各 種 事 項 公 表

診 療 基 準 へ の 適 合 確 認

オ ン ラ イ ン 診 療 の 実 施
※ 医 療 行 為 の 責 任 を 負 う

【定義】： オンライン診療が、施設にいる患者に対して行われる施設であつて、当該施設の設置者が、医師又は歯科医師に対し、業として、
オンライン診療を行う場として提供しているもの

【内容】
○ 所在地の都道府県知事（都道府県B）に対して、特定オンライン診療受診施設の設置者は届け出る。
○ 特定オンライン診療受診施設の設置者は、運営者を置かなければならない。
○ 特定オンライン診療受診施設でのオンライン診療の実施の責任は、オンライン診療を行う病院/診療所の医師が負う（都道府県Aが指導監督）

→ 実施医療機関の医師がオンライン診療基準を満たす義務がある
○ そこで、オンライン診療を行う医療機関の管理者が、特定オンライン診療受診施設の運営者に対して、オンライン診療基準への適合性の確認

を行うこととし、特定オンライン診療受診施設の運営者には応答義務を課す。

(※) オンライン診療を行う医療機関の管理者は、容態急変の事態に備え、患者の所在地近隣の医療機関と受け入れの合意等を取得し、その過程で、地域医療に与える影響やその可能性について、
地域の関係者と連携して把握することとする。

【オンライン診療の定義】
情報通信機器を活用して、医師又は歯科医師が遠隔の地にある患者の状態を視覚及び聴覚により即時に認識した上で、当該患者に対し行う診断又は診療

【内容】
○ オンライン診療を行う医療機関はその旨を届け出る（都道府県Aへの届出）。
○ 厚労大臣は、オンライン診療を行う医療機関の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための基準を定める。
（※）現行のオンライン診療指針に記載されている、実施場所・患者への説明事項・病状急変時の体制確保等について法令で定める

○ オンライン診療を行う医療機関の管理者は、厚労大臣が定める基準（オンライン診療基準）を遵守することとする。

・ オ ン ラ イ ン 診 療 基 準 の
遵 守 に つ い て 指 導 監 督

応 答 義 務

○医師－患者関係／患者合意
○適用対象
○診療計画
○本人確認
○薬剤処方・管理
○診察方法

○医師の所在
○患者の所在
○患者が看護師等といる場合のオンライン診

療
○患者が医師といる場合のオンライン診療
○通信環境

オンライン診療の提供に関する事項 オンライン診療の提供体制に関する事項

現行のオンライン診療指針のコンテンツを
法令で規定し、自治体と医療機関へ提示

○ 医事法制上、オンライン診療は解釈運用によって、機動的・柔軟にその実施が図られてきた。
○ 他方、解釈によって適切な実施を図るには課題があるところ、法制上の位置づけを明確化し、適切なオンライン診療を更に推進していく

ことが求められる。
○ そこで、現行制度の運用を活かす形で、医療法にオンライン診療の総体的な規定を設ける。

指 導 監 督

【会社】紙資料
1【300dpi】完

成_s

医者＿0２立ち 正面

医者＿01座り 椅子 線なし マスク

管 理 者

医 師

カ ル テ の 保 存 、
診 療 計 画 の 策 定 等
各 種 義 務 の 履 行

指 導 監 督連 携

口を開いた患者を診察する様子_s

【人物・健康・防疫・衛生】男性 リモート受診

運 営 者

【人
物】

男性D
立ち
正面
微笑

容 態 悪 化 時 等 に 受 診

・ 患 者 の 容 態 悪 化 時 等 の 受 け 入 れ の 要 請 / 合 意 取 得
・ 定 期 的 な 患 者 情 報 の 提 供 等

【ビジネス】会議検討ブリーフィング１

地 域 の 関 係 者

オ ン ラ イ ン 診 療 を 行 う 医 療 機 関

特 定 オ ン ラ イ ン 診 療 受 診 施 設

資料２
111

令和６年10月30日
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制度見直し後のオンライン診療が受けられる場について（イメージ）

現 行 見直し後

現行、本来的に医療を提供しない施設でオンライン診療が行われる場合、診療所として開設しない限り、
公衆・特定多数人に医療を提供できなくなっている。

そこで、診療所としての開設を要することなく、オンライン診療が行える場を整備する

診療所


୧
ಉ

൧

ਚ

オンライン診療
の受診希望

公民館・郵便局・駅ナカブース

自宅

職場・介護事業所等

特定オンライン診療受診施設

公民館・郵便局・駅ナカブース・
職場・介護事業所

診療所として開設する必要がなく、
複数の医療機関がオンライン診療を行える
場所として設置可能

引き続き、
患者の生活の場所として、
保健所への届出なく
医療を実施可能

（※１）管理医師の元で看護師に診療補助行為を行わせる場合等
（※２）複数医療機関によるオンライン診療が行える場とする、

管理医師の確保が困難 等
（※３）利用者以外の地域の方にも解放したい場合等

※２

※３

診療所

自宅

職場・介護事業所等

開設の
ハードル

高い

医療実施の
ハードル

低い

※１類型が存在せず、
医師が常駐しない
診療所として開設
するしかない
→ ハードルが高く
実績が少ない
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⑤医療DXの推進
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○ 2024年秋に健康保険証を廃止する
○ 2023年度中に生活保護（医療扶助）でのオンライン資格確認の導入

医療DXの推進に関する工程表（概要）

マイナンバーカードの健康保険証の一体化の加速等

○ オンライン資格確認等システムを拡充し、全国医療情報プラットフォームを構築
○ 2024年度中の電子処方箋の普及に努めるとともに、電子カルテ情報共有サービス（仮称）を構築し、共有する

情報を拡大
○ 併せて、介護保険、予防接種、母子保健、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係るマイナンバーカー

ドを利用した情報連携を実現するとともに、次の感染症危機にも対応
○ 2024年度中に、自治体の実施事業に係る手続きの際に必要な診断書等について、電子による提出を実現
○ 民間PHR事業者団体やアカデミアと連携したライフログデータの標準化や流通基盤の構築等を通じ、ユースケース

の創出支援
○ 全国医療情報プラットフォームにおいて共有される医療情報の二次利用について、そのデータ提供の方針、
信頼性確保のあり方、連結の方法、審査の体制、法制上あり得る課題等の論点について整理し検討するため、
2023年度中に検討体制を構築

全国医療情報プラットフォームの構築

○ 医療DXに関する施策の業務を担う主体を定め、その施策を推進することにより、①国民のさらなる健康増進、
②切れ目なく質の高い医療等の効率的な提供、③医療機関等の業務効率化、④システム人材等の有効活用、
⑤医療情報の二次利用の環境整備の5点の実現を目指していく

○ サイバーセキュリティを確保しつつ、医療DXを実現し、保健・医療・介護の情報を有効に活用していくことにより、
より良質な医療やケアを受けることを可能にし、国民一人一人が安心して、健康で豊かな生活を送れるようになる

基本的な考え方

令和５年６月２日 医療ＤＸ推進本部決定
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○ 2023年度に透析情報及びアレルギーの原因となる物質のコード情報について、2024年度に蘇生処置等の関連
情報や歯科・看護等の領域における関連情報について、共有を目指し標準規格化。2024年度中に、特に救急時
に有用な情報等の拡充を進めるとともに、救急時に医療機関において患者の必要な医療情報が速やかに閲覧でき
る仕組みを整備。薬局との情報共有のため、必要な標準規格への対応等を検討

○ 標準型電子カルテについて、2023年度に必要な要件定義等に関する調査研究を行い、2024年度中に開発に
着手。電子カルテ未導入の医療機関を含め、電子カルテ情報の共有のために必要な支援策の検討

○ 遅くとも2030年には、概ねすべての医療機関において、必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導
入を目指す

○ 2024年度に医療機関等の各システム間の共通言語となるマスタ及びそれを活用した電子点数表を改善・提供し
て共通コストを削減。2026年度に共通算定モジュールを本格的に提供。共通算定モジュール等を実装した
標準型レセコンや標準型電子カルテの提供により、医療機関等のシステムを抜本的に改革し、医療機関等の
間接コストを極小化

○ 診療報酬改定の施行時期の後ろ倒しに関して、実施年度及び施行時期について、中央社会保険医療協議会
の議論を踏まえて検討

電子カルテ情報の標準化等

診療報酬改定DX

○ 社会保険診療報酬支払基金を、審査支払機能に加え、医療DXに関するシステムの開発・運用主体の母体とし、
抜本的に改組

○ 具体的な組織のあり方、人員体制、受益者負担の観点を踏まえた公的支援を含む運用資金のあり方等
について速やかに検討し、必要な措置を講ずる

医療DXの実施主体
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医療DXに関する主な見直し内容（検討中）について

１．電子カルテ情報共有サービス関係

①電子カルテ情報共有サービスを法律に位置づけ
・医療機関等から支払基金への電子カルテ情報
（３文書６情報）の提供を可能とする
・支払基金における電子カルテ情報の目的外利用

の禁止
・運用費用の負担者・負担方法

②次の感染症危機に備えた対応
・医療機関の負担軽減のため、感染症の発生届に

ついて、電子カルテ情報共有サービスを経由し
ての提出を可能とする

・感染症対策上必要な時、厚労大臣が支払基金に対
して、電子カルテ情報の提供指示を可能とする

２．PMH （自治体と医療機関・薬局をつなぐ情報連
携基盤）関係

①マイナ保険証１枚で医療費助成を受けられる仕組み
の整備（公費負担医療・地方単独医療費助成のオン
ライン資格確認の制度化）

②自治体検診情報の医療機関等への電子的共有を
可能とする

３．医療情報の二次利用関係

※地域医療介護総合確保法、感染症法等

※公費負担医療制度各法、支払基金法、健康増進法等

①厚生労働大臣が保有する医療・介護の公的DBにつ
いて、現行の匿名化情報の利用・提供に加え、
仮名化情報の利用・提供を可能とする

②電子カルテ情報DB（仮称）・自治体検診DB（仮
称）を新たに設置し、匿名・仮名化した情報の利
用・第三者提供を可能とする

③ ①・②の仮名化した情報について、相互に連結
解析を可能とする。また、次世代医療基盤法に基
づく仮名加工医療情報との連結解析を可能とする

※地域医療介護総合確保法、がん登録推進法、児童福祉法、

難病法、感染症法、健康増進法、次世代医療基盤法等

４．支払基金の抜本改組関係

①厚生労働大臣が「医療DX総合確保方針（仮称）」
を策定し、支払基金が「医療DX中期計画（仮称）」
を策定する

②支払基金を医療DXの実施主体とする観点から、
法人の名称、目的、業務規定等を見直す

③一元的で柔軟かつ迅速な意思決定体制とするため、
現行の理事会体制の見直し、国や地方関係者の
参画、医療DXの専門家の参画

※支払基金法等
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１．医療提供体制の総合的な改革の検討状況
（参考資料）
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参考資料：検討体制
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2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する議論の体制等

令和６年12月25日
「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」
とりまとめ

第110回 令和6年9月5日
・新たな地域医療構想の検討状況について（報告）
・医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージの骨子案

について（報告）

第111回 令和6年10月30日
・美容医療の適切な実施に関する検討会の議論の状況に

ついて
・適切なオンライン診療の推進について
・医療ＤＸの更なる推進について

第112回 令和6年11月15日
・新たな地域医療構想の現時点の検討状況について

（報告）

第113回 令和6年11月28日
・医療DXの更なる推進等について
・「美容医療の適切な実施に関する検討会」の報告書に

ついて（報告）
・認定医療法人制度の延長等について
・医師偏在是正対策について

第114回 令和６年12月18日
・医療提供体制の在り方について

社 会 保 障 審 議 会 医 療 部 会

泉 並木 日本病院会副会長
井上 隆 日本経済団体連合会専務理事

※ 内堀 雅雄 全国知事会（福島県知事）
◎※ 遠藤 久夫 学習院大学長

荻野 構一 日本薬剤師会副会長
※ 角田 徹 日本医師会副会長

勝又 浜子 日本看護協会副会長
加納 繁照 日本医療法人協会会長
河本 滋史 健康保険組合連合会専務理事
神野 正博 全日本病院協会副会長
木戸 道子 日本赤十字社医療センター 第一産婦人科部長

○※ 楠岡 英雄 国立病院機構名誉理事長
黒瀨 巌 日本医師会常任理事
佐保 昌一 日本労働組合総連合会 総合政策推進局長
島崎 謙治 国際医療福祉大学大学院教授
野村 さちい つながるひろがる子どもの救急代表
藤田 一雄 日本歯科医師会副会長

※ 松田 晋哉 産業医科大学教授
※ 松原 由美 早稲田大学人間科学学術院教授

村椿 晃 全国市長会（富山県魚津市長）
望月 泉 公益社団法人全国自治体病院協議会会長
山口 育子 ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ理事長
山崎 親男 全国町村会（岡山県鏡野町長）
山崎 學 日本精神科病院協会会長

◎：部会長
○：部会長代理
※：社会保障審議会委員

令和６年12月時点
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地域医療構想の検討体制

地域医療構想及び医師確保計画に関するWG【既設】

（敬称略。五十音順）

一般社団法人日本医療法人協会会長代行伊藤 伸一

公益社団法人日本医師会常任理事江澤 和彦

奈良県立医科大学教授今村 知明
一般社団法人全国医学部長病院長会議地域の医療
及び医師養成の在り方に関する委員会委員長

大屋 祐輔

九州大学名誉教授尾形 裕也○

公益社団法人全日本病院協会副会長織田 正道

健康保険組合連合会参与幸野 庄司

公益社団法人日本精神科病院協会常務理事櫻木 章司

一般社団法人日本病院会常任理事田中 一成

全国衛生部長会野原 勝

公益社団法人全国自治体病院協議会会長望月 泉

第８次医療計画等に関する検討会【既設】

○：座長

＜現行の地域医療構想＞

○ 現行の地域医療構想については、引き続き、既設の地域医療構想及び医師確保計画に関するWGにおいて進捗状況の
評価、更なる取組等の検討を行う。

○ 新たな地域医療構想については、2040年頃を視野に入れつつ、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医
療・介護連携等を含めて検討を行う必要があることから、必要な関係者が参画する新たな検討会を新設して検討を行う。

新たな地域医療構想等に関する検討会【新設】

岡山県鏡野町健康推進課長石原 靖之
一般社団法人日本医療法人協会会長代行伊藤 伸一
公益社団法人全日本病院協会会長猪口 雄二

奈良県立医科大学教授今村 知明
日本医師会生涯教育・専門医の仕組み運営委員長セ
ンター長

今村 英仁

公益社団法人日本医師会常任理事江澤 和彦
学習院大学長遠藤 久夫○
一般社団法人全国医学部長病院長会議地域の医療及
び医師養成の在り方に関する委員会委員長

大屋 祐輔

一般社団法人日本病院会副会長岡 俊明
九州大学名誉教授尾形 裕也□
一般社団法人未来研究所臥龍代表理事/兵庫県立大学
大学院特任教授

香取 照幸

全国健康保険協会理事川又 竹男
健康保険組合連合会専務理事河本 滋史
公益社団法人日本精神科病院協会常務理事櫻木 章司
国際医療福祉大学大学院教授高橋 泰
福島県保健福祉部次長（保健衛生担当）玉川 啓
慶應義塾大学経済学部教授土居 丈朗
公益社団法人全国老人保健施設協会会長東 憲太郎
産業医科大学教授松田 晋哉
公益社団法人全国自治体病院協議会会長望月 泉
富山県魚津市民生部参事兼魚津市健康センタ－所長森山 明
認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長山口 育子

公益社団法人日本看護協会常任理事吉川 久美子
○：座長、□：座長代理 ※ 必要に応じて参考人の出席を要請

＜新たな地域医療構想＞

（敬称略。五十音順）

令和６年９月５日社会保障審議会医療部会資料（一部改）
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第１回 令和6年3月29日
・新たな地域医療構想に関する検討の進め方について
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングの進め方について

第２回 令和6年4月17日
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングについて（第１回）

第３回 令和6年5月22日
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングについて（第２回）

第４回 令和6年5月27日
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングについて（第３回）

第５回 令和6年5月31日
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングについて（第４回）

第６回 令和6年6月21日
・新たな地域医療構想に関する論点について

第７回 令和6年8月26日
・新たな地域医療構想を通じて目指すべき医療について（総論）

第８回 令和6年９月６日
・入院医療（急性期を中心とした病床機能・医療機関機能）

第９回 令和6年９月30日
・入院医療（回復期・慢性期を中心とした病床機能・医療機関機能）、在宅医療、構想区域、医師偏在是正対策

第10回 令和6年10月17日
・入院医療（医療機関機能）、外来医療

第11回 令和6年11月８日
・外来・在宅医療・介護との連携等、医療機関機能

第12回 令和6年11月20日
・医師偏在是正対策

第13回 令和6年12月３日
・地域医療構想の推進、病床機能・医療機関機能、構想区域、精神医療

第14回 令和6年12月６日
・新たな地域医療構想に関するとりまとめ（案）について

第15回 令和6年12月10日
・新たな地域医療構想に関するとりまとめ（案）について、医師偏在対策に関するとりまとめ（案）について

令和6年12月18日 新たな地域医療構想に関するとりまとめ、医師偏在対策に関するとりまとめ 公表

新たな地域医療構想等に関する検討会の今後のスケジュール（予定）

○ 引き続き、各論の議論を進め、制度改正の具体的な内容に関する検討を行い、年末に取りまとめを行う予定。
社会保障審議会医療部会に報告しながら検討を進める。

（その後の想定スケジュール）令和７年度（2025年度） 新たな地域医療構想に関するガイドラインの検討･発出
令和８年度（2026年度） 新たな地域医療構想の検討･策定
令和９年度（2027年度） 新たな地域医療構想の取組（第８次医療計画の中間見直し後の取組）

令和6年9月6日第８回新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部改）
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美容医療の適切な実施に関する検討会の概要

検討会名：「美容医療の適切な実施に関する検討会」

第1回（６月27日）

・検討の視点及び進め方について議論

第２回（８月26日）

・美容医療における違法/違法疑い事例について議論

➢ヒアリング（日本形成外科学会、日本皮膚科学会、
グリーンウッドスキンクリニック立川）

第３回（10月18日）

・診療行為・契約行為における問題事例に対する対応策や、美容医療の質の
向上のための方策について議論

➢ヒアリング（JSAS、JSAPS、共立美容外科）

第４回（11月13日）

・ 美容医療の適切な実施に関する報告書（案）について議論

令和６年11月22日

「美容医療の適切な実施に関する検討会」報告書とりまとめ

医政局に下記の検討会を設置し、令和６年11月22日に「美容医療の適切な実施に関する検討会」報告書をとりまとめた。

構成員 ※五十音順

所属氏 名 ※敬称略

グリーンウッドスキンクリニック立川院長
(中堅・中小クリニック)青木 律

国立がん研究センター生命倫理部部長
(医事法専門家)一家 綱邦

日本看護協会常任理事井本 寛子

美容・医療ジャーナリスト
(利用者・患者側)海野 由利子

国立大学法人政策研究大学院大学
政策研究科教授 (医療行政専門家)小野 太一

日本美容外科学会(JSAS)理事長鎌倉 達郎

共立美容外科理事長
(大手クリニック)久次米 秋人

高芝法律事務所弁護士
(消費者法専門家)高芝 利仁

日本美容外科学会(JSAPS)理事武田 啓

日本医師会常任理事宮川 政昭

新宿区保健所 主査宮沢 裕昭

＜参考人＞
全国衛生部長会会長（高知県理事）
（第4回に参考人として出席）家保 英隆

日本歯科医師会常務理事
（第3回・第4回に参考人として出席）寺島 多実子

＜オブザーバー＞
消費者庁取引対策課課長伊藤 正雄

資料２
第113回社会保障審議会医療部会

令和６年11月28日
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参考資料：地域医療構想
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・2026年度以降の地域医療構想の取組について、今後、医療・介護の複合
ニーズを抱える85歳以上人口の増大や現役世代の減少に伴う医療需要の
変化に対応できるよう、2040年頃を視野に入れつつ、病院のみならず、
かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、中長期的課題を
整理して検討を行う。

・こうした対応に実効性を持たせるため、都道府県の責務の明確化等に関
し必要な法制上の措置等について検討を行う。

全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）（R５.12.22、閣議決定）（抄）
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第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～

（社会医療・介護サービスの提供体制等）

高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応するため、限りある資源を有効に活用しながら、質の高

い効率的な医療・介護サービスの提供体制を確保するとともに、医療・介護ＤＸの政府を挙げての強

力な推進、ロボット・デジタル技術やＩＣＴ・オンライン診療の活用、タスクシフト／シェア、医療

の機能分化と連携など地域の実情に応じ、多様な政策を連携させる必要がある。 国民目線に立ったか

かりつけ医機能が発揮される制度整備、地域医療連携推進法人・社会福祉連携推進法人の活用、救急

医療体制の確保、持続可能なドクターヘリ運航の推進や、 居住地によらず安全に分べんできる周産期

医療の確保、都道府県のガバナンスの強化を図る。地域医療構想について、2025年に向けて国がアウ

トリーチの伴走支援に取り組む。 また、2040年頃を見据えて、医療・介護の複合ニーズを抱える85

歳以上人口の増大や現役世代の減少等に対応できるよう、地域医療構想の対象範囲について、かかり

つけ医機能や在宅医療、医療・介護連携、人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体に拡大すると

ともに、病床機能の分化・連携に加えて、医療機関機能の明確化、都道府県の責務・権限や市町村の

役割、財政支援の在り方等について、法制上の措置を含めて検討を行い、2024年末までに結論を得る。

経済財政運営と改革の基本方針2024（令和６年６月21日閣議決定）［抜粋］
令和６年９月５日社会保障審議会医療部会資料

41



89.6
万床

※1

2015年度病床機能報告

合計 118.8万床

89.2
万床

0.2万床増

0.7万床減

0.7万床増

0.6万床減

約0.4万床減

2023年度病床機能報告

合計 119.2万床

88.9
万床

２０２３年度病床機能報告について

合計 125.1万床
2025年見込2023年

76.5
万床

0.9万床減

7.1万床減

7.4万床増

5.2万床減

68.5
万床

68.0
万床

2015年

※1：2023年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年度病床機能報告：13,863/14,538（95.4％）、2023年度病床機能報告：12,173/12,352（98.6％））
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ 及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等を

用いて推計
※5：高度急性期のうちICU及びHCUの病床数（*）：18,423床（参考 2022年度病床機能報告：18,399床）

*救命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～4、ハイケアユニット入院医療管理料1・2のいずれかの届出を行っている届出病床数
※6：病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較

するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

出典：2023年度病床機能報告

地域医療構想における2025年の病床の必要量

（入院受療率や推計人口から算出した2025年の医

療需要に基づく推計（平成28年度末時点））

53.1
万床

合計 119.1万床

※4 ※6（各医療機関が病棟単位で報告） （各医療機関が病棟単位で報告）※6※6

90.6
万床

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料（一部改）

慢性期
35.5万床 (28%)

慢性期
30.3万床（25%）

慢性期
29.7万床（25%）

慢性期
28.4万床 (24%)

回復期
13.0万床 (10%)

回復期
20.4万床（17%）

回復期
21.1万床（18%）

回復期
37.5万床 (31%)

急性期
59.6万床 (48%)

急性期
52.5万床（44%）

急性期
51.8万床（44%）

急性期
40.1万床 (34%)

高度急性期
16.9万床 (14%) 高度急性期

16.0万床（13%）
高度急性期

16.2万床（14%）

高度急性期
13.0万床 (11%)
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老人ホームからの救急搬送件数の見通し

老人ホーム(特養、有老等)からの救急搬送件数について、令和３年(2021年)の約45万人(全体の8.2％)から、2040
年には約67万人に増加、特に85歳以上が増加する見込み。

資料出所：総務省消防庁「救急統計」データ（2021年）特別集計データ、総務省統計局「人口推計」（2021年）及び

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（2023年推計）を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において作成
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老人ホームからの救急搬送件数の見通し

85歳以上
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15歳未満

75歳以上割合

85歳以上割合
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9.4% 8.2% 8.0% 10.4%
4.8%

0.0%

10.0%
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30.0%
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50.0%
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70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

病院・診療所 老人ホーム その他

住宅 公衆出入場所 道路 不詳

事故発生場所別の搬送人員内訳（令和３年）

（万人）

（45万人）

（325万人）

（52万人）

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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高齢者の退院に向けた課題

• 高齢になるほど、同じ疾患でも在院日数が長くなる傾向にある。

• 疾病によるADL低下や認知症等の合併症のほか、単独世帯の増加等の要因も考えられる。高齢者の単独世帯の割

合は2040年に向けて更に増加する見込み。
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資料出所：厚生労働省「患者調査」（２０２０年）

＜退院患者の平均在院日数＞

資料出所：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

（2023年推計）、「日本の世帯数の将来推計」（2024年推計）、「人口統計資料集」を

基に厚生労働省医政局地域医療計画課において作成

※単独世帯の割合は、単独世帯数を総人口で除したもの。

10.9%

19.0%

26.5%

10.7%
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7.2%
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28.7%
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1990 2020 2040

年齢階級別人口に占める単独世帯の割合（高齢者）

65歳以上 75歳以上 85歳以上

7.07
7.85

9.37

65歳以上75歳未満 75歳以上85歳未満 85歳以上

胆管炎及び胆のう＜嚢＞炎を伴わない胆管結石
（手術あり）の年齢区分別の平均在院日数

年

令和６年９月６日 第８回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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在宅医療の需要と供給

在宅医療を提供する医療機関は、近年、病院数は増加傾向にあるが、診療所数は横ばい。在宅医療の需要は、
2020年から2040年にかけて需要が50%以上増加する二次医療圏が66あるなど、増加が見込まれる。

在宅医療の提供体制
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10%未満 10.0%以上
20.0%未満

20.0%以上
30.0%未満

30.0%以上
40.0%未満

40.0%以上
50.0%未満

50.0%以上

減少 増加

2020年から2040年への

訪問診療需要の変化率別二次医療圏数

出典：厚生労働省「患者調査」（2017年）総務省「人口推計」（2017年）
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」

を基に地域医療計画課において推計。
※令和６年4月１日時点において二次医療圏は330であるが、上記の将来推計人口について、福島県相

双及びいわきの２二次医療圏は推計結果がないため、328二次医療圏の推計結果である。

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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地域別にみた訪問診療需要の変化の状況
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人口規模：50万人以上の市区町村

2020年から2040年への訪問診療需要の変化率別市区町村数（人口規模別）

資料出所：厚生労働省医政局地域医療計画課において、2019年度NDB及び総務省「住民基本台帳人口｣(2020年1月)を用いて構想区域別の訪問診療受療率を作成し、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別

将来推計人口｣(2019年推計)に適用して作成。

※東京都特別区部及び政令市については、各区を一つの市区町村とみなして集計

・2020年から2040年にかけて、人口規模５万人未満の一部の市区町村等を除き、多くの市区町村で訪問診療の需
要は増加する見込み。特に、人口規模５万人以上50万人未満、50万人以上の市区町村では、多数の市区町村で
訪問診療の需要が50％以上増加する見込み。

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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2040年における診療領域別の手術件数の変化について

多くの医療資源を要する医療について、2020年から2040年にかけて、全ての診療領域において、半数以上の
構想区域で手術件数が少なくなる。
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2020年から2040年への手術の算定回数の変化率別構想区域数（診療領域別）

30%以上減少 30%-20%減少 20%-10%減少 10%-0%減少 0%-10%増加 10%以上増加

資料出所：厚生労働省「NDBオープンデータ」（令和4年度）、総務省「人口推計」2022年、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を用いて、厚生労働省医政局地域医療計画課において作成。

※推計については、年齢構成の変化による需要の変化をみるため、全国計の性・年齢階級別の領域別の算定回数を分子、全国の性・年齢階級別人口を分母として受療率を作成し、これを構想区域別の性・年齢階級別の

2020年、2040年時点のそれぞれの人口に適用して作成しているものであり、地域別の受療行動の変化の実態を織り込んでいるものではないことに留意が必要。

令和6年9月6日第８回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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参考資料：医師偏在の是正に向けた総合的な
対策パッケージ／12月25日
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医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージの基本方針への位置付け

現状
課題

基本的な
考え方

医師偏在は一つの取組で是正
が図られるものではない

若手医師を対象とした医師
養成過程中心の対策

へき地保健医療対策を超えた
取組が必要

｢保険あってサービスなし｣という地域が生じることなく、将来にわたって国民皆保険が維持されるよう、
国、地方自治体、医療関係者、保険者等の全ての関係者が協働して医師偏在対策に取り組む

医師確保計画に基づく取

組を進めつつ、経済的イ

ンセンティブ、地域の医

療機関の支え合いの仕組

み、医師養成過程を通じ

た取組等を組み合わせた

総合的な対策を実施

医師の価値観の変化や

キャリアパス等を踏まえ、

医師の勤務・生活環境、

柔軟な働き方等に配慮し

ながら、中堅・シニア世

代を含む全ての世代の医

師にアプローチする

医師偏在指標だけでなく、

可住地面積あたり医師数、

アクセス等の地域の実情

を踏まえ、支援が必要な

地域を明確にした上で、

従来のへき地対策を超え

た取組を実施

○ 地域ごとに人口構造が急激に変化する中で、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医療サービ
スを提供するため、以下の基本的な考え方に基づき、制度改正を含め必要な対応に取り組み、実効性のある総合的な
医師偏在対策を推進する。

○ 総合的な医師偏在対策について、医療法に基づく医療提供体制確保の基本方針に位置付ける。

※ 医師偏在対策は、新たな地域医療構想、働き方改革、美容医療への対応、オンライン診療の推進等と一体的に取り組む。

【基本的な考え方】

・ 医師偏在対策の効果を施行後５年目途に検証し、十分な効果が生じていない場合には、更なる医師偏在対策を検討
・ 医師確保計画により３年間のＰＤＣＡサイクルに沿った取組を推進

令和6年12月25日
厚生労働省 公表資料
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医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージにおける具体的な取組

１．医師確保計画の実効性の確保

① 重点医師偏在対策支援区域

② 医師偏在是正プラン

２．地域の医療機関の支え合いの仕組み

① 医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等

② 外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等

③ 保険医療機関の管理者要件

３．地域偏在対策における経済的インセンティブ等

① 経済的インセンティブ

② 全国的なマッチング機能の支援

③ リカレント教育の支援

④ 都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定

４．医師養成過程を通じた取組

① 医学部定員・地域枠

② 臨床研修

５．診療科偏在の是正に向けた取組

令和6年12月25日
厚生労働省 公表資料
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医師確保計画の実効性の確保

① 重点医師偏在対策支援区域

○ 今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地

域などを｢重点医師偏在対策支援区域｣と設定した上で、優先的かつ重点的に対策を進める。

○ 重点医師偏在対策支援区域の設定に当たっては、都道府県において、厚生労働省の提示する候補区域を参考としつつ、地域の実

情に応じて、医師偏在指標、可住地面積あたり医師数、住民の医療機関へのアクセス、診療所医師の高齢化率、地域住民の医療の

かかり方、今後の人口動態等を考慮して選定することとする。当該区域については、二次医療圏単位のほか、地域の実情に応じて、

市区町村単位、地区単位等も考えられる。また、対策の実施に当たっては、地域の関係者の理解が重要であることから、地域医療

対策協議会及び保険者協議会で協議した上で当該区域を選定する。

○ 厚生労働省が提示する候補区域については、

① 各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏

② 医師少数県の医師少数区域

③ 医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が少ない二次医療圏（全国下位1/4）

のいずれかに該当する区域を提示する。

② 医師偏在是正プラン

○ 都道府県において、医師確保計画の中でより実効性のある医師偏在対策の取組を進めるため、重点医師偏在対策支援区域を対象

とした医師偏在是正プランを策定することとする。

○ 医師偏在是正プランにおいては、重点医師偏在対策支援区域、支援対象医療機関、必要な医師数、医師偏在是正に向けた取組等

を定めることとし、策定に当たっては、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議する。また、医師偏在是正プランは、国の定

めるガイドラインを踏まえ、緊急的な取組を要する事項から先行して策定し、令和８年度に全体を策定する。

※ 医師偏在指標については、医師の性別、年齢等を考慮しているが、医師不足の実態と大きく乖離することがないよう、令和９年度

からの次期医師確保計画に向けて、必要な見直しを検討する。

令和6年12月25日
厚生労働省 公表資料

51



地域の医療機関の支え合いの仕組み①

① 医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等

○ 管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関について、医療法第31条において医師の

確保に関する事項の実施に協力すること等が求められている公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康

安全機構が開設する病院を追加する。

○ 施行に当たっては柔軟な対応も必要であり、医師少数区域等に所在する対象医療機関の管理者となる場合は対象から除外する。ま

た、地域医療対策協議会において調整された医師派遣の期間や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験

の機会となる期間（例えば医育機関や臨床研修指定病院で医療従事者等の指導等に従事した期間等）について、医師少数区域等で

の勤務経験の期間に一部認める。令和２年度以降に臨床研修を開始した医師を管理者とする場合に適用する。

○ また、医師少数区域等での勤務経験期間について、現行の６か月以上から１年以上に延長する。あわせて、医師免許取得後９年以

上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げを可能とし、９年以上経過していない場合は、最初の６か月以上の勤務は原則１

か月以上の連続した勤務（妊娠･出産等による中断は可）の積み上げとし、残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする。

② 外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等

○ 都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値（例えば標準偏差の数倍）を超える地域（外来医師過多区域）における新規開業

希望者に対して、医療法に基づき、開業の６か月前に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容

等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を求めることができ、また、地域で不足している医療機能（夜間や休日等におけ

る地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等）の提供や医師不足地域での医療の提供（土日の代替医師としての従事等）を要請

することができることとする。

○ その際、外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容は、都道府県において、地域の外

来医療の協議の場における協議内容を踏まえ、事前に公表する。また、今後の人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住

地面積あたり医師数等が特に高い市区町村や地区がある場合は、要請の対象区域について、外来医師過多区域単位ではなく、市区

町村単位や地区単位とすることも考えられる。

令和6年12月25日
厚生労働省 公表資料
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地域の医療機関の支え合いの仕組み②

② 外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等（続き）

○ 開業前に行われた要請等の実効性を確保するための仕組みとして、開業後、要請に従わず、地域で不足している医療機能の提供や

医師不足地域での医療の提供を行わない開業者に対して、都道府県において、都道府県医療審議会での理由等の説明を求めた上で､

やむを得ない理由と認められない場合は勧告を行い、勧告に従わない場合は公表を行うことができることとする。

○ さらに、開業前に要請された診療所が当該要請後に保険医療機関の指定を受けた場合は、厚生労働大臣が行う保険医療機関の指定

について、指定期間を６年でなく３年とする。都道府県は、指定期間が３年となった保険医療機関が３年後の更新を行う前に、地

域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療の提供といった地域医療への貢献等を都道府県医療審議会等において確

認した上で、必要に応じて、前述の勧告を行い、厚生労働大臣は勧告を受けた診療所の保険医療機関の指定期間を３年より短い期

間とすることを可能とし、事例によって標準的な期間を示しておく。

○ あわせて、これらの開業者に必要な対応を促す観点から、都道府県医療審議会や外来医療の協議の場への毎年１回の参加を求める

とともに、要請又は勧告を受けたことの医療機能情報提供制度による報告・公表、都道府県のホームページ等での勧告に従わない

医療機関名や理由等の公表、保健所等による確認、診療報酬上の対応、補助金の不交付等を行う。

○ 上記の対応の対象とならない外来医師多数区域等や新規開業者以外の者については、引き続き、ガイドラインによる地域で必要な

医療機能の要請等の取組を推進する。

③ 保険医療機関の管理者要件

○ 適正な保険医療を効率的に提供するため、各保険医療機関に運営管理の責任者として管理者を設け、医師は２年の臨床研修及び保

険医療機関(病院に限る)において３年、歯科医師は１年の臨床研修及び保険医療機関において３年、保険診療に従事したことを要件

とし、従業者の監督や当該機関の管理及び運営の責務を課す。また、医師少数区域等においては、要件の適用に当たって一定の配

慮を行う。

令和6年12月25日
厚生労働省 公表資料
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地域偏在対策における経済的インセンティブ等①

① 経済的インセンティブ

○ 不足する地域における医師の勤務を促進するためには、医師の価値観、勤務・生活環境、キャリアパス等を踏まえた経済的インセ

ンティブを通じて、医師が意欲をもって勤務する環境を整備することが重要である。

○ 重点医師偏在対策支援区域における医師確保を推進するため、都道府県の医師偏在是正プランに基づき、経済的インセンティブを

講じることとし、医師偏在是正プラン全体の策定にあわせて、令和８年度から経済的インセンティブの本格実施とする。

○ 具体的には、令和８年度予算編成過程において、重点医師偏在対策支援区域における以下のような支援について検討する。

・ 当該区域で承継･開業する診療所の施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着に対する支援（緊急的に先行して実施）

・ 当該区域における一定の医療機関に対する派遣される医師及び従事する医師への手当増額の支援

・ 当該区域内の一定の医療機関に対する土日の代替医師確保等の医師の勤務･生活環境改善の支援、当該区域内の医療機関に医師

を派遣する派遣元医療機関に対する支援

○ その際、国において、事業費の総額を設定した上で、その範囲内で、人口、可住地面積、医師の高齢化率、医師偏在指標等に基づ

き、都道府県ごとに予算額の上限を設定し、その範囲内で支援を行うこととする。

○ 重点医師偏在対策支援区域における支援のうち、当該区域の医師への手当増額の支援については、全ての被保険者に広く協力いた

だくよう保険者からの負担を求める。また、医師への手当増額の支援については、診療報酬を代替するものであることを踏まえ、

給付費の中で一体的に捉える。当該事業の実施について、保険者が実施状況や効果等を確認するための枠組みを検討する。

○ 診療報酬において、医師偏在への配慮を図る観点から、どのような対応が考えられるか、さらに必要な検討を行う。

令和6年12月25日
厚生労働省 公表資料
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地域偏在対策における経済的インセンティブ等②

② 全国的なマッチング機能の支援

○ 中堅・シニア世代等の医師を対象として、医師不足地域での医療に関心・希望を有する医師の掘り起こしを行い、必要に応じてリ

カレント教育や現場体験につなぎ、医師不足地域の医療機関とのマッチング、その後の定着支援等を行うため、全国的なマッチン

グ機能の支援を行う。

③ リカレント教育の支援

○ 若い世代を中心とした専門医制度における総合診療専門医の養成に加えて、中堅以降の医師を主な対象として、地域で働く上で必

要とされる総合的な診療能力について学び直すためのリカレント教育に係る取組を推進する。具体的には、学会や病院団体等が協

力して、総合診療の魅力発信、医療と介護の連携を含めた地域における実践的な診療の場の提供、知識・スキルの研修を全国推進

事業として一体的に実施するようなリカレント教育事業を支援するとともに、継続的に事業の評価を実施する。

④ 都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定

○ 都道府県における地域医療対策協議会等による医師派遣調整機能等を強化するため、都道府県と大学病院等の間で、医師派遣・配

置、医学部地域枠、寄附講座等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進する。あわせて、大学病院からの派遣体制を強化

するため、医師確保対策における大学病院の位置づけを明確化する。

令和6年12月25日
厚生労働省 公表資料
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医師養成過程を通じた取組、診療科偏在の是正に向けた取組

＜医師養成過程を通じた取組＞

① 医学部定員・地域枠

○ 医学部臨時定員について、医師の偏在対策に資するよう、個々の地域の実情や都道府県の意見を十分に聞きながら、必要な対応を

進める。

○ 医学部臨時定員の適正化を行う医師多数県において、地域枠学生を受入れ育成する大学が恒久定員内への地域枠の設置等を含む地

域への定着の取組を促進するための支援を行う。

○ 今後の医師の需給状況を踏まえつつ、2027年度以降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う。

② 臨床研修

○ 広域連携型プログラム※の制度化に向けて、令和８年度から開始できるよう準備を進めていく。

※医師少数県等で24週以上の研修を実施

＜診療科偏在の是正に向けた取組＞

○ 診療科偏在は、地域ごとの取組のみでは十分でなく、国全体として取り組むべき課題である。労働環境の改善や今後の医療需要の

見込み等を踏まえ、新たな地域医療構想等を通じた一定の医療の集約化を図りつつ、女性医師・男性医師を問わず、必要とされる分

野が若手医師から選ばれるための環境づくり等、処遇改善に向けた必要な支援を実施する。

○ 外科医師が比較的長時間の労働に従事している等の業務負担への配慮・支援等の観点での手厚い評価について必要な検討を行う。

令和6年12月25日
厚生労働省 公表資料
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今後のスケジュール（予定）

２０２７年度２０２６年度２０２５年度２０２４年度対策等

医師確保計画

重点医師偏在対策支援区域、
医師偏在是正プラン

経済的インセンティブ

全国的なマッチング機能の支援

リカレント教育の支援

都道府県と大学病院等との
連携パートナーシップ協定

地域の医療機関の支え合い
（医師少数区域等での勤務経験を求める管理者

要件、外来医師過多区域での新規開業希望者へ
の要請等、保険医療機関の管理者要件）

医学部定員・地域枠

臨床研修

診療科偏在是正対策

協定も含めて医師偏在是正
プラン全体のガイドラインの

検討･策定

「第８次医師確保計画（後期）
ガイドライン」の検討･策定

「第８次医師確保計画
（後期）」の検討・策定

「第８次医師確保計画
（後期）」の取組

医師偏在是正プラン全体の検
討の中で協定の協議･締結

協定による取組

改正法令施行

各医療機関でプログラム
作成、研修医の募集・採用

プログラム開始

医学部臨時定員・地域枠の対応、2027年度以降の医学部定員の適正化の検討

リカレント教育の支援

法令改正
ガイドラインの検討･策定

「第８次医師確保計画（前期）」の取組

医師偏在是正プラン全体
のガイドラインの検討･策定

緊急的な取組（診療所の承
継･開業支援）の先行実施

本格的な経済的インセンティブ実施の検討

全国的なマッチング機能の支援

医師偏在是正プラン全体の検討･策定、順次取組
ୢ
ప
ု

भ
ช
ਫ
प

ऐ
ञ

়

ऩ
ৌ
ੁ
ঃ
⑁
ॣ
␗
४
भ
ੁ


必要とされる分野が若手医師から選ばれるための環境づくり等、処遇改善に向けた必要な支援、外科医師が比
較的長時間の労働に従事している等の業務負担への配慮・支援等の観点での手厚い評価について必要な検討

※医師偏在対策の効果を施行後５年目途に検証し、十分な効果が生じていない場合には、更なる医師偏在対策を検討

緊急的な取
組のガイドラ
イン、プラン
の先行策定

令和6年12月25日
厚生労働省 公表資料
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医療提供体制改革

〇 高齢者人口の増大や現役世代の減少に伴う医療需要の変化等に対応すべく、2040年度頃を視野に
入れて、入院だけでなく、外来・在宅、介護連携や人材確保等も含める形で、あるべき医療提供体
制を実現することが可能となるよう、新たな地域医療構想を策定する。2027年度から同構想に基づ
く医療提供体制改革が全国各地域で着実に進められるよう国として必要な対応を図る。

○ 医師偏在対策については、新たな地域医療構想を通じて、将来の人口動向や医療需要等の変化に
対応した効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を進めることを踏まえ、重点医師偏在対策支援区
域における財政支援について真に必要となる対応を検討する。その上で、医師の適正配置につなげ
るための支援の具体的な内容については、全国的なマッチング機能やリカレント教育、医師養成過
程の取組等とあわせて、支援の継続性の観点から安定的な財源の確保を図りつつ、令和８年度予算
編成過程で検討する。

○ その際、令和８年度診療報酬改定において、外来医師過多区域における要請等を受けた診療所に
必要な対応を促すための負の動機付けとなる診療報酬上の対応とともに、その他の医師偏在対策の
是正に資する実効性のある具体的な対応について更なる検討を深める。併せて、重点医師偏在対策
支援区域における医師への手当増額の支援については、当該事業と診療報酬を給付費の中で一体的
に捉える観点から、当該事業の財源について、給付費や保険料の増とならないようにする形で、診
療報酬改定において一体的に確保する。

大臣折衝事項（抜粋） 令和６年12月25日 厚生労働省
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参考資料：その他の医師偏在対策
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都道府県別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）

（医師偏在指標について）

医師偏在指標は、医師偏在対策の推進において活用されるものであるが、指標の算定に当たっては、一定の仮定が必要であり、また、入手で
きるデータの限界などにより指標の算定式に必ずしも全ての医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めているものではない。このため、医師偏
在指標の活用に当たっては、医師の絶対的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すものであるという性質を十分
に理解した上で、数値を絶対的な基準として取り扱うことや機械的な運用を行うことのないよう十分に理解した上で、活用する必要がある。

※上位1/3の閾値を266.9、下位1/3の閾値を228.0と設定している。

令和６年１月29日医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 資料（一部改）
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二次医療圏別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）①

医師確保計画策定ガイドライン～第8次（前期）～に基づき、都道府県の医師確保計画の策定スケジュールを踏まえ、各都道府県の二次医療圏が確定する

前の段階（2022年３月時点）の二次医療圏における指標の値について上位1/3の閾値を217.6、下位1/3の閾値を179.3と設定している（小数第２位以下

略）。なお今後、都道府県における第８次医療計画の策定に当たり二次医療圏の見直し等が行われた場合は、見直し後の二次医療圏の医師偏在指標を再計

算し、前述の閾値を用いて区分分けを行う。したがって、上位1/3、下位1/3に区分される二次医療圏の数は、全国の二次医療圏の総数の1/3と必ずしも一

致しない場合があり得る。
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二次医療圏別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）②
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二次医療圏別の医師偏在指標（令和6年1月公表版）③
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出典：医師・歯科医師・薬剤師調査、統計（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/22/dl/R04_toukeihyo.pdf

診療所従事医師の年齢階級別の割合の推移
○ 診療所が主たる従事先の医師については、40歳未満の医師の割合は約６％である。
○ 診療所が主たる従事先の医師については、60歳以上の医師の割合が増加してきている。

第５回医師養成過程を通じた医師
の 偏 在 対 策 等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日

資料２

64



人口規模別の二次医療圏毎の診療所数の変化（2012年→2022年）

・人口規模が小さい二次医療圏においては、2012年から2022年にかけて診療所数が減少傾向にある。
・50万人以上100万人未満、100万人以上の二次医療圏では、2012年から2022年にかけて診療所数が増加傾向に

ある。

資料出所：厚生労働省「医療施設調査」を基に地域医療計画課において作成。
※人口規模は、2020年国勢調査結果に基づくものであり、二次医療圏は第７次医療計画時点のもので統一して比較。

1

3

3

7

6

5

1

3

20

12

16

3

6

17

26

21

2

1

7

6

17

28

26

4

3

8

13

12

7

4

7

5

11

11

13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5万人未満
(中央値▲2.5%)

5万人以上10万人未満
(中央値▲4.5%)
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(中央値▲1.3%)
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(中央値+0.6%)

50万人以上100万人未満
(中央値+3.3%)

100万人以上
(中央値+10.4%)

2012年から2022年への診療所数の変化率別二次医療圏数（人口規模別）

～15%減 15%減～10%減 10%減～5%減 5%減～ ～5%増 5%増～10%増 10%増～

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料

65



北海道における現在の診療所医師数と2040年の見込み

2022年 2040年診療所医師数 :3,384 診療所医師数 : 1,786
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資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

※50％以上減少の二次医療圏を青塗り

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞
○ 北海道全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、47.2%の減少が見込まれている。
○ 北海道の二次医療圏ごとの診療所医師数については、21の二次医療圏のうち、16（76.1%）の二次医療圏において、50％以上の減少

が見込まれている。

【北海道の人口推移】
2020年 522.5万人※１

（17.3％減）
2040年 431.9万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）

参考
令和6年11月20日新たな地域医療構想等に関する検討会資料 令和６年11月28日医療部会資料
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東北地方における現在の診療所医師数と2040年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞
○ 東北地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、54.0%の減少が見込まれている。
○ 東北地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、37の二次医療圏のうち、27（73.0%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【東北地方の人口推移】
2020年 861.1万人※１

（20.9％減）
2040年 681.5万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）
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参考
令和6年11月20日新たな地域医療構想等に関する検討会資料 令和６年11月28日医療部会資料
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関東地方における現在の診療所医師数と2040年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞
○ 関東地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、41.5%の減少が見込まれている。
○ 関東地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、70の二次医療圏のうち、24（34.3%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【関東地方の人口推移】
2020年 4,446.3万人※１

（3.8％減）
2040年 4,277.1万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）354 180
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令和6年11月20日新たな地域医療構想等に関する検討会資料(一部改変) 令和６年11月28日医療部会資料（一部改変）
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中部地方における現在の診療所医師数と2040年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞
○ 中部地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、48.4%の減少が見込まれている。
○ 中部地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、57の二次医療圏のうち、38（66.7%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【中部地方の人口推移】
2020年 2,210.8万人※１

（12.8％減）
2040年 1,927.1万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）

診療所医師数 :17,311 診療所医師数 :8,938 
※50％以上減少の二次医療圏を青塗り
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参考
令和6年11月20日新たな地域医療構想等に関する検討会資料 令和６年11月28日医療部会資料
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近畿地方における現在の診療所医師数と2040年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞
○ 近畿地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、48.2%の減少が見込まれている。
○ 近畿地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、51の二次医療圏のうち、29（56.9%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【近畿地方の人口推移】
2020年 2,054.1万人※１

（12.2％減）
2040年 1,802.9万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）

診療所医師数 :19,659 診療所医師数 :10,185 
※50％以上減少の二次医療圏を青塗り
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参考
令和6年11月20日新たな地域医療構想等に関する検討会資料(一部改変) 令和６年11月28日医療部会資料（一部改変）
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中国地方における現在の診療所医師数と2040年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞
○ 中国地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、53.2%の減少が見込まれている。
○ 中国地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、30の二次医療圏のうち、27（90.0%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【中国地方の人口推移】
2020年 725.5万人※１

（15.3％減）
2040年 614.1万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）

診療所医師数 :6,831 診療所医師数 : 3,194
※50％以上減少の二次医療圏を青塗り
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令和6年11月20日新たな地域医療構想等に関する検討会資料 令和６年11月28日医療部会資料
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四国地方における現在の診療所医師数と2040年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞
○ 四国地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、56.4%の減少が見込まれている。
○ 四国地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、16の二次医療圏のうち、16（100.0%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【四国地方の人口推移】
2020年 369.6万人※１

（19.9％減）
2040年 296.2万人※２

※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・

人口問題研究所）

診療所医師数 :3,245 診療所医師数 :1,414 
※50％以上減少の二次医療圏を青塗り
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参考
令和6年11月20日新たな地域医療構想等に関する検討会資料 令和６年11月28日医療部会資料
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九州地方における現在の診療所医師数と2040年の見込み

2040年

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）を特別集計。

※市区町別診療所医師数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数、 80歳で引退し承継がない、新規開業がないと仮定。

＜診療所医師が80歳で引退し承継がなく、当該二次医療圏で新規開業がないと仮定した場合＞
○ 九州地方全体の診療所医師数については、現在から2040年にかけて、49.3%の減少が見込まれている。
○ 九州地方の二次医療圏ごとの診療所医師数については、63の二次医療圏のうち、41（65.1%）の二次医療圏において、50％以上の減

少が見込まれている。

2022年

【九州地方の人口推移】
2020年 1,424.6万人※１

（12.1％減）
2040年 1,252.7万人※２
※１令和２年国勢調査（総務省統計局）
※２日本の地域別将来推計人口（国立社
会保障・人口問題研究所）

診療所医師数 :13,093 診療所医師数 :6,642 
※50％以上減少の二次医療圏を青塗り
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参考資料：医療DX
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2026年度～
（令和8年度～）

2025年度
（令和7年度）

2024年度
（令和6年度）

2023年度
（令和5年度）

マイナンバーカードと健康保険
証の一体化の加速等

電子カルテ情報の標準化等

自治体・医療機関/介護事業所
間の連携 等

・自治体が実施する介護、予防
接種、母子保健等の事業の手
続に必要な情報の連携

診療報酬改定DX
〔医療機関等システムのモダン
システム化〕

共通算定モジュールの設計・開発

マスタの開発・改善
電子点数表の改善

○令和6年秋
・保険証廃止

訪問診療等、柔道整復師・あん摩マッ
サージ指圧師・はり師・きゅう師の施
術所等でのオンライン資格確認の構築

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速等

マスタ・コードの標準化の促進
提供拡大

スマホからの資格確認の構築

医療機関・薬局間だけでなく、自治体、介護事業所と情報を共有、マイナポで閲覧に加え、申請情報の入力

電子処方箋を実施する医療機関・薬局を拡大

診療情報提供書・退院時サマリーの交換
検査値〔生活習慣病、救急〕、アレルギー、薬剤禁忌、傷病名等を共有

順次、医療機関、共有する医療情報を拡大

概ね全ての
医療機関・薬局で導入

医療機関・薬局間での共有・マイナポでの閲覧が可能な医療情報を拡大

業務運用の見直し
医療機関・自治体との

情報連携基盤の整備
実証事業

マイナポの申請サイトの改修

マスタ及び電子点数表
改善版の提供開始

機能を更に追加しながら、
医療機関数を拡大

医療機関等のシステムについて、診療報酬の共通算定モジュールを通し、抜本的にモダンシステム化

共通算定モジュールのα版提供開始
先行医療機関で実施、改善

順次、機能を追加

診断書等の自治体への電子提出の実現
順次、対象文書を拡大

運用開始

運用開始

生活保護（医療扶助）のオンライン資格確認対応 運用開始

保険医療機関等のオンライン資格確認の原則義務化

医療機関・ベンダの負担軽減

医療機関・ベンダの更なる負担軽減

৸
ব
ୢ

ੲ
ਾ
উ
ছ
⑁
ॺ
ই
⑀
␗

भ
ଡ
ണ

救急時に医療機関等で患者の医療情報を閲覧できる
仕組みの整備

運用開始

運用開始し、普及

国民に直接メリットがある機能を開始 ⇒ ⇒ ⇒ 機能・実施自治体を拡大

下記について全国的に運用
・公費負担医療、地方単独医療費助成
・予防接種
・母子保健情報
・介護
・自治体検診
・感染症届出

自治体システムの標準化、共有すべき文書の標準化・クラウド化

先行実施

全国医療情報プラットフォームの基盤構築
（電子カルテ情報共有サービス（仮称）の整備）

本格実施

レセプト情報

電子処方箋

電子カルテ情報

医療情報化支援基金の活用による電子カルテ情報の標準化を普及

情報共有基盤の整備
共有等が可能な医療情報
の範囲の拡大

標準型電子カルテα版提供開始 本格実施

民間PHR事業者団体等と連携したライフログデータ標準化、 医療機関実証、2025年大阪・関西万博も見据えたユースケース創出支援 順次、ユースケースを拡大

医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕
令和５年６月２日 医療ＤＸ推進本部決定
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全国医療情報
プラットフォーム

全国医療情報プラットフォーム

行政職員・研究者
医薬品産業等

医療情報基盤 介護情報基盤
電子処方箋管理サービス

電子カルテ情報共有サービス(仮称)

医療機関・薬局

医療保険者

国民

救急隊

電子カルテ
レセコン等

保険者業務
システム等

介護事業所

介護業務
ソフト等

自治体・保健所

健康管理
システム等

特定健診等データ収集/管理システム

オンライン資格確認等システム

オンライン資格確認システム

資格情報

特定健診等情報

薬剤情報
(レセプト)

医療費情報
(レセプト)

*カルテ情報

全国医療情報プラットフォームの全体像（イメージ）

1 救急・医療・介護現場の切れ目ない情報共有

異なる領域の基盤間連携

2 医療機関・自治体サービスの効率化・負担軽減

3 健康管理、疾病予防、適切な受診等のサポート

4 公衆衛生、医学・産業の振興に資する二次利用

❶

専用
アプリ

≪医療DXのユースケース・メリット例≫

意識不明時に、検査状況や薬剤情報等が把握され、迅速に的確な治療を受けられる。
入退院時等に、医療・介護関係者で状況が共有され、より良いケアを効率的に受けられる。

医療機関・薬局 介護事業所

医療機関

DPC

がん登録

予防接種感染症

指定難病 小児慢性
特定疾病

介護DBNDB

障害福祉

DPC

がん登録

介護DBNDB

指定難病 小児慢性
特定疾病

DPC

がん登録

介護DBNDB 解
析
基
盤

国民

二次利用データベース群(例)

マイナ
ポータル

問診票・予診票入力、データ提供同意

接種通知、患者サマリー情報等

受診時に、公費助成対象制度について、紙の受給者証の持参が不要になる。
情報登録の手間や誤登録のリスク、費用支払に対する事務コストが軽減される。

予診票や接種券がデジタル化され、速やかに接種勧奨が届くので能動的でス
ムーズな接種ができる。予診票・問診票を何度も手書きしなくて済む。
自分の健康状態や病態に関するデータを活用し、生活習慣病を予防する行動
や、適切な受診判断等につなげることができる。

政策のための分析ができることで、次の感染症危機への対応力強化につながる。
医薬品等の研究開発が促進され、よりよい治療や的確な診断が可能になる。

行政職員・研究者

解析ソフト等

行政・自治体情報基盤

❸

❸

救急隊
意識不明による

救急搬送中の確認
救急医療

・入院中の確認
施設入所時

・リハビリ中の確認

医療情報基盤

国民

行政・自治体情報基盤

閲覧

健診結果(母子保
健)、接種記録等の

連携

医療機関 自治体

手入力不要
持参不要

公費助成情報
の連携

自治体
閲覧

マイナ
ポータル 患者

❷

異なる領域の基盤間連携

※システム詳細検討中

H

H

H H

科学的介護情報システム(LIFE)

介護情報データベース(仮称)

要介護認定情報

LIFE情報

ケアプラン

介護情報
（レセプト）

※連携方法検討中

各DBの
データ連携

オンライン資格確認システム

医療情報閲覧機能

救急時医療情報閲覧機能

診療情報
(レセプト)

同意情報

*傷病名、アレルギー、薬剤禁忌
感染症、検査情報、処方情報

❸

※システム詳細検討中

医療保険者等向け中間サーバー

マイナ
ポータル

介護保険者

介護保険
システム等

資格情報

※共有する介護情報については検討中

PMH(Public Medical Hub)

公費助成情報

母子保健

予防接種

処方・調剤情報

紹介状・退院時サマリ等

ケアプランデータ連携システム

ADL、栄養・摂食嚥下、口腔衛生情報等

民間のヘルスケアサービス等❹ 二次利用基盤

履歴照会・回答システム

医療・介護データ等の解析基盤(HIC)
DPC

がん登録

予防接種感染症

指定難病 小児慢性
特定疾病

介護DBNDB

障害福祉※匿名化識別IDを付与するシステム etc...

❹
DPC

がん登録

介護DBNDB

小児慢性
特定疾病がん登録

ライフログ等

自治体等向け中間サーバー
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2 ．補正予算について

77



ポイント（２．補正予算について）

【人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ】

令和６年度補正予算に計上した人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な

支援パッケージについては、成果イメージとして足元の経営状況の急変等に直面している医

療機関等へ必要な財政支援を行うことで、医療機関の連携・再編・集約化に向けた取組や更

なる賃上げを加速するとともに、地域に必要な医療提供体制の確保を図るものであり、各都

道府県におかれては、対象機関に対して積極的な周知と申請勧奨をお願いしたい。

【P82-85】

【重点支援地方交付金による物価高騰対策】

医療分野は公的価格のため価格転嫁できないことから、令和６年度補正予算において措置

された重点支援地方交付金の活用により、現下の物価高により厳しい状況にある医療機関に

おける、食費や光熱費等に対する切れ目のない支援をお願いしたい。【P86-87】
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ポイント（２．補正予算について）

【医師偏在是正に向けた医師不足地域の診療所の承継・開業の支援】

令和６年度補正予算において、優先的かつ重点的な対策として、「重点医師偏在対策支援

区域における診療所の承継・開業支援事業」の予算を確保したところ。【P88】

具体的には、人口規模、地理的条件、今後の人口動態等から、医療機関の維持が困難な地

域である「重点医師偏在対策支援区域」において、診療所医師が高齢化する中で、医師を確

保するため、支援区域内で診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、①施設

整備、②設備整備、③一定期間の定着、への支援を行うものとなっている。各都道府県にお

かれては、本補正予算の積極的な活用をお願いしたい。
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ポイント（２．補正予算について）

【医療施設等災害復旧費】

令和６年能登半島地震をはじめとする大規模災害で被災した医療施設等の復旧に必要な予

算を措置している。日程調整が完了しているものから、順次、災害査定を実施しているとこ

ろであり、引き続き御協力をお願いしたい。【P89】

【医療施設等の耐災害性強化】

医療施設の減災・防災対策として、８つの事業

① 医療施設等耐震整備事業

② 医療施設非常用自家発電装置施設整備事業

③ 医療施設給水設備強化等促進事業

④ 医療施設浸水対策事業

⑤ 医療施設ブロック塀改修等施設整備事業

⑥ 災害拠点精神科病院施設整備事業

⑦ 災害拠点精神科病院等設備等整備事業

⑧ 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業

を措置している。【P90】

近年自然災害は頻発化・激甚化しており、被害を軽減させるための事前の対策が非常に重要

であることから、医療施設等に対して積極的な周知をお願いしたい。
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ポイント（２．補正予算について）

【病院歯科整備事業】

令和６年能登半島地震で被災した地域において、歯科医療を提供する体制を確保するため

に必要な病院歯科の整備を支援する。【P91】

【災害時歯科保健医療提供体制整備事業】

災害時に避難所等において歯科医療又は口腔ケア等の歯科保健医療活動の実施に必要な車

両及びポータブルユニット（携帯型歯科用ユニット）等の診療に必要な器具・器材の整備を

支援する。【P92】

都道府県においては、当該予算を活用いただき、災害時における歯科保健医療提供体制の

整備に取り組んでいただきたい。
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⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

【○人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ】
令和６年度補正予算額 1,311億円

② 対策の柱との関係

ⅢⅡⅠ

○○

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

都 道 府 県厚 生 労 働 省 医 療 機 関

Ⅱ 交付決定

Ⅰ 交付申請

Ⅲ 実績報告
Ⅳ 交付額確定

Ⅰ 医療機関は都道府県に交付申請し、都道府県は国に所要額を交付申請
Ⅱ 国は都道府県を通じて医療機関に所要額を交付決定し、都道府県が医療機関に交付
Ⅲ 医療機関は速やかに都道府県に実績報告
Ⅳ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

（施策のスキーム図の例）

① 施策の目的

③ 施策の概要

効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機

関は、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に対して負担が生じるため、その支援を行う。

また、現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の

確保のための施設整備等が困難となっている場合への対応を図る。

加えて、賃上げ等のための生産性向上の取組を支援し、医療人材の確保・定着を図る。

○ 生産性向上・職場環境整備支援

・ 生産性向上・職場環境整備等事業･･･設備導入や生産性向上の取組を進める医療機関等（ベースアップ評価料算定機関）を支援し、生産性向上・賃上げを図る

○ 経営状況の急変等を踏まえた支援

・ 医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援・・・患者減少等により経営状況の急変に直面している医療機関への支援を実施するとともに、現下の物

価高騰を含む経済状況の変化により施設整備等が困難な病院等への支援

・ 産科・小児科医療確保事業・・・急激な分娩減少などにより特に支援が必要な産科・小児科に対して支援を実施

足元の経営状況の急変等に直面している医療機関等へ必要な財政支援を行うことで、医療機関の連携・再編・集約化に向けた取組を加速するとともに、地域に必要な医療提供体

制を確保する。

医政局医療経営支援課（内線2672）
医政局地域医療計画課
（内線2550,2665,8048）施策名：人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
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施策名：人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
（生産性向上・職場環境整備等事業）

① 施策の目的

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

賃上げ等のための生産性向上の取組を支援し、医療人材の確保・定着を図る。

医療機関等へ業務の生産性向上に資する財政支援を行うことで、職場内の生産性向上・環境整備等を図り、地域に必要な医療提供体制を確保する。

医政局医療経営支援課
（内線2672）

② 対策の柱との関係

ⅢⅡⅠ

○
③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

生産性向上に資する設備導入等の取組を進める医療機関等（ベースアップ評価料算定機関に限る。）に対して経費相当分の給付金を支給し、生産性

向上・職場環境整備等を図る。

（交付額）病院・有床診：４万円／病床数、診療所（医科・歯科）・訪問看護ステーション：18万円／施設

【生産性向上に資する取組のイメージ】

○ ICT機器の導入による業務の効率化

・ タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備等の導入 → 職員間の情報伝達の効率化（チーム医療の推進）

・ 床ふきロボット、監視カメラ等の導入→ 清掃業務、院内監視業務等の効率化

○ タスクシフト／シェアによる業務の効率化

・ 医師事務作業補助者・看護補助者の配置 → 医師・看護師の業務効率化（診断書作成、病室内の環境整備や看護用品の整理等）

※ 新たに配置する際に必要な経費の他、既に雇用している職員の人件費に充てることが可能

都 道 府 県厚 生 労 働 省 医 療 機 関

Ⅱ 交付決定

Ⅰ 交付申請

Ⅲ 実績報告
Ⅳ 交付額確定

Ⅰ 医療機関は都道府県に交付申請し、都道府県は国に所要額を交付申請
Ⅱ 国は都道府県を通じて医療機関に所要額を交付決定し、都道府県が医療機関に交付
Ⅲ 医療機関は速やかに都道府県に実績報告
Ⅳ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

（施策のスキーム図）

（補助率１０/１０ ）

令和６年度補正予算額 828億円
【○ 医療分野の生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等の支援】
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施策名：人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
（医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援）

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

・ 効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医
療機関は、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に対して負担が生じるため、その支援を行う。
・ また、現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制

の確保のための施設整備等が困難となっている場合への対応を図る。

○ 患者減少等により経営状況の急変に直面している医療機関への支援
（概要） 医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関を対象とした経費相当分の給付金を支給する。
（交付額） 病院（一般・療養・精神）・有床診：4,104千円／床

○ 現下の物価高騰を含む経済状況の変化により施設整備等が困難な病院等への支援
（概要）整備計画を進めており、国庫補助事業の交付対象となる医療機関等を対象として、施設整備を進めるために必要な給付金を支給する。
（交付額）（市場価格－補助事業単価）× 国負担分相当

足元の経営状況の急変等に直面している医療機関等へ必要な財政支援を行うことで、医療機関の連携・再編・集約化に向けた取
組を加速するとともに、地域に必要な医療提供体制を確保する。

【○医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援】

医政局地域医療計画課（内線2550、2665）

② 対策の柱との関係

ⅢⅡⅠ

○

令和６年度補正予算額 428億円

Ⅱ 交付決定

Ⅰ 交付申請・計画書提出

厚 生 労 働 省 都 道 府 県 医 療 機 関

Ⅰ 医療機関は都道府県に交付申請する際に病床削減数又は補助対象㎡数を申請し、都道府県が内容を適当と認めれば国に所要額を交付申請
Ⅱ 国は都道府県に所要額を交付決定（補助率１０／１０）し、都道府県が医療機関に支給
Ⅲ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

申請書提出

給付金支給Ⅲ 実績報告、
交付額確定
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施策名：人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
（産科・小児科医療確保事業）

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

地域でこどもを安心して生み育てることのできる周産期医療体制及び地域の小児医療体制を確保する

特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のための取組を支援する
地域の小児医療の拠点となる施設について、急激な患者数の減少等を踏まえた支援を行う

出生数減少や少子化等の影響を受ける施設を支援することで、地域の周産期医療・小児医療の体制を確保する

【○出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科の支援】
令和６年度補正予算額 55億円 医政局地域医療計画課

（内線8048）

② 対策の柱との関係
ⅢⅡⅠ

○○

産科医療確保事業

小児科医療確保事業

急激に患者数が減少している小児医療の拠点となる施設の支援

分娩取扱の

継続が困難

急激に患者数

が減少

• 急激に分娩数が減少している分娩取扱施設を支援する。

分娩数が減少している分娩取扱施設への支援

• 分娩取扱施設が少なく、当面、集約化が困難な地域に所在する施設に対して、分娩取扱を継続するための費
用を支援する。
地域の他施設の分娩取扱中止によって分娩取扱数が増加する場合に必要な費用を含む。

分娩取扱施設が少ない地域では分娩取扱を維持する

• 妊婦健診を含む外来診療や産後ケアの提供を行うことで、近隣の分娩施設の負担軽減を目的として、必要な
施設整備、設備整備に係る費用を支援する。

妊婦健診や産後健診による支援

• 急激に患者数が減少し、地域に不可欠な小児医療の拠点でありながら運営に影響を来している施設に係る費
用を支援する。

小児医療の

拠点となる施設

産科施設

近隣に分娩を取扱う施設

が少ない分娩取扱施設

分娩数減少施設
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○ 予算額 ：１．１兆円（うち ①低所得世帯支援枠 ０．５兆円、②推奨事業メニュー ０．６兆円）

○ 対象事業：① （低所得世帯支援枠）物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図る事業。

② （推奨事業メニュー）エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、支

援を行う事業。効果的と考えられる推奨事業メニューを提示。

○ 算定方法：①（低所得世帯支援枠）住民税非課税世帯１世帯あたり３万円を基礎として算定（市町村）

住民税非課税世帯のうち、子育て世帯は子ども１人あたり２万円を加算

②（推奨事業メニュー）人口、物価上昇率、財政力等を基礎として算定（都道府県、市町村）

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情

に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、重点支援地方交付金を「低所得世帯支援枠」及び「推

奨事業メニュー」実施のため追加する。

推奨事業メニュー

（事業者支援）
⑤医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等

に対する物価高騰対策支援
⑥農林水産業における物価高騰対策支援
⑦中小企業等に対するエネルギー価格高騰対

策支援
⑧地域公共交通・物流や地域観光業等に対する

支援

（生活者支援）
①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う

低所得世帯支援
②エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う

子育て世帯支援
③消費下支え等を通じた生活者支援
④省エネ家電等への買い換え促進による生活者

支援

重点支援地方交付金の追加 令和６年度補正予算

※ この他、「給付金・定額減税一体措置（令和５年度経済対策）」に基づく給付金（0.6兆円）を措置。
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事業者支援

② エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援

物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するための小中学
校等における学校給食費等の支援

※ 低所得のひとり親世帯への給付金等の支援や、こども食堂に対する負担軽減
のための支援、ヤングケアラーに対する配食支援等も可能。

⑥ 農林水産業における物価高騰対策支援

配合飼料の使用量低減の取組や飼料高騰等の影響を受ける酪農
経営の負担軽減の支援、農林水産物の生産・調製・加工・貯蔵施設や
土地改良区の農業水利施設の電気料金高騰に対する支援、化学肥
料からの転換に向けた地域内資源の活用などの支援

⑤ 医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰
対策支援

医療機関、介護施設等、障害福祉サービス施設等、保育所等、学校
施設、公衆浴場等に対する食料品価格の高騰分などの支援、エネル
ギー価格の高騰分などの支援（特別高圧で受電する施設への支援を
含む）

① エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援

低所得世帯を対象とした、電力・ガス（LPガスを含む）や灯油をはじめ
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための
支援

※ 住民税非課税世帯に対しては上記Ⅰによる支援を行う。

⑦ 中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援

特別高圧での受電（ビル・工業団地・卸売市場のテナントを含む）、
LPガスの使用や、街路灯等の維持を含め、エネルギー価格高騰の影
響を受ける中小企業、商店街、自治会等の負担緩和や省エネの取組
支援のほか、中小企業の賃上げ環境の整備などの支援

③ 消費下支え等を通じた生活者支援

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に 対
してプレミアム商品券や地域で活用できるマイナポイント等を発行して
消費を下支えする取組やLPガス・灯油使用世帯への給付などの支援

※ 物価高騰の影響を受けた、地域を犯罪から守る活動を行う生活者に対して、安
全・安心な地域の構築に係る費用の負担軽減のための支援も可能。

⑧ 地域公共交通・物流や地域観光業等に対する支援

地域公共交通・物流事業者や地域観光事業者等のエネルギー価格
高騰に対する影響緩和、省エネ対策、地域に不可欠な交通手段の確
保、地域特性を踏まえた生産性向上に向けた取組などの支援

生活者支援

④ 省エネ家電等への買い換え促進による生活者支援

家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するための省エネ性能の
高いエアコン・給湯器等への買い換えなどの支援

※１ 地方公共団体が、上記の推奨事業メニューよりも更に効果があると考えるものについては、実施計画に記載して申請可能。

※２ 地方公共団体が運営する公営企業や直接住民の用に供する施設における活用や、地方公共団体発注の公共調達における労務費（実質的な賃上げにつながるもの）を含めた
価格転嫁の円滑化のための活用も可能。また、地方公共団体における水道料金の減免にも活用可能。

Ⅱ. 推奨事業メニュー（０．６兆円）

Ⅰ.低所得世帯支援枠 （０．５兆円）

・ 低所得世帯の食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響のうち賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分を概ねカ
バーできる水準として、住民税非課税世帯一世帯当たり３万円を目安として給付。

・ 住民税非課税世帯のうち、子育て世帯については世帯人数が多いことを考慮して、子ども一人当たり２万円を加算措置。

重点支援地方交付金

追加額１．１兆円（Ⅰ及びⅡの合計） 令和６年度補正予算
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施策名：重点医師偏在対策支援区域（仮称）における診療所の承継・開業支援事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

② 対策の柱との関係

⑤ 施策の対象・成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

少子高齢化が進展する中、持続可能な医療提供体制の構築に向け、医師偏在の是正を総合的に実

施するため、医師少数地域の医療機関に対する支援による医師偏在是正に取り組む。

人口規模、地理的条件、今後の人口動態等から、医療機関の維持が困難な地域である「重点医師偏在対策支援区域（仮称）」において、診療所医師が

高齢化する中で、医師を確保するため、支援区域内で診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、①施設整備、②設備整備、③一定期

間の定着支援を行う。

医師少数地域での医師確保が図られ、医療提供体制の維持・確保に寄与する。

厚生労働省

都道府県

医療機関

【○医師偏在是正に向けた医師不足地域の診療所の承継・開業の支援、リカレント教育の実施及び医師のマッチングの支援等】
令和６年度補正予算額 102億円

医政局
地域医療計画課

（内線4148）

ⅢⅡⅠ

○○
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施策名：医療施設等災害復旧費補助金

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

災害により被害を受けた各施設について、早期の復旧を推進する。

令和６年能登半島地震等により被災した公的医療機関や政策医療を実施している医療施設等、一定の要件に該当する医療施設等
の建物工事費等の復旧に要する経費について補助する。

被災した医療施設等を早期に復旧するための財政支援を行うことにより、被災地の復旧・復興を加速させ、国民生活の安全・安心に
貢献する。

令和６年度補正予算額 33億円 医政局地域医療計画課
（内線2558）

② 対策の柱との関係

ⅢⅡⅠ

○

厚生労働省

医療施設等の災害復旧事業のための
必要な経費を補助する。当該事業の実
施により、被災地域の雇用、所得、税
収等を向上させる効果が期待できる。

対象医療機関

【○能登地域等に対する復旧・復興の支援、医療施設等の耐災害性強化等】
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施策名：医療施設等の耐災害性強化

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年１２月１１日閣議決定）等を踏ま
え、災害時における医療提供体制を強化するため、防災・減災対策に関する施設整備等を行う。

医療施設等の防災・減災対策を推進するため、耐震化にともなう改修・大規模修繕等のほか、非常用自家発電設備の整備、
水害対策に伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修等の対策を講じる。

医療施設等の耐震化整備等を支援し、防災・減災、国土強靱化を推進する。

令和６年度補正予算額 39億円

医政局地域医療計画課
（内線2558）

② 対策の柱との関係

ⅢⅡⅠ

○

災害拠点精神科
病院等設備等整

備事業

災害拠点精神
科病院施設整

備事業

医療施設等耐震整備
事業

医療施設給水設備
強化等促進事業

医療施設非常用自
家発電装置施設整

備事業

医療施設
浸水対策

事業

有床診療所等スプ
リンクラー等施設整

備事業

医療施設ブロック
塀改修等施設

整備事業

災害拠点精神科
病院、DPAT先遣
隊を有する病院

災害拠点精神
科病院

民間等の病院（災害拠
点病院や救命救急セ
ンター等の救急医療を
担っている病院及び耐
震性が特に低い建物
（Is値0.3未満）を有す
る病院）

ハザードマップ等による洪水・雨水出水・高潮の浸水想定区
域や津波被害警戒区域に所在している①公的病院・診療所、
②救命救急センター、災害拠点病院、災害拠点精神科病院、
周産期母子医療センター、へき地医療拠点病院、へき地診
療所、地域医療支援病院、特定機能病院、ほか政策医療実
施機関

消防法施行令の一
部を改正する政令
等により、新たにス
プリンクラー等を整
備する義務が生じ
た有床診療所等

倒壊の危険性のあ
るブロック塀を保有
する病院

実
施
主
体

【○能登地域等に対する復旧・復興の支援、医療施設等の耐災害性強化等】
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施策名：病院歯科整備事業

① 施策の目的

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

• 令和６年能登半島地震により、被災した地域において、歯科医療提供体制の構築が進んでいない地域があ

り、住民が近隣で歯科医療を受診することが難しい状況となっている。

• 歯科医療を提供できる体制を速やかに確保することができるよう、病院歯科の整備を支援する。

・ 補正予算成立後、速やかに実施要綱等を発出し、被災地域へ交付

・ 被災した地域の病院歯科の整備

⇒ 住民が身近な地域で歯科医療を受診できる環境を構築

【○能登地域に対する復旧・復興の支援、医療施設等の耐災害性強化等】
令和６年度補正予算額 0.5億円 医政局歯科保健課

（内線2583）

② 対策の柱との関係

ⅢⅡⅠ

○

③④ 施策の概要、施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

• 被災者への歯科診療を確保するため、歯科医療を提供できる体制を速やかに構築できるよう、

必要な病院歯科の整備を支援する。

• 実施主体 ： 令和６年能登半島地震で被災した県

病院歯科の設置場所については、地域の歯科医療需要等を

十分に考慮した上で決定

• 主な補助内容

設備整備（医療機器や診療システム等）に必要な経費
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施策名：災害時歯科保健医療提供体制整備事業

① 施策の目的

• 大規模災害時には、医療提供能力が長期間かつ広範囲にわたり低下することが想定される。

加えて、給水制限等により日常の口腔ケアも困難になること等により、高齢者の誤嚥性肺炎等のリスクが高

まるとの指摘もあることから、避難所等で歯科保健医療提供体制を確保することは重要である。

• 令和６年能登半島地震においても、ＪＤＡＴ（日本災害歯科支援チーム）が避難所等で活動するとともに、被

害が大きかった地域においては歯科診療車を活用し臨時の歯科診療所を開設する等、被災者の口腔管理

の支援が行われた。

• また、「骨太方針2024」においても、災害時における「歯科巡回診療」等の推進による医療の継続性確保に

取り組む旨が明記された。

• 災害時においても、適切な歯科保健医療提供体制を確保できるよう、必要な設備整備を行う。

令和６年度補正予算額 10億円 医政局歯科保健課
（内線2583）

② 対策の柱との関係

ⅢⅡⅠ

○

③④ 施策の概要、施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

• 災害時に避難所等において歯科医療又は口腔ケア等の歯科保健医療活動の実施に必要な車両及び

ポータブルユニット（携帯型歯科用ユニット）等の診療に必要な器具・器材の整備を支援。

（災害時以外は、在宅歯科医療や過疎地域等の巡回歯科診療等、平時に使用可能な状態で維持する）

・ 実施主体 ： 都道府県（都道府県において補助対象先を決定）

＜歯科医療機器等（例）＞
・ポータブルユニット
・ポータブルレントゲン
・オートクレーブ

＜車両（例）＞
・ 歯科医療機器等を搬送する

移動車
・ 歯科巡回診療車

（参考：DENTAPAC KOKOROリーフレット）

（ポータブルユニット）

（ポータブルレントゲン）

（参考：石川県歯科医師会HP）

・浄水装置
・発電機 ⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支

え・創出効果、波及プロセスを含む）

・ 補正予算成立後、速やかに実施要綱等を発出

し、都道府県へ交付

・ 新たな災害に備え、円滑に歯科専門職を被災

地に派遣できるよう、全ての都道府県で災害

時の体制を整備

参考：石川県歯科
医師会HP
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３．個別の政策課題
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① 死因究明等の推進について
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ポイント（① 死因究明等の推進について）

● 死因究明等の推進については、令和元年に死因究明等推進基本法が成立。政府では、基本法

を踏まえて、令和３年６月に閣議決定した死因究明等推進計画に基づき、様々な施策を講じて

きたが、推進計画については、昨年７月に変更された。【P98】

● 変更後の推進計画では、①死因究明等に関する人材の育成と確保、②死因究明の実施体制の

整備やその効果的な運用等が課題として掲げられており、厚生労働省においては、

・ 臨床研修ガイドラインを改訂し、法医解剖実施施設等で臨床研修の選択研修が可能である

旨の周知

・ 各都道府県の死因究明の先導的なモデル構築を支援する死因究明等拠点整備モデル事業の

推進

・ 公衆衛生の向上、増進等に活用される体制整備の推進を図る方策として、例えば、死因究

明センターの設置の方策を示すこと

・ 死因究明等推進地方協議会運営マニュアルの充実や、死因究明等推進地方協議会の議論の

活性化の促進

等に取り組むこととされている。
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ポイント（① 死因究明等の推進について）

● 他方で、死因究明等の推進については、政府だけではなく、都道府県における取組も重要で

あり、基本法においては、①その責務が規定され、②死因究明等に関する施策の検討や実施の

推進等のために死因究明等推進地方協議会の設置が努力義務とされている。

● 現状、地方協議会についてはすべての都道府県で設置されている。他方で、その開催頻度や

活動状況には都道府県ごとに差が見られるが、地方協議会は、警察や大学、医師会、歯科医師

会等の様々な関係者を構成員とするものであり、その開催は、総合的かつ計画的な死因究明等

に関する施策の検討や実施の推進等にとって有用である。

● 例えば、大阪府では、地方協議会を活用し、大阪府死因究明等推進計画を策定するとともに、

同計画に基づき、死因究明等に関する人材の育成や確保、体制の均てん化等に取り組んでいる。

● 地方協議会の開催は有用と考えられるので、各都道府県には、①１年に１回は地方協議会を

開催するとともに、②他の都道府県の活動状況や死因究明等推進地方協議会運営マニュアルも

参考に、各都道府県における死因究明等の総合的かつ計画的な推進に取り組んでいただきたい。
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ポイント（① 死因究明等の推進について）

● 厚生労働省では、各都道府県における死因究明等の推進に関する補助金として、

・ 解剖や死亡時画像診断等に必要な経費を支援する「異状死死因究明支援事業」

・ 解剖や死亡時画像診断等に必要な施設・設備の経費を支援する「死亡時画像診断システム

等整備事業」

・ 「死因究明拠点整備モデル事業」

等を令和７年度当初予算案に計上しており、各都道府県におかれては、これら各種補助金を

積極的にご活用いただきたい。【P100-102】
※死因究明拠点モデル事業実施団体公募の際には、各都道府県へ情報共有いたします。

● なお、「令和６年版死因究明等推進白書」を、令和６年12月13日に厚生労働省ホームペー

ジに公表しているため、参考としていただきたい。

掲載先：死因究明等推進白書｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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死因究明等推進計画のポイント

＜背景＞
○ 令和２年４月「死因究明等推進基本法」施行 → 令和３年６月「死因究明等推進計画」策定

※ 政府は、死因究明等に関する施策の進捗状況等を踏まえ、３年に１回、死因究明等推進計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更
しなければならない。（法第19条第７項）

○ 令和５年度 死因究明等推進計画検証等推進会議（５回開催）
＜現状と課題＞
○ 年間死亡数の増加

※ 年間死亡数：138万人（R元）→157万人（R4）
○ 死因究明等に係る人材の乏しさ

※ 法医学教室の定年退職者増加、常勤医１人以下が10県(R4)、働き方改革の中での人員確保 等
○ 死因究明等に係る更なる地域の体制整備の必要性等

※ 地方協議会の議論の活性化と深化、連携の人的基盤や死因究明等に係る質の均てん化 等
ポイント

○ 死因究明等に係る人材の育成、確保方策
・ 検案医の増加、資質向上等を目的とした死体検案研修会
・ 法医解剖実施施設等で臨床研修の選択研修が可能であることの周知

○ 死因究明等に係る専門的な機関の全国的な整備方策
・ 地方公共団体の体制整備推進支援（死因究明センターの設置、地域枠の活用等の助言）
・ 地方協議会の運営マニュアルの充実
・ 地方協議会の積極的開催、解剖等対応可能施設の把握、協議会による研修等への支援 等

○ その他
・ 地域の死因究明等・薬毒物検査の持続可能な体制の検討、整備の促進
・ 予防のためのこどもの死亡検証（CDR）について、課題検討、好事例の横展開、普及啓発等の推進
・ 検案医が死者の医療情報を迅速、確実に把握できるような仕組みの可能性の検討 等 98



死因究明等推進地方協議会運営マニュアル 概要

本マニュアルは都道府県において、地方協議会の設置や運営、
死因究明等の施策に関する計画策定などに取り組む際の参考とな
るよう、留意点や事例等を示したものである。

１. 本マニュアルの使い方

２. 地域における死因究明等の体制整備の意義

３. 地方協議会を設置する際の具体的な手順

４.地方協議会における取組事例

５.地方協議会において中長期的に取り組むべき課題

６.死因究明等の施策に関する計画策定の具体的な流れ

７.地方協議会における
現状分析・施策立案・評価検証の流れ

８.死因究明等の体制構築事例の紹介

９.地方協議会等に関する情報公開について

10.支援制度など国の取組の紹介

死因究明により得られた知見は疾病の予防をはじめとする公
衆衛生の向上に活用されているほか、死因が災害、事故、犯罪、
虐待その他の市民生活に危害を及ぼすものである場合には、そ
の被害の拡大や再発の防止等に寄与している。

①事務局として担当者を決める
②死因究明等に関連する情報を収集する
③収集した情報を元に関連する部署・機関に協力を呼びかける
④実際に関係者で集まって地方協議会をスタートさせる

・東京都死因究明推進協議会 ・滋賀県死因究明等推進協議会
・大阪府死因調査等協議会 ・香川県死因究明等推進協議会
・鹿児島県死因究明等推進協議会

（１）死体検案・解剖・検査等の専門的な体制の構築
（２）解剖・死亡時画像診断など死因究明等の結果の活用や

データベースの整備
（３）法医学等の人材の育成・確保

地方協議会における活動が軌道に乗ってきた段階で、地域の状
況に応じた死因究明等に関する施策を体系的に推進するため、各
地域における死因究明等の施策に関する計画を策定することが重
要である（高知県の事例紹介）。

（１）現状分析・目標設定
（２）施策の立案、関係者間での連携・協力の取り決め
（３）施策の実施・状況報告
（４）評価検証・施策の改善

（１）民間医療機関による死因究明体制の構築
（茨城県筑波剖検センター）

（２）地域医師会等への検案業務等の委託事例（東京都）

（３）死亡時画像診断実施にかかるCT車の導入事例（大阪府）

（４）奨学金貸与者を対象とした法医学者確保策（高知県）

（５）薬毒物検査の取組事例（福岡大学）

資料や議事録等については、自由闊達な議論の妨げにならな
いなど会議の運営に支障がない範囲で可能な限りホームページ
等で公開することが望ましい。
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死因究明拠点整備モデル事業

１ 事 業 の 目 的

死因究明等の実施に係る体制の充実強化は喫緊の課題となっており、死因究明等推進計画（令和３年６月１日閣議決定）において、各地域において必要

な死因究明等が円滑に実施され、その結果が公衆衛生の向上・増進等に活用される体制が構築されるよう必要な協力を行うこととされている。そのため、

各地域において、公衆衛生の向上を目的とした解剖・検査等が適切に実施されるよう、死因究明等の体制整備の先導的なモデルとして、検案・解剖拠点モ

デル、薬毒物検査拠点モデルを形成することを目的とする。

地方公共団体や大学法医学教室等への委託により、各地域の状況に応じた死因究明体制として、A検案・解剖拠点

モデル、B検査拠点モデルを整備する。拠点整備の成果は、今後自治体向けのマニュアル等に反映し、横展開を図る。

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

令和７年度予算案（令和６年度予算額）

77,554千円（77,554千円）

厚生労働省HP：死因究明拠点整備モデル事業について｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

（１）実施主体

Aモデル 都道府県、大学

Bモデル 大学

（２）補助率

国：１０／１０

（３）補助基準額

Aモデル 13,603千円

Bモデル 9,539千円

（４）事業実績

厚生労働省HP参照

３ 実 施 主 体 等
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３ 実 施 主 体 等２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

異状死死因究明支援事業

異状死に係る死因究明のための取組を行っている都道府県等に、死因不詳の死体に対して、解剖又は死
亡時画像診断等の検査を実施する経費や、死因究明等推進地方協議会を開催する際の会議費等について財政
的支援を行うことにより、死因究明の体制づくりを推進する。

①法医学教室との連携等により、都道府県等の判断で解剖を実施

②ＣＴやＭＲＩを活用した死亡時画像診断の実施

③感染症の検査、薬毒物検査等の実施

④関係機関・団体等が参加する死因究明等推進地方協議会の開催

⑤死因究明等推進地方協議会の下で開催される研修の実施 【追加】

（１）実施主体
都道府県
厚生労働大臣が認める者

（２）補助率 国：１／２

（３）補助基準額
①行政解剖 200千円／件
②死亡時画像診断 54千円／件
③薬毒物検査 80千円／件
④地方協議会 340千円／回 等

（４）本事業を活用した都道府県数
・令和３年度 27
・令和４年度 31
・令和５年度 39
※令和５年度は交付決定した都道府県数

令和７年度予算案（令和６年度予算額）

115,861千円（115,861千円）

国

都道府県

申請 交付

事業実施

厚生労働省HP：異状死死因究明支援事業｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 101



死亡時画像診断システム等整備事業

死因究明のための死体解剖の実施に必要な設備及び死亡時画像診断システムを導入する医療機関等へ財政

的支援を実施することにより、死亡時の病態把握や死因究明体制の推進を図る。

１ 事 業 の 目 的

①設備整備

死因究明のための解剖の実施に必要な設備及び死亡

時画像診断又は死体解剖の実施に必要な医療機器購入

費（解剖台、薬物検査機器、ＣＴ、ＭＲＩ等）の支援

②施設整備

死因究明のための解剖の実施に必要な施設及び死亡

時画像診断の実施に必要な施設の新築、増改築及び改

修に要する工事費又は工事請負費（解剖室、薬物検査

室、ＣＴ室、ＭＲＩ室）の支援

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

令和７年度予算案（令和６年度予算額）
設備分：医療施設等設備整備費補助金23億円（18億円）の内数
施設分：医療施設等施設整備費補助金21億円（27億円）の内数

（１）実施主体

都道府県、市町村等及び

その他厚生労働大臣が認める者

（２）補助率

国：１／２

（３）補助基準額

①設備整備

・死亡時画像診断室 37,180千円

・解剖室 53,700千円

②施設整備

・死亡時画像診断室 42,621千円

・解剖室 105,782千円

（４）本事業を活用した都道府県数

令和３年度 １

令和４年度 ５

令和５年度 11

※令和５年度は交付決定した都道府県数

３ 実 施 主 体 等

国

都道府県

申請 交付

事業実施

厚生労働省HP：死亡時画像診断システム等整備事業 (mhlw.go.jp) 102



参考資料
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死因究明等推進基本法の概要①

死因究明等（死因究明及び身元確認）に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個

人の尊厳が保持される社会の実現に寄与。

目 的 【 第 １ 条 】

① 死因究明等の推進は、⑴生命の尊重・個人の尊厳の保持につながること、⑵人の死亡に起因する紛争を未然に防止し得ること、⑶国民

生活の安定及び公共の秩序の維持に資すること、⑷医学、歯学等に関する専門的科学的知見に基づいて、診療上の情報も活用しつつ、 客

観的かつ中立公正に行われなければならないこととの基本的認識の下に、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、死

因究明等の到達すべき水準を目指し、死因究明等に関する施策について達成すべき目標を定めて、行われるものとする。

② 死因究明の推進は、⑴死因究明により得られた知見が公衆衛生の向上及び増進に資する情報として広く活用されるとともに、⑵災害、

事故、犯罪、虐待等が発生した場合における死因究明がその被害の拡大及び再発の防止等の実施に寄与することとなるよう、行われるも

のとする。

基 本 理 念 【 第 ３ 条 】

① 国 ： 死因究明等に関する施策を総合的に策定し、実施する。

② 地方公共団体 ： 国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する。

③ 大学 ： 死因究明等に関する人材の育成及び研究を自主的かつ積極的に行うよう努める。

国 等 の 責 務 【 第 ４ 条 ～ 第 ６ 条 】

国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に

実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

連 携 協 力 【 第 ７ 条 】

◯ 法制上の措置等【第８条】 ◯ 年次報告【第９条】
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死因究明等推進基本法の概要②

① 死因究明等に係る医師、歯科医師等の人材の育成、

資質の向上、適切な処遇の確保等

② 死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備

③ 死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備

④ 警察等における死因究明等の実施体制の充実

基 本 的 施 策 【 第 1 0 条 ～ 第 1 8 条 】

・死因究明等推進計画の案の作成

・施策について必要な関係行政機関相互の調整

・施策に関する重要事項の調査審議、施策の実施の推進、実施状況の検証・評価・監視

【組織】本部長：厚生労働大臣、本部員（10名）：本部長以外の国務大臣・有識者、専門委員・幹事・事務局を置く

死 因 究 明 等 推 進 本 部 【 第 2 0 条 ～ 第 2 9 条 】 厚 生 労 働 省 に 設 置

地方公共団体は、その地域の状況に応じて、死因究明等を行う専門的な機関の整備その他の死因究明等に関する施策の検討を行うととも

に、当該施策の実施を推進し、その実施の状況を検証し、及び評価するための死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする。

死 因 究 明 等 推 進 地 方 協 議 会 【 第 3 0 条 】

⑤ 死体の検案及び解剖等の実施体制の充実
⑥ 死因究明のための死体の科学調査の活用
⑦ 身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係る
データベースの整備
⑧ 死因究明により得られた情報の活用及び 遺族等に対する説明
の促進
⑨ 情報の適切な管理

到達すべき水準・個別的施策等を定め、閣議決定→実施状況の検証・評価・監視→３年に１度見直し（ローリング）

死 因 究 明 等 推 進 計 画 【 第 1 9 条 】

医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによる。

医 療 の 提 供 に 関 連 し て 死 亡 し た 者 の 死 因 究 明 に 係 る 制 度 【 第 3 1 条 】
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② オンライン診療について
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ポイント（②オンライン診療について）

国、都道府県、市町村を中心とする関係者の取組みの方向性を提示し、オンライン診療その他の遠隔医療

の適正かつ幅広い普及に資することを目的とした「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本

方針」を令和５年６月に策定した。基本方針に基づき、国民・患者向けの啓発資材、医療機関が導入時に

参考とできるような事例集等の作成や、遠隔医療に関するエビデンスの収集・構築等の取組を進めている。

【P108-110】

なお、オンライン診療を含む遠隔医療の実施に必要な通信機器等の整備に対する補助金を予算措置してい

るところであり、都道府県におかれては積極的に活用されたい。【P111】

医事法制上、オンライン診療は解釈運用によって、機動的・柔軟にその実施が図られてきており、現に指

針に基づき実施されているが、解釈によって適切な実施を図るには課題が生じている。【P112】

また、規制改革実施計画（令和５年6月16日閣議決定）を受け、個別の患者が居宅以外にオンライン診療

を受診できる場所やオンライン診療のための医師非常駐の診療所についての考え方を示してきたが、その

件数を踏まえると、通知の内容も含めて、よりわかりやすい形での周知を行うなど、適切なオンライン診

療の推進を図るべき状況となっている。【P113-114】

そこで、社会保障審議会医療部会の意見書のとりまとめ（令和６年12月25日）においては、現行制度の

運用を活かす形で、医療法にオンライン診療の総体的な規定を設けるべきとされている。具体的には、オ

ンライン診療を定義し、オンライン診療を行う医療機関はその旨を所在地の都道府県知事に届け出ること

とした上で、現行のオンライン指針の内容を基に、厚生労働大臣はオンライン診療を行う医療機関の管理

者が講ずべき措置に関して、その適切な実施を図るための基準を定め、管理者は当該基準を遵守すること

とし、加えて、オンライン診療の受診の場を定義し、当該場の設置者は所在地の都道府県知事に届け出る

こととした上で、当該場の設置者は必要な事項を公表することとされている。（制度見直しの全体は、

「１．医療提供体制の総合的な改革の検討状況」を参照）【P115-116】 107



オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針（令和５年６月）

・ オンライン診療その他の遠隔医療の実施形態及びその特徴を整理した上で、現状の課題及びその解決に向けて、関係者の

取組みの方向性を提示することで、オンライン診療その他の遠隔医療の適正かつ幅広い普及に資することを目的とする。

・ ここでいう「適正」な推進とは、安全性、必要性、有効性、プライバシーの保護等の個別の医療の質を確保するという観

点に加え、対面診療と一体的に地域の医療提供体制を確保する観点も含まれる。

基本方針の目的

オンライン診療等（医師と患者間での遠隔医療） 医師等医療従事者間での遠隔医療

【期待される役割】
○通院に伴う患者負担の軽減及び継続治療の実現
○訪問診療および往診等に伴う医療従事者の負担軽減
○医療資源の柔軟な活用
○患者がリラックスした環境での診療の実施
○感染症への感染リスクの軽減

【現状の課題】
○医療機関職員のリテラシーの向上
○システムの導入・運用
○患者の理解促進

【取組の方向性】
○国の取組み：医療機関が導入時に参考とできる事例集、手引き

書、チェックリスト等の作成。オンライン診療等に関する課題
整理、エビデンス収集・構築。

○都道府県及び市町村の取組み：地域でオンライン診療を実施し
ている医療機関について住民が把握しやすいように工夫。

【期待される役割】
○ 医療資源の少ない地域における医療の確保への貢献
○ 効率的・効果的な医療提供体制の整備
○ 医療従事者の働き方改革等への寄与

【現状の課題】
○遠隔にいる医師（医療従事者等）の役割と責任の範囲の明確化
○個人情報保護法制に沿った患者の医療情報の共有
○システムの安全管理、緊急時や不測の事態への対応策の検討

【取組みの方向性】
○国の取組み：医療機関が導入時に参考とできる事例集、手引き書等

の作成。遠隔医療に関する課題整理、エビデンス収集・構築。
○都道府県及び市町村の取組み：地域における先行事例を把握し、導

入を検討中の医療機関に対して、導入済みの医療機関を紹介するな
ど、医療機関間の連携関係の構築の支援。

オンライン診療、オンライン受診勧奨

（D to P、D to P with N 等）

遠隔放射線画像診断、遠隔病理画像診断、遠隔コンサルテーション、
遠隔カンファレンス、遠隔救急支援、12誘導心電図伝送、
遠隔ICU、遠隔手術指導等 （D to D 等）

オンライン オンライン
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・これまでもオンライン診療を含む遠隔医療が活用されてきた。新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、国民・患
者からのオンライン診療の需要が高まるとともに、医療提供側の感染予防対策としてもその有用性が認識されて
いる。
・一般診療においても、アクセスが制限されている地域や通院が困難な患者に対する診療に加えて、医療関係者間
の円滑な意思疎通手段として、遠隔医療は幅広い活用が期待される。
・一方で、オンライン診療の利用が進んでいない実態があることから、令和３年６月「規制改革実施計画」を踏ま
え、令和５年６月「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」が策定された。この基本方針に
基づいて遠隔医療の普及活用を適正に進めるため、オンライン診療を実際に開始するに当たり、患者・医療機
関・薬局・自治体の皆様が参考とできる事例集・手引き書・チェックリスト等の資料・広報用のリーフレット・
ホームページを作成した。

２ 事業の成果物

１ 事業の目的と概要

遠隔医療の普及推進にかかる事業（令和５年度）

安心・安全にオンライン診療を受けるためのチェックリスト
オンライン診療についての広報用リーフレット（自治体→国民）

オンライン診療の利用手順の手引き書
（処方薬の受け渡し方法）

オンライン診療の利用手順の手引き書
オンライン診療の適切な実施に関する指針遵守のためのチェックリスト
オンライン診療を活用している医療機関の事例集

HPで
公開
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事例集
（令和６年４月版）

利用手順の手引き書 処方薬の受け渡し方法

チェックリスト
指針遵守

チェックリスト
患者説明

チェックリスト
利用者側

リーフレット
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３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

遠隔医療設備整備事業

令和７年度予算案 1.0億円（1.4億円）※（）内は前年度当初予算額

この事業は、情報技術を応用した遠隔医療を実施することにより、医療の地域格差を解消し、医療の質及び信頼性を
確保することを目的とする。

情報通信機器を活用して病理画像・Ｘ線画像等を遠隔地の医療機関に伝送し、専門医の診断・助言を得ることで、適切
な対応を可能とする。また、患者の通院負担軽減や医師の移動負担軽減、医療資源の柔軟な活用などの観点から、情
報通信機器を活用して、医師と患者間における遠隔地からの診療を行う。

○実施主体：都道府県、市町村、厚生労働大臣の認める者 ○補助率：２分の１
○補助対象経費：遠隔医療の実施に必要なコンピュータ及び附属機器等の購入費
○補助基準額：遠隔病理診断（支援側 4,598千円、依頼側 14,198千円）、遠隔画像診断及び助言（支援側 16,390千円、依頼側 14,855千円）、

オンライン診療（※）装置（8,250千円） ※保険診療を目的に行う整備に限る。

※医療施設等設備整備費補助金のメニュー予算

遠隔画像診断

【概要】
Ｘ線写真やＭＲＩ画像など、放射線科で使用
される画像を通信で伝送し、遠隔地の専門医が
診断を行う。

【効果】
専門医による高度で専門的な診断を受けら
れる。

大学病院等
地域病院

ネットワーク

CT、MRI画像登録
読影ﾚﾎﾟｰﾄ受領

CT、MRI画像読込
読影結果登録

医師ー医師間(D to D)

遠隔相談

【概要】
画像を見ながら遠隔地の医師との症例検討

を行うなど、医師等に指導を行う。

【効果】
医療の地域間格差の解消、患者やその保護

者などの安心感向上につながる。

専門医(小児科医など)

専門医のいる病院

患者のいる
地域の病院

地域の医師

遠隔病理診断

【概要】
体組織の画像や顕微鏡の映像を送受信する

などし、遠隔地の医師が、特に手術中にリアル
タイムに遠隔診断を行う。

【効果】
リアルタイムで手術範囲の決定など専門医の

判断を仰ぐことができる。

医師ー医師間(D to D)

手術執刀医側

電動顕微鏡

担当医

ネットワーク

顕微鏡コントロール顕微鏡操作
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

専門医(病理医)側

顕微鏡動画像

映像／音
コミュニケーション

医師ー患者間(D to P、D to P with N 等)

遠隔診療（オンライン診療）遠隔診療（オンライン診療）

【概要】
医師－患者間において、情報通信機器を通し
て、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝
達や処方等の診療行為をリアルタイムで行う。

【効果】
医療に対するアクセシビリティを確保し、
よりよい医療を得られる機会を増やすことが
できる。

患 者 医 師
指示

診察

ネットワーク
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○医師－患者関係／患者合意
○適用対象
○診療計画
○本人確認
○薬剤処方・管理
○診察方法

１．本指針の位置づけ

情報通信機器を通じて行う遠隔医療のうち、医師－患者間において行われるもの

診断等の

医学的判断

を含む

一般的な

情報提供

本指針の適用定義

全面適用
診断や処方等の診療行為をリアルタイ

ムで行う行為
オンライン診療

一部適用
医療機関への受診勧奨を

リアルタイムで行う行為

オンライン

受診勧奨

適用なし
一般的な情報の提供に留まり、診断等

の医師の医学的判断を伴わない行為
遠隔健康医療相談

○ 情報通信機器を用いた診療を「遠隔診療」と定義していたものを、新たに「オンライン診療」と定義を変更。

○ 医師-患者間で情報通信機器を通じて行う遠隔医療を下図のとおり分類し、オンライン診療について、「最低限
遵守する事項」と「推奨される事項」を示す。

○ 「最低限遵守する事項」 に従いオンライン診療を行う場合には、医師法第20条（※）に抵触するものではないこ
とを明確化。

２．本指針の適用範囲

３．本指針のコンテンツ

○医師の所在
○患者の所在
○患者が看護師等といる場合のオンライン診療
○患者が医師といる場合のオンライン診療
○通信環境

○医師教育／患者教育
○質評価／フィードバック
○エビデンスの蓄積

オンライン診療の提供に関する事項 オンライン診療の提供体制に関する事項 その他オンライン診療に関連する事項

オンライン診療の適切な実施に関する指針の概要

参考：厚生労働省ホームページ（オンライン診療に関するホームページ）

※医師法第20条は、医師が自ら診察しないで治療等してはならないこと（無診察治療等の禁止）を定めている。

資料２
第111回社会保障審議会医療部会

令和６年10月30日
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個 別 の 患 者 が 居 宅 以 外 に オ ン ラ イ ン 診 療 を 受 診 で き る 場 所 に つ い て

オンライン診療を受診できる場の整理について

オ ン ラ イ ン 診 療 の た め の 医 師 非 常 駐 の 診 療 所 に つ い て

【取組内容】
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&Aの改訂

【取組の詳細】

居宅と同様、療養生活を営む場所として、長時間にわたり滞在する通所介護事業所等もオンライン診療できる場であることを明確
化
その際、医療の提供は、居宅同様、医師と患者の一対一関係の中で提供されるものであるため、利用者が誤解を招かないよう通所
介護事業所等が診療所に課せられる医療法の各種規制の対象とならないことを明確化した上で、利用者等に対する周知やサポー
トも可能とする。
また、事後的な検証の観点から、実施状況の報告を求める。
※なお、通所介護事業所等で医療補助行為や医療機器を使用するような場合などは、診療所の開設が必要。

【取組内容】
通知「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための開設について」発出

【取組の詳細】
医師非常駐の診療所について、「へき地等」の地域限定を廃止し、必要性に応じた運用に転換
必要性に応じた運用をするため、以下を実施

1. 医療機関へのアクセスが困難な高齢者を対象にする場合など都道府県による必要性の確認
2. 患者の急変時における対応ができる体制の担保
3. 実施状況の把握・検証 113



オンライン診療のための診療所と療養生活の場
におけるオンライン診療の概況について

・件数：１6 診療所

※ うち14診療所は巡回診療の形態で実施されている。

※ うち２診療所は、対面診療を行わない日において医師非常駐でオンライン診療を行う形態で実施されている。

・診療科：内科（12件）、外科・整形外科（５件）、小児科（３件） ※ 回答のあったもののみ。１診療所で複数診療科のケースあり

・主な活用場面、対象者 ： 定期的な診察・いつもと同じ薬の処方、65歳以上の者

・急変時対応 ： 全件において、患者の急変時に対面で対応する医療機関が定められている

・医療機器の使用有無：血圧計など事業所や施設が貸し出したものを使用しているケースあり（７件）

・地域医療における主な必要性：診療所へのアクセス性を高めた患者の受診負担の軽減、へき地・離島での住民の受診機会の確保 等

公民館等を利用したオンライン診療のための医師非常駐の診療所について

・自治体に相談のあった件数：２件

・診療科：内科（１件）、精神科・心病内科（１件）

・主な活用場面：２件とも、定期的な診察・いつもと同じ薬の処方

・急変時対応： ２件とも、患者の急変時に対面で対応する医療機関が定められている

・医療機器の使用有無：血圧計など事業所や施設が貸し出したものを使用しているケースあり

※ 業界団体を通じた介護事業所宛の照会については、61件回答があり、うち１件のみオンライン診療を行っているものがあり、 当該事例
は、体調を崩して通院していた状況から数日経過し、利用者・家族からの要望を受け、オンライン診療へ切り替えたものとなっている。

通所介護事業所等の療養生活の場でのオンライン診療について

こうしたオンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設数や、療養生活の場で実施さ
れているオンライン診療の件数を踏まえると、通知の内容も含めて、よりわかりやすい形で
の周知を行うなど、適切なオンライン診療の推進を図るべきではないか。

○ １月１６日に発出した通知（※1）に係る自治体からの回答概況（※2）は下記のとおり
※１ 「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」（令和６年１月16日医政総発0116第2号）、 「「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」に関するＱ＆Ａ」の改訂について」（令和６年１月16日医政総発0116第１号）
※２ 回答率：85%（全157自治体のうち134自治体）

資料１－３
第113回社会保障審議会医療部会

令和６年11月28日
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厚労大臣

オンライン診療に関する総体的な規定の創設について

特定オンライン
診療受診施設

都 道 府 県 A
・ オ ン ラ イ ン 診 療 実 施 の 届 出
・ オ ン ラ イ ン 診 療 基 準 の 遵 守

都 道 府 県 B
・ 設 置 の 届 出
・ 各 種 事 項 公 表

診 療 基 準 へ の 適 合 確 認

オ ン ラ イ ン 診 療 の 実 施
※ 医 療 行 為 の 責 任 を 負 う

【定義】： オンライン診療が、施設にいる患者に対して行われる施設であつて、当該施設の設置者が、医師又は歯科医師に対し、業として、
オンライン診療を行う場として提供しているもの

【内容】
○ 所在地の都道府県知事（都道府県B）に対して、特定オンライン診療受診施設の設置者は届け出る。
○ 特定オンライン診療受診施設の設置者は、運営者を置かなければならない。
○ 特定オンライン診療受診施設でのオンライン診療の実施の責任は、オンライン診療を行う病院/診療所の医師が負う（都道府県Aが指導監督）

→ 実施医療機関の医師がオンライン診療基準を満たす義務がある
○ そこで、オンライン診療を行う医療機関の管理者が、特定オンライン診療受診施設の運営者に対して、オンライン診療基準への適合性の確認

を行うこととし、特定オンライン診療受診施設の運営者には応答義務を課す。

(※) オンライン診療を行う医療機関の管理者は、容態急変の事態に備え、患者の所在地近隣の医療機関と受け入れの合意等を取得し、その過程で、地域医療に与える影響やその可能性について、
地域の関係者と連携して把握することとする。

【オンライン診療の定義】
情報通信機器を活用して、医師又は歯科医師が遠隔の地にある患者の状態を視覚及び聴覚により即時に認識した上で、当該患者に対し行う診断又は診療

【内容】
○ オンライン診療を行う医療機関はその旨を届け出る（都道府県Aへの届出）。
○ 厚労大臣は、オンライン診療を行う医療機関の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための基準を定める。
（※）現行のオンライン診療指針に記載されている、実施場所・患者への説明事項・病状急変時の体制確保等について法令で定める

○ オンライン診療を行う医療機関の管理者は、厚労大臣が定める基準（オンライン診療基準）を遵守することとする。

・ オ ン ラ イ ン 診 療 基 準 の
遵 守 に つ い て 指 導 監 督

応 答 義 務

○医師－患者関係／患者合意
○適用対象
○診療計画
○本人確認
○薬剤処方・管理
○診察方法

○医師の所在
○患者の所在
○患者が看護師等といる場合のオンライン診

療
○患者が医師といる場合のオンライン診療
○通信環境

オンライン診療の提供に関する事項 オンライン診療の提供体制に関する事項

現行のオンライン診療指針のコンテンツを
法令で規定し、自治体と医療機関へ提示

○ 医事法制上、オンライン診療は解釈運用によって、機動的・柔軟にその実施が図られてきた。
○ 他方、解釈によって適切な実施を図るには課題があるところ、法制上の位置づけを明確化し、適切なオンライン診療を更に推進していく

ことが求められる。
○ そこで、現行制度の運用を活かす形で、医療法にオンライン診療の総体的な規定を設ける。

指 導 監 督

【会社】紙資料
1【300dpi】完

成_s

医者＿0２立ち 正面

医者＿01座り 椅子 線なし マスク

管 理 者

医 師

カ ル テ の 保 存 、
診 療 計 画 の 策 定 等
各 種 義 務 の 履 行

指 導 監 督連 携

口を開いた患者を診察する様子_s

【人物・健康・防疫・衛生】男性 リモート受診

運 営 者

【人
物】
男性D
立ち
正面
微笑

容 態 悪 化 時 等 に 受 診

・ 患 者 の 容 態 悪 化 時 等 の 受 け 入 れ の 要 請 / 合 意 取 得
・ 定 期 的 な 患 者 情 報 の 提 供 等

【ビジネス】会議検討ブリーフィング１

地 域 の 関 係 者

オ ン ラ イ ン 診 療 を 行 う 医 療 機 関

特 定 オ ン ラ イ ン 診 療 受 診 施 設

資料２
第111回社会保障審議会医療部会

令和６年10月30日
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制度見直し後のオンライン診療が受けられる場について（イメージ）

現 行 見直し後

現行、本来的に医療を提供しない施設でオンライン診療が行われる場合、診療所として開設しない限り、
公衆・特定多数人に医療を提供できなくなっている。

そこで、診療所としての開設を要することなく、オンライン診療が行える場を整備する

診療所


୧
ಉ

൧

ਚ

オンライン診療
の受診希望

公民館・郵便局・駅ナカブース

自宅

職場・介護事業所等

特定オンライン診療受診施設

公民館・郵便局・駅ナカブース・
職場・介護事業所

診療所として開設する必要がなく、
複数の医療機関がオンライン診療を行える
場所として設置可能

引き続き、
患者の生活の場所として、
保健所への届出なく
医療を実施可能

（※１）管理医師の元で看護師に診療補助行為を行わせる場合等
（※２）複数医療機関によるオンライン診療が行える場とする、

管理医師の確保が困難 等
（※３）利用者以外の地域の方にも解放したい場合等

※２

※３

診療所

自宅

職場・介護事業所等

開設の
ハードル

高い

医療実施の
ハードル

低い

※１類型が存在せず、
医師が常駐しない
診療所として開設
するしかない
→ ハードルが高く
実績が少ない
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オンライン診療のための診療所について

特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設についてより抜粋

オンライン診療のための診療所

令和６年１月16日 医政総発0116第2号

オンライン

通 知 の ポ イ ン ト

1. オンライン診療のための医師非常駐の診療所について、必要性があると認めた場合においては、特例的に、医師
が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設を認めることとする（※１）。

2. オンライン診療が医療機関の事業として行われる場合であって、定期的に反復継続して行われることのない場合
又は一定の地点において継続して行われることのない場合については、「巡回診療の医療法上の取り扱いについ
て」により、新たに診療所開設の手続を要しない場合がある。

１ ． オ ン ラ イ ン 診 療 の た め の 診 療 所 の 開 設 の 手 続 き が 必 要 な 場 合

自治体は開設の必要や「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
が遵守されているか確認すること

（※１）定期的に反覆継続（おおむね毎週２回以上とする。）して行われることのない場合又は一定の地点において継続（おおむね３日以上と
する。）して行われることのない場合については、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」（昭和37年６月20日付け医政発第554号厚生省医
務局長通知。）に準じて、新たに診療所開設の手続を要しない

オンライン

２．新たに診療所開設の手続を要しない場合
定期的に反覆継続しない場合（※２） 一定の地点において継続しない場合（※３）

（※１）現状では、自宅でのオンライン診療の受診又は患者が必要とする医療機関の適時の利用が困難であり、オンライン診療の受診を希望する住民が存在する場合など、
住民の受診機会が不十分であると考えられる理由の提出を求めること。

（※２）定期的に反覆継続（おおむね毎週２回以上とする。）して行われることのない場合
（※３）一定の地点において継続（おおむね３日以上とする。）して行われることのない場合
（※４）（※２）または（※３）の場合、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」（昭和37年６月20日付け医政発第554号厚生省医務局長通知。）に準じて、

新たに診療所開設の手続を要しないものとする

例 毎週○曜日のみ 例 連日診療しない

資料２
第111回社会保障審議会医療部会

令和６年10月30日

118



職場やデイサービス等の「療養生活の場」におけるオンライン診療について
オンライン診療指針Q＆Aより抜粋

Ｑ23 患者の所在として認められる例として職場が例示されていますが、通所介護事業所や学校など、職場以外の場所はあては
まらないのですか。【V2(2)関係】

Ａ23 オンライン診療は原則として、個々の患者の居宅において受診していただくものであるところ、個々の患者の日常生活等の
事情によって異なりますが、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合には、オンライン
診療を受診できる場所として認められます。

職場については、居宅と同様に長時間にわたり滞在する場所であることを踏まえ、療養生活を営むことができる場所として、
個々の患者の所在と認められる場合があることを示したものです。

お尋ねの学校や通所介護事業所などについても、個々の患者の日常生活等の事情によって異なりますが、居宅と同様、療養
生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合には、個々の患者の所在として認められます。 （※）

※ オンライン診療により医師が行う診療行為の責任については、原則当該医師が責任を負うため、医師は患者の所在が適切
な場所であるかについて確認する必要があります。

※ 学校の敷地内においてオンライン診療を受診する場合は、学校等の許可を得た上で、本来の業務運営に支障のない範囲で、
患者本人又はその保護者が、その責任においてオンライン診療を受けるものであり、患者の急変時などの緊急時の体制確保
等を含めて、オンライン診療については原則当該医師が責任を負うことに留意が必要です。

その際、この場合における医療の提供は、居宅同様、医師と患者の一対一関係の中で提供されるものであるため、利用者が
誤解しないよう、通所介護事業所等が、自ら医療提供を行わないこと、及び、診療所に課せられる医療法の各種規制（清潔保
持、医療事故の報告、報告徴収等）の対象とならないことを利用者に説明した上で、事業所等の利用者等に対する周知や事業
所等の職員による機器操作のサポートが可能です。（※）

※ 通所介護事業所等が自ら医療提供を行うこと及びオンライン診療時に、診療の補助行為や通常医療機関に置いているよう
な医療機器の使用等がなされる場合などは、診療所の開設が必要となります。例えば、オンライン診療時に、看護師等が採
血等をする場合は、診療の補助行為に含まれます。

※ 高齢者のニーズに対応するサービス(介護保険外サービス)として、通所介護のサービス提供時間外に、通所介護の職員が
職場の ICT 機器を使用する等、利用者のオンライン診療をサポートする場合には、利用者からの同意を取得し、介護保険
サービスと明確に区分した上で、保険外サービスとして可能です。

また、事後的な検証の観点から、通所介護事業所等で診療所を開設せず利用者に対してオンライン診療を受診する場の提供
の実施状況の調査を予定しています。

資料２
第111回社会保障審議会医療部会

令和６年10月30日
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（参考）医療法上の規定について

第一条の二 （略）
２ 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設（以下
「医療提供施設」という。）、医療を受ける者の居宅等（居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以
下同じ。）において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービス
との有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

（施行規則）
第一条 医療法（昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。）第一条の二第二項の厚生労働省令で定

める場所は、次のとおりとする。
一 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の四に規定する養護老人ホーム（第九条第三項第
三号において同じ。）

二 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム（第九条第三項第四号において同じ。）
三 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム（第九条第三項第五号において同じ。）
四 有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、法第一条の二
第二項に規定する医療提供施設（以下単に「医療提供施設」という。）以外の場所

医 療 提 供 施 設 関 係

第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯
科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病
者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、
運営されるものでなければならない。

２ この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業
を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるため
の施設を有するものをいう。

居 宅 等 関 係

資料２
第111回社会保障審議会医療部会

令和６年10月30日

120



③ かかりつけ医機能について
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ポイント（③かかりつけ医機能について）

令和５年の改正医療法において、「かかりつけ医機能が発揮されるための制度整備」とし

て、医療機能情報提供制度の刷新やかかりつけ医機能報告の創設が行われたところであり、

国民への情報提供やかかりつけ医機能の充実・強化を行っていくこととしている。【P123】

まず、医療機能情報提供制度の刷新については、全国の医療機関から報告いただいた医療

機能に係る情報を一元化・標準化した「全国統一システム」を構築し、令和６年４月より本

システムを活用した国民への情報提供を開始している。引き続き、本制度の運用にご協力を

お願いする。【P124】

また、かかりつけ医機能報告の創設については、慢性疾患を有する高齢者等を地域で支え

るために必要なかかりつけ医機能を、医療機関から都道府県に報告し、都道府県がこれらの

機能の確保に係る体制を有することを確認し、地域関係者との協議の場において、地域でか

かりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討する仕組み。【P125】

これまで、報告を求めるかかりつけ医機能の内容や地域における協議の場のあり方など、

当該報告制度の詳細について、「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科

会」において議論を重ねてきたところであり、令和６年７月末にとりまとめを行った。現在、

当該とりまとめを踏まえ具体的な制度運用について検討しており、令和６年度末までに改正

省令や制度運用ガイドライン、事例集等をお示しする予定。【P126-128】

都道府県におかれては、これらの制度の円滑な施行について、引き続きご協力をお願いす

る。
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かかりつけ医機能が発揮される制度整備

趣 旨

（１）医療機能情報提供制度の刷新（令和６年４月施行）
• かかりつけ医機能（「 身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」と定義）

を十分に理解した上で、自ら適切に医療機関を選択できるよう、医療機能情報提供制度による国民・患者への情報提供の充
実・強化を図る。

（２）かかりつけ医機能報告の創設（令和７年４月施行）
• 慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能（①日常的な診

療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など）について、各医療機関から都道府県知事に報
告を求めることとする。

• 都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域
の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。

• 都道府県知事は、外来医療に関する地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的方策を検討・公表する。
（３）患者に対する説明（令和７年４月施行）
• 都道府県知事による（２）の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高齢者に在宅医療を提供する場合など外来医療で説

明が特に必要な場合であって、患者が希望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的方法又は
書面交付により説明するよう努める。

かかりつけ医機能については、これまで医療機能情報提供制度における国民・患者への情報提供や診療報酬における評価を中
心に取り組まれてきた。一方で、医療計画等の医療提供体制に関する取組はこれまで行われていない。

今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる
中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくためには、
これまでの地域医療構想や地域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要がある。

その際には、国民・患者から見て、一人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要があることから、
• 国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、
• 地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化する

ことで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための制度整備を行う。

概 要
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国民・患者が、かかりつけ医機能その他の医療提供施設の機能を十分に理解した上で、自ら適切に医
療機関を選択できるよう、「医療機能情報提供制度」（※）の充実・強化を図る。

（※）医療機能情報提供制度は、国民・患者による医療機関の適切な選択を支援するため、医療機関に対し、医療機能に関する情報（診療科目、診療
日、診療時間、対応可能な治療内容等）について都道府県知事への報告を義務づけ、それを都道府県知事が公表する制度。

【見直しのポイント】
① 医療機能情報提供制度について、かかりつけ医機能その他の医療提供施設の機能の理解に基づく、国民・患者の医

療機関の適切な選択に資するという制度趣旨を明確化
＜かかりつけ医機能＞

身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能を「かかりつけ医機能」と定義

② 全国の情報を一元化・標準化した全国統一システムを構築し、より検索性が高くわかりやすい情報を提供
③ 国民・患者へのわかりやすい情報提供ができるよう、情報提供項目を見直す（厚生労働省令）
（具体的な項目の内容については、今後、有識者等の参画を得て検討。）

・情報の確認
・住民への情報提供

厚生労働省
全国統一システムを構築

全国統一ｼｽﾃﾑ

・ 分かりやすい提供情報
・ 都道府県の枠を超えた検索が可能

報告

• 日常的な医学管理及び重症化
予防

• 地域の医療機関等との連携
• 在宅医療支援、介護等との連

携
• 適切かつ分かりやすい情報の

提供
• 地域包括診療加算の届出
• 地域包括診療料の届出
• 小児かかりつけ診療料の届出
• 機能強化加算の届出

かかりつけ医機能に関する
現在の情報提供項目

国民・患者目線でわかりやすい内容に見直し

対象者の別（高齢者、障害者、子
どもなど）
日常的によくある疾患への幅広い
対応
医療機関の医師がかかりつけ医機
能に関して受講した研修など
入退院時の支援など医療機関との
連携の具体的内容
休日・夜間の対応を含めた在宅医
療や介護との連携の具体的内容

情報提供項目のイメージ（案）

報告

【住民・患者】

医療機関を適切に選択

医療機能情報提供制度の刷新

※R4.12.28医療部会とりまとめ（抜粋）

【都道府県】
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か か り つ け 医 機 能 報 告 概 要

かかりつけ医機能報告の流れ

○慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告。
○都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協
議の場に報告するとともに、公表。

○都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果
を取りまとめて公表。

かかりつけ医機能報告
対象医療機関

① かかりつけ医機能の報告

具体的方策の例
◆地域で不足する機能を担うための研修や支援の企画・実施
◆地域の医療機関に地域で不足する機能を担うよう働きかけ
◆地域の医療機関間の連携の強化 など

※医療機関の報告内容について、実際には体制を有していないことが明らかになった場合は、その機能については都道府県による公表の対象外
医療機関の報告懈怠・虚偽報告等の場合は報告・是正の命令等（第30条の18の４第６項等）

⑥ 地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討 （第30条の18の５）

都道府県

◆継続的な医療を要する者に対す
るかかりつけ医機能の有無・内容

（第30条の18の４第１項）

＜報告項目イメージ＞
１：日常的な診療を総合的

かつ継続的に行う機能
２：１を有する場合、
(1)時間外診療、(2)入退院支援、(3)
在宅医療、(4)介護等との連携、(5)
その他厚生労働省令で定める機能

② 報告の内容

④確認結果

⑤
確
認
結
果
の
報
告

③ 都道府県
の確認

外来医療に関する
地域の協議の場

公

表

⑦協議結果 公

表

２（１）～（４）等の機能の
確保に係る体制を確認（※）。

・体制に変更があった場合は、
再度報告・確認

（第30条の18の４第３項、第５項）

（第30条の18の４第７項）

（第30条の18の４第４項）

（第30条の18の４第２項）

※介護等に関する事項を協議する場合には、市町村の参加を求め、介護等に関する各種計画の
内容を考慮。
※高齢者保健事業や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の状況に留意。
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かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会について

かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会

日本障害フォーラム（JDF） 代表阿部 一彦

全国衛生部長会会長／高知県健康政策部長家保 英隆

稲城市副市長石田 光広

読売新聞東京本社編集委員猪熊 律子

奈良県立医科大学教授今村 知明

日本プライマリ・ケア連合学会副理事長／
医療法人社団家族の森多摩ファミリークリニック院長

大橋 博樹

九州大学名誉教授尾形 裕也

公益社団法人全日本病院協会副会長織田 正道

一般社団法人未来研究所臥龍代表理事/ 兵庫県立大学大学院特任教授香取 照幸

日本医師会生涯教育･専門医の仕組み運営委員会委員長角田 徹

健康保険組合連合会専務理事河本 滋史

公益社団法人日本医師会常任理事城守 国斗

慶應義塾大学経済学部教授土居 丈朗

自治医科大学学長永井 良三

秋田大学大学院医学系研究科医学教育学講座教授長谷川 仁志

新潟県在宅医療推進センター基幹センター コーディネーター服部 美加

認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長山口 育子

公益社団法人日本看護協会常任理事吉川 久美子

座
長

令和５年 11月

12月

令和６年 1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

令和7年度

7月31日 報告書公表

必要とされるかかりつけ医機能など、必要とされるかかりつけ医機能など、
論点の議論

構成員プレゼン・有識者ヒアリング

省令等の具体的内容等の議論

第１回分科会

かかりつけ医機能報告の施行に向けた検討スケジュール

かかりつけ医機能報告制度の施行

システム改修等の施行に向けた準備

（敬称略、五十音順）

医師の研修等の議論

令和6年9月5日 第110回社会保障審議会医療部会（資料３）
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○ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
・ 当該機能を有すること及び報告事項について院内掲示により公表していること
・ かかりつけ医機能に関する研修※の修了者の有無、総合診療専門医の有無
・ 診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、一次診療を行うことができる疾患
・ 医療に関する患者からの相談に応じることができること

※ かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す。

※ 施行後５年を目途として、研修充実の状況や制度の施行状況等を踏まえ、
報告事項について改めて検討する。

○ 通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護等と連
携した医療提供
※ １号機能を有する医療機関は、２号機能の報告を行う。

○ 健診、予防接種、地域活動、教育活動、今後担う意向 等

「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」報告書（概要）

○ 今後、複数の慢性疾患、医療･介護の複合ニーズ等をかかえる高齢者が増加する一方、医療従事者のマンパワーの制約がある中で、地域の医療機関等や多職種が機能や専門性に
応じて連携して、効率的に質の高い医療を提供し、フリーアクセスのもと、必要なときに必要な医療を受けられる体制を確保することが重要。

○ このため、かかりつけ医機能報告及び医療機能情報提供制度により、
・ 「かかりつけ医機能を有する医療機関」のかかりつけ医機能の内容について、国民・患者に情報提供し、国民・患者のより適切な医療機関の選択に資することが重要。
・ また、当該内容や今後担う意向について、地域の協議の場に報告し、地域で不足する機能を確保する方策を検討・実施することによって、地域医療の質の向上を図るとともに、その
際、「かかりつけ医機能を有する医療機関」の多様な類型(モデル)の提示を行い、各医療機関が連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化するように促すことが重要。

○ かかりつけ医機能の確保に向けた医師の教育や研修の充実、医療DXによる情報共有基盤の整備など、地域でかかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備等に取り組むことが重要。

制度施行に向けた基本的な考え方

○ かかりつけ医機能の確保に向けて、医師のリカレント教育・研修を体系化して、行政によ
る支援を行いつつ、実地研修も含めた研修体制を構築する。

○ 知識（座学）と経験（実地）の両面から望ましい内容等を整理し、かかりつけ医機
能報告の報告対象として該当する研修を示す（詳細は厚労科研で整理）。

○ 国において必要な支援を検討し、医師が選択して学べる「E-learningシステム」の整備
を進める。

○ 国の医療DXの取組として整備を進めている「全国医療情報プラットフォーム」を活用し、
地域の医療機関等や多職種が連携しながら、地域のかかりつけ医機能の確保を推進。

○ 「全国医療情報プラットフォーム」による介護関連情報の共有が実施されるまでにも、医
療機関、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等が円滑に連携できるよう、活用で
きる民間サービスの活用などの好事例の周知等に取り組む。

かかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備報告を求めるかかりつけ医機能の内容（主なもの）

○ 説明が努力義務となる場合は、在宅医療や外来医療を提供する場合であって一定期
間以上継続的に医療の提供が見込まれる場合とする。

○ 患者等への説明内容は、疾患名や治療計画、当該医療機関の連絡先等に加えて、
当該患者に対する１号機能や２号機能の内容、連携医療機関等とする。

○ 今後、制度の円滑な施行に向けて、関係省令・告示等の改正、かかりつけ医機能報
告に係るシステム改修、かかりつけ医機能の確保に向けた医師の研修の詳細の整理、ガ
イドラインの作成、都道府県・市町村等に対する研修・説明会の開催等に取り組む。

施行に向けた今後の取組

○ 特に在宅医療や介護連携等の協議に当たって、市町村単位や日常生活圏域
単位等での協議や市町村の積極的な関与・役割が重要。

○ 協議テーマに応じて、協議の場の圏域や参加者について、都道府県が市町村と
調整して決定。
・ 在宅医療や介護連携等は市町村単位等（小規模市町村の場合は複数市町村単位

等）で協議、入退院支援等は二次医療圏単位等で協議、全体を都道府県単位で統
合・調整など

医師の教育や研修の充実

医療DXによる情報共有基盤の整備

地域における協議の場での協議

１号機能

２号機能

その他の報告事項 患者等への説明

令和６年７月31日

令和6年9月5日 第110回社会保障審議会医療部会（資料３）
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都道府県における今後のスケジュールイメージ

○ 今後のスケジュール（現時点の想定）は以下のとおり。

スケジュール

協議の場での協議

10～12月 4～6月1～3月 10～12月 4～6月1～3月7～9月

2024年(令和6年度) 2025年(令和7年度) 2026年(令和8年度)

7～9月

か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告

協
議
の
場

（R7年度報告に向けた準備）
・かかりつけ医機能報告制度の担当者や体制の確認 など
※医療機能情報提供制度の現行のスキームや人員体制等を踏まえて検討

報告内容の
集計・分析

（現状把握）市町村と調整しながら、以下の点の確認・検討
・既存の協議の場等の体制確認、活用可能な会議体の検討
・協議を進める際のキーパーソンの確認
・既存の地域の医療・介護関係等の調整役（コーディネータ―）の配置有無や役割等の確認
・市町村等が把握している地域医療・介護等の課題の確認
・圏域・参加者の検討
・上記を踏まえた都道府県担当者や体制の検討 など

報告結果
の公表

ガイドライン・事例集の作成

説明会 説明会 説明会 ※随時、説明会を開催予定

（方向性の検討）
国が示すガイドライン等を踏まえ、市町村等と連携しながら協議の場開催に向けた調整
・地域医療・介護等の課題や必要なデータ等を整理し、協議テーマ案の検討
・圏域及び参加者の設定 など

ガイドライン・事例集の周知など

都
道
府
県

厚生労働
省 報告システムの改修に向けた

要件定義

報告システムの改修（設計、開発、テスト等）
操作マニュアルの作成など 報告システムの運用開始

省令・告示等の改正

ガイドラインの見直しなど

医療機関への周知等

11月頃～
医療機関に報告依頼

１～３月
医療機関から定期報告受領

報告内容確認
未提出の医療
機関へ催促等

提
示

令和6年10月18日 かかりつけ医機能報告制度に係る第１回自治体向け説明会資料
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第 3 1 号） の 概 要

１．こども・子育て支援の拡充【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】

① 出産育児一時金の支給額を引き上げる（※）とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みとする。
（※）42万円→50万円に令和５年４月から引き上げ（政令）、出産費用の見える化を行う。

② 産前産後期間における国民健康保険料（税）を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負担することとする。

２．高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し【健保法、高確法】

① 後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、後期高齢者負担率の設定方法について、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代
一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直す。

② 前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて、被用者保険者においては報酬水準に応じて調整する仕組みの導入等を行う。
健保連が行う財政が厳しい健保組合への交付金事業に対する財政支援の導入、被用者保険者の後期高齢者支援金等の負担が大きくなる場合の財政支援の拡充を行う。

３．医療保険制度の基盤強化等【健保法、船保法、国保法、高確法等】

① 都道府県医療費適正化計画について、計画に記載すべき事項を充実させるとともに、都道府県ごとに保険者協議会を必置として計画の策定・評価に関与する仕組み
を導入する。また、医療費適正化に向けた都道府県の役割及び責務の明確化等を行う。計画の目標設定に際しては、医療・介護サービスを効果的・効率的に組み合わ
せた提供や、かかりつけ医機能の確保の重要性に留意することとする。

② 都道府県が策定する国民健康保険運営方針の運営期間を法定化（６年）し、医療費適正化や国保事務の標準化・広域化の推進に関する事項等を必須記載とする。
③ 経過措置として存続する退職被保険者の医療給付費等を被用者保険者間で調整する仕組みについて、対象者の減少や保険者等の負担を踏まえて廃止する。

４．医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法、介護保険法、高確法等】

① かかりつけ医機能について、国民への情報提供の強化や、かかりつけ医機能の報告に基づく地域での協議の仕組みを構築し、協議を踏まえて医療・介護の各種計画に反映する。
② 医療・介護サービスの質の向上を図るため、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施することとし、

介護保険者が行う当該事業を地域支援事業として位置付ける。
③ 医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備する。
④ 地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院等や介護事業所等が参加できる仕組みを導入する。
⑤ 出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際の計画の認定制度について、期限の延長(令和５年９月末→令和８年12月末)等を行う。

等

令和６年４月１日（ただし、３①の一部及び４⑤は公布日、４③の一部は令和５年８月１日、１②は令和６年１月１日、 ３①の一部及び４①は令和７年４月１日、
４③の一部は公布後３年以内に政令で定める日、４②は公布後４年以内に政令で定める日）

施 行 期 日

改 正 の 概 要

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢
者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、介護
保険者による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。

改 正 の 趣 旨
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かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することについて都道府県知事の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有す
る高齢者等に在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合として厚生労働省
令で定める場合であって、患者等から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、疾患名、治療計画等につ
いて適切な説明が行われるよう努めなければならない。（努力義務）

※ 説明は電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により行う

• 対象医療機関：かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することについて、都道府県知事の確認を受けた医療機関
• 対象患者 ：慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する患者
• 対象となる場合：在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合で、患者や

その家族から求めがあったとき

※ 医療機関は正当な理由がある場合は説明を拒むことができる

かかりつけ医機能を
有する医療機関（※）

説明の求め

継続的な医療を
要する患者

提供する医療の内容の説明

※ 説明の具体的な内容等は、今後、有識者等の参画を得て検討。

※ 努力義務の対象となるのは、
⑴通常の診療時間外の診療、⑵入退院時の支援、
⑶在宅医療の提供、⑷介護サービス等と連携し
た医療提供等のかかりつけ医機能の確保に係る
体制を有することについて都道府県知事の確認
を受けたもの

（説明の内容）
患者の疾患名
治療に関する計画
医療機関の名称・住
所・連絡先
その他厚生労働省令
で定める事項

患者に対する説明について
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④ 医療法人の経営情報のデータベース
（ＭＣＤＢ）について
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ポイント（④医療法人の経営情報のデータベース（ＭＣＤＢ）について）

令和５年８月から、医療の置かれている現状と実態を把握するために必要な情報を収集し、

政策の企画・立案に活用するとともに、国民の理解に向けた丁寧な説明を行うため、医療法

人が開設する病院及び診療所に係る経営情報を新たに収集し、データベースとして整備して

いるところ。

令和５年度中に決算を迎えた医療法人からの報告については、電子での承認及び紙媒体の転

送に、お忙しい中ご対応いただき感謝申し上げる。皆様のご協力のおかげで、制度開始初年

度から、十分に分析を行える数の法人から報告をいただけた。

これから、最も対象数が多い３月末決算法人からの報告を迎えることとなるが、引き続き、

電子での承認及び紙媒体の転送へのご協力をお願いする。

また、令和７年４月１日から、報告システムがG-MISからWAMが構築するシステムに切

り替わる。医療法人が新システムを利用するためには、事前申請が必要となるが、年度内で

あれば、簡易に利用申請が完了する登録フォームが利用可能なので、所管の医療法人への申

請勧奨をお願いしたい。

133



全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第31号）の概要

１．こども・子育て支援の拡充【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】

① 出産育児一時金の支給額を引き上げる（※）とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みとする。
（※）42万円→50万円に令和５年４月から引き上げ（政令）、出産費用の見える化を行う。

② 産前産後期間における国民健康保険料（税）を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負担することとする。

２．高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し【健保法、高確法】

① 後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、後期高齢者負担率の設定方法について、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代
一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直す。

② 前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて、被用者保険者においては報酬水準に応じて調整する仕組みの導入等を行う。
健保連が行う財政が厳しい健保組合への交付金事業に対する財政支援の導入、被用者保険者の後期高齢者支援金等の負担が大きくなる場合の財政支援の拡充を行う。

３．医療保険制度の基盤強化等【健保法、船保法、国保法、高確法等】

① 都道府県医療費適正化計画について、計画に記載すべき事項を充実させるとともに、都道府県ごとに保険者協議会を必置として計画の策定・評価に関与する仕組み
を導入する。また、医療費適正化に向けた都道府県の役割及び責務の明確化等を行う。計画の目標設定に際しては、医療・介護サービスを効果的・効率的に組み合わ
せた提供や、かかりつけ医機能の確保の重要性に留意することとする。

② 都道府県が策定する国民健康保険運営方針の運営期間を法定化（６年）し、医療費適正化や国保事務の標準化・広域化の推進に関する事項等を必須記載とする。
③ 経過措置として存続する退職被保険者の医療給付費等を被用者保険者間で調整する仕組みについて、対象者の減少や保険者等の負担を踏まえて廃止する。

４．医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法、介護保険法、高確法等】

① かかりつけ医機能について、国民への情報提供の強化や、かかりつけ医機能の報告に基づく地域での協議の仕組みを構築し、協議を踏まえて医療・介護の各種計画に反映する。
② 医療・介護サービスの質の向上を図るため、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施することとし、

介護保険者が行う当該事業を地域支援事業として位置付ける。
③ 医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備する。
④ 地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院等や介護事業所等が参加できる仕組みを導入する。
⑤ 出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際の計画の認定制度について、期限の延長(令和５年９月末→令和８年12月末)等を行う。

等

令和６年４月１日（ただし、３①の一部及び４⑤は公布日、４③の一部は令和５年８月１日、１②は令和６年１月１日、 ３①の一部及び４①は令和７年４月１日、
４③の一部は公布後３年以内に政令で定める日、４②は公布後４年以内に政令で定める日）

施 行 期 日

改 正 の 概 要

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢
者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、介護
保険者による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。

改 正 の 趣 旨
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医療法人の経営情報の調査及び分析等

医療の置かれている現状と実態を把握するために必要な情報を収集し、政策の企画・立案に活用するとともに、国民に対して
丁寧に説明していくため、①医療法人の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、②収集した情報を国民に分かりやすく
なるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表、③医療法人に関するデータベースの情報を研究者等へ提供する制
度を創設する。
【施行日：①及び② 令和５年８月１日 ③は公布日から三年以内に政令で定める日】

【データベースの概要】

• 対象：原則、全ての医療法人

• 収集する情報：病院・診療所における収益及び費用並びに、任意項目として職種別の給与（給料・賞与）及びその人数
※病床機能報告・外来機能報告等と連携させるとともに、データの活用に当たっては、公立医療機関の経営情報などの公開情報及び、必要に 応じて統計調査も

活用した分析等に取り組む。

• 公表方法：国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表

都道府県

・データベースの整備
・経営状況の把握・分析
・研究者等への医療法人に関するデータ提供

医療法人

報告

報告・提供

経営情報を
都道府県に報告

情報提供の求め
国

民

分かりやすくなるよ
うグルーピングした

分析結果を公表

国（厚生労働省）

G-MIS

独立行政法人福祉医
療機構に業務を委託

① 医療法人は、毎会計年度終了後に経営情報を都道府県知事に報告。
② 都道府県知事は、医療法人の活動状況等に関する調査及び分析等を行い、厚生

労働大臣にも報告。
③ 厚生労働大臣は、医療法人に関する情報のデータベースを整備し、経営状況の

把握・分析、結果の公表。
④ データベースに記録された医療法人に関する情報については、研究者が行う学

術研究等にも提供可能。

収集する内容は

省令以下で規定
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医療法人の経営情報

を把握・分析するとと

もに、その分析により

国民に丁寧に説明する

ため、新たな制度とし

て医療法人の経営情報

を収集してデータベー

スを構築

これにより以下のよ

うな政策活用を見込む

・国民に対して医療が

置かれている現状・

実態の理解の促進

・効率的かつ持続可能

な医療提供体制の構

築のための政策検討

・経営への影響を踏ま

えた的確な支援策の

検討

・医療従事者等の処遇

適正化（改善）に向

けた検討

・医療経済実態調査の

補完

○医業収益（入院診療収益、室料差額収益、外来診療収益、その他の医業収益）
※ 入院診療収益及び外来診療収益は任意項目として「保険診療収益（患者負担含む）」及び「公害等診療収益」を別掲。
※ その他の医業収益は任意項目として「保健予防活動収益」を別掲。
※ 診療所の「室料差額収益」は入院診療収益の内数として記載。

○材料費（医薬品費、診療材料費・医療消耗器具備品費、給食用材料費）

○給与費（役員報酬、給料、賞与、賞与引当金繰入額、退職給付費用、法定福利費）

○委託費（給食委託費）

○設備関係費（減価償却費、機器賃借料）○研究研修費
○経費（水道光熱費）

※ 診療所は「設備関係費」、「研究研修費」及び「経費」の科目は設けず「その他の医業費用」の科目を設ける。

○控除対象外消費税等負担額
○本部費配賦額

※ 診療所の「水道光熱費」、「控除対象外消費税等負担額」及び「本部費配賦額」はその他の医業費用の内数として記載。

○医業利益（又は医業損失）
○医業外収益（受取利息及び配当金、運営費補助金収益、施設設備補助金収益）

○医業外費用（支払利息）

○経常利益（又は経常損失）
○臨時収益、○臨時費用
○税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）
○法人税、住民税及び事業税負担額
○当期純利益（又は当期純損失）
○職種別の給与（給料・賞与）及び、その人数(病床機能報告で分かる情報は当該報告の情報を活用)

＜職 種＞医師、歯科医師、薬剤師、看護職員（保健師、助産師、看護師、准看護師）、その他の医療技術者等（診療放射線技師、
臨床工学技士、臨床検査技師、リハビリスタッフ（理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士）、歯科衛生士、歯科技
工士、栄養士等（管理栄養士、栄養士、調理師）、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、看護補助者、事務職員（事務（総務、
人事、財務、医事等）担当職員、医師事務作業補助者、診療情報管理士）、その他の職員）

経営情報等（病院・診療所ごと）

○事業報告書（名称、事務所の所在地、設立認可年月日、設立登記年月日、役員及び評議員、
本来業務、附帯業務、収益業務）

○貸借対照表
○損益計算書

事業報告書等（法人ごと）

赤文字の項目は、病院・診療所とも必須
緑文字の項目は、病院・診療所とも任意
青文字の項目は、病院は必須・診療所は任意

医 療 法 人 の 経 営 情 報 の 調 査 及 び 分 析
（ R 4 . 1 1 . 9 「 医 療 法 人 の 経 営 情 報 の デ ー タ ベ ー ス 」 の 在 り 方 に 関 す る 報 告 書 よ り ）

調査及び
分析の対
象項目
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令 和 ７ 年 度 か ら の 新 シ ス テ ム の 概 要

集計・分析

医療法人経営情
報データベース

システム
（MCDB）

データベース化

医療法人 紙媒体 都道府県 紙媒体
WAM

（委託業者） CSV

CSVPDF紙媒体

Ｇ－ＭＩＳ(R６年度まで)

医療法人

CSV国

ਗ਼

ඍ
ল


ඍ
ল

記入済Excel 都道府県

国

WAM

原

則

例

外

※1 インターネット環境がない場合等、できるだ
け例外的な場合としていただくよう依頼

※2 令和６年11月決算分より新システムで
報告可能

都道府県

（R7年度(※2)から）

医療法人の事業報告書等・経営情報等の報告システムは、利用者の利便性の向上を目指すとともに、
データ収集と分析を一元的に行えるよう、令和７年度よりG-MISから、福祉医療機構が構築する新シス
テムへと移行します。
移行に伴い、電子的な提出率の向上を図ります。

(※1)
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⑤ 医師・医療従事者の働き方改革
の推進について
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ポイント（⑤医師・医療従事者の働き方改革の推進について）

【医師の時間外・休日労働上限規制の施行後における取組について】

医師の働き方改革については、令和６年４月より医師に対する時間外・休日労働の上限規制が

適用された。医師の時間外・休日労働の上限については、36協定上の上限及び36協定によっても

超えられない上限をもとに、原則年960時間（A水準）・月100時間未満（例外あり）とした上で、

地域医療の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準（B・連携B水準）及び集中的に

技能を向上させるために必要な水準（C水準）として、 年1,860時間・月100時間未満（例外あ

り）の上限時間数を設定できる。特例とされているB、連携B水準は2035年度末までの廃止を目

標としており、医師の労働時間短縮については2035年度末をひとつの目処として、段階的に進め

ていく必要がある。 【P142-143】

各都道府県においては、既に令和６年４月の施行に伴い、地域医療の状況も含めた施行後の状

況についてご確認いただいていることと承知している。ご確認いただいた情報をもとに、医師の

働き方改革の担当部局だけでなく、医療提供体制や救急医療・周産期医療などの関係部署とも連

携した対応により、時間外・休日労働が年通算1,860時間相当となることが見込まれる医師が存

在する特定労務管理対象機関、または地域医療提供体制維持に必要となる医療機関で、医師の引

き揚げにより診療機能に支障が生じる可能性がある医療機関等について、長時間労働の解消に向

けた支援をお願いしたい。 【P143-144】
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ポイント（⑤医師・医療従事者の働き方改革の推進について）

大学病院をはじめとして、地域医療に特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている

医療機関については、適切な労働時間の把握やタスク・シフト／シェアの推進等の取組に対し

て、勤務環境改善に取り組む医療機関に対する財政支援として地域医療介護総合確保基金を活

用していただいており、令和６年度より、新規事業として、教育研修体制を有する医療機関へ

の支援事業や長時間労働の医師が所属する医療機関への医師派遣に対する支援事業を創設して

いる。各都道府県においても、管内医療機関の状況を踏まえ、医師の働き方改革の推進のため、

適切に事業化及び必要な予算の確保について対応いただけるようお願いしたい。【P145】

医師の勤務環境改善に向けた医療機関勤務環境マネジメントシステムの活用は「医師労働時

間短縮計画」がその中心的な役割を担う。令和６年11月に、ガイドラインを改正し、年度途中

の進捗確認、暫定評価、年度を通じたPDCAサイクルの実施等の具体的なイメージを示している。

医師労働時間短縮計画の作成対象となっている医療機関に対し、計画の作成及び見直しにあ

たって都道府県及び医療勤務環境改善支援センターによる支援をお願いしたい。

【P146-147】
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ポイント（⑤医師・医療従事者の働き方改革の推進について）

令和７年度以降も、A水準の医療機関を含めた長時間労働の医師がいる全ての医療機関におい

て、更なる勤務環境の改善に向けた取組の推進が重要となる。特に、BC水準の医療機関では医

師労働時間短縮計画の着実な実施や計画の見直し、A水準の医療機関では労働時間の短縮のほか、

面接指導実施体制の構築が引き続き重要になる。更に、立入検査での指摘事項に係る改善に向

けた取組支援のため、引き続き、医療勤務環境改善支援センターを通じた積極的な伴走型の支

援をお願いしたい。【P148-149】
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医療施設の最適配置の推進
（地域医療構想・外来機能の明確化）

■これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手
の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想される。

■こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される
医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。

■地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関
における医師の働き方改革に取り組む必要がある。

医師の働き方改革

【業務が医師に集中】

【労務管理が不十分】

長時間労働を生む構造的な問題への取組 医療機関内での医師の働き方改革の推進

時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4～）
地域医療等の確保
医療機関が医師の労働時間
短縮計画の案を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が
計画に基づく取組を実施

地域間・診療科間の医師偏在の是正
国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進

適切な労務管理の推進
タスクシフト/シェアの推進
（業務範囲の拡大・明確化）

特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は長時間の傾向が強い

病院常勤勤務医の約４割が年960時間超、
約１割が年1,860時間超の時間外・休日労働

【医師の長時間労働】

＜行政による支援＞
・医療勤務環境改善支援センター
を通じた支援

・経営層の意識改革（講習会等）
・医師への周知啓発 等

休息時間の確保面接指導年の上限時間医療機関に適用する水準

努力義務

義務

960時間Ａ （一般労働者と同程度）

義務

1,860時間
※2035年度末
を目標に終了

連携Ｂ（医師を派遣する病院）

Ｂ （救急医療等）

1,860時間
C-1  （臨床・専門研修）
C-2  （高度技能の修得研修）

患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当

36協定が未締結や、客観的な時間管理
が行われていない医療機関も存在

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする

医師の健康確保
面接指導

健康状態を医師がチェック

休息時間の確保
連続勤務時間制限と

勤務間インターバル規制
（または代償休息）

質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

労務管理の徹底、労働時間の短縮
により医師の健康を確保する

現状 目指す姿

対策

一部、法改正で対応

法改正で対応
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医師の時間外労働規制について

Ｃ-２

月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置

2024年４月～

年960時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

年1,860時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

（原則）
１か月45時間
１年360時間

※この（原則）については医師も同様。

（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間
（休日労働含む）
・月100時間未満
（休日労働含む）
年間６か月まで

Ａ：診療従事勤
務医に2024年度
以降適用される

水準

※実際に定める36協定の上限
時間数が一般則を超えない
場合を除く。

勤務間インターバルの確保

始業から
①24時間以内に９時間
②46時間以内に18時間
のいずれか

及び代償休息のセット（義務）

注)臨床研修医については連続勤務時間制限を
強化・徹底する観点から、勤務間インター
バルは、始業から
①24時間以内に９時間
②48時間以内に24時間

のいずれかとなる。

Ａ

将来
（暫定特例水準の解消
（＝2035年度末を目標）

後）

一般則

※実際に定める36協定の上限時間数が
一般則を超えない場合を除く。

勤務間インター
バルの確保

始業から
①24時間以内に
９時間

②46時間以内に
18時間

のいずれか

及び代償休息の
セット（義務）

勤務間インターバルの
確保

始業から
①24時間以内に９時間
②46時間以内に18時間
のいずれか

及び代償休息のセット
（努力義務）

【
追
加
的
健
康
確
保
措
置
】

【
時
間
外
労
働
の
上
限
】

年1,860時間／月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向

集
中
的
技
能
向
上
水
準

(

医
療
機
関
を
指
定)

Ｃ-１ Ｃ-２
Ｃ-１：臨床研修医・専攻医が、研修

プログラムに沿って基礎的な技能や

能力を修得する際に適用

※本人がプログラムを選択

Ｃ-２：医籍登録後の臨床従事６年目

以降の者が、高度技能の育成が公益

上必要な分野について、指定された

医療機関で診療に従事する際に適用

※本人の発意により計画を作成し、

医療機関が審査組織に承認申請

Ｃ-１Ｃ-２

年960時間／
月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む

※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的措置を講ずる。

地
域
医
療
確
保
暫
定
特

例
水
準

(

医
療
機
関
を
指
定)

連携Ｂ Ｂ

※連携Ｂの場合は、個々の医療機関における時間外・休日労働の上限は年960時間以下。

＜Ａ水準＞
勤務間インターバルの確保

始業から
①24時間以内に９時間
②46時間以内に18時間
のいずれか

及び代償休息のセット（努力義務）

＜Ｃ水準＞
上記Ａ水準の勤務間インターバル及び
代償休息のセット（義務）

臨床研修医の勤務間インターバルは、
始業から
①24時間以内に９時間
②48時間以内に24時間

のいずれかとなる。

将来に向けて
縮減方向
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医師の働き方改革に関する厚生労働省の取組

１．医療機関の宿日直許可申請の円滑化に向けた支援
・ 厚生労働省に医療機関の宿日直申請に関する相談窓口の設置（令和４年４月）、医療機関の宿日直許可事例、Q&Aの周知
・ 勤改センターによる相談機能の強化（個別の訪問支援、労働局と連携した相談支援、許可申請する際の同席支援 等）
・ 各労働局を通じた管轄地域の医療機関に対する宿日直許可に関する説明会の開催

２．医療機関への個別支援
・ 大学病院を含めた医療機関への伴走支援・働き方改革推進のための技術的助言 ・ 医療機関の課題に対応した勤改センターによ

る個別支援（個別の勤務環境改善支援、時短計画作成支援 等）

３．都道府県・医療勤務環境改善支援センター（勤改センター）の取組強化への支援
・ 都道府県担当課長を交えた都道府県や勤改センターへのヒアリング・勤改センターが行う医療機関支援に関する技術的助言
・ 各都道府県の取組事例の周知、勤改センターのアドバイザー向けの研修の実施 等

４．周知広報
・ 医師の働き方改革について国民向けに広く制度の周知を行う普及啓発事業を実施
・ 医師の働き方改革を取り上げる医学系学会学術集会及び医療系団体講演会への積極参加
・ 医療機関の病院長向けのトップマネジメント研修等各種セミナーの実施による情報発信 等

５．地域医療介護総合確保基金の活用
区分６：医師確保経費（宿日直対応の非常勤医師の確保経費）、タスクシフト・シェアリング経費（医師事務補助作業補助者

確保経費）、医療機器整備（タブレット問診システム、オンライン診療システム）、勤怠管理システムの導入、コンサルタン
ト経費（勤務環境改善のためのコンサルタント経費）長時間労働の医師が所属する医療機関への医師派遣体制の構築
（寄附講座、逸失利益等）等

区分４：医師不足地域の医療機関への医師派遣体制の構築（寄附講座、謝金等）、産科・救急・小児等の不足診療科の医
師確保支援（手当、謝金等）等
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勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
（地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅵ）

令和６年度予算額：９５億円（公費１４３億円）
（令和５年度予算額：９５億円（公費１４３億円））

※地域医療介護総合確保基金（医療分）1,029億円の内数

Ⅰ地域医療勤務環境改善
体制整備事業

労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の
体制整備に取り組む医療機関に対する助成を行う事業

※下線部はR6年度における主な変更箇所

• 1床当たりの標準単価：133千円
• 「更なる労働時間短縮の取組※」を実施する医療機関は、１床当たりの標準単価を最大266千円まで可とする。

Ⅱ 地域医療勤務環境改善
体制整備特別事業

教育研修体制を有する医療機関への
勤務環境改善支援を行う事業

【令和６年度新規事業】

Ⅲ 勤務環境改善
医師派遣等推進事業

※地域医療体制確保加算を取得していても対象とする。
※同一法人間の医師派遣は除く

長時間労働医療機関へ
医師派遣支援を行う事業
【令和６年度新規事業】

標準事業例通知における標準事業例26及び医師派
遣推進事業の標準単価に準じて、都道府県において
定める額
※派遣医師１人当たり1,250千円×派遣月数 等

派遣

対象医療機関

補助経費

※地域医療体制確保加算を取得していても対象
とする。※地域医療体制確保加算を取得している場合は対象としない。

かつ

医師の労働時間短縮の取組として、「医師労働時間短縮計画」に基づく取組を総合的に実施する事業の経費
※ タスク・シフト/シェアにかかる経費、複数主治医制の導入経費、追加的健康確保措置や労働時間短縮に資する機器購入経費、
これらに類する医師の労働時間短縮に向けた取組 等

補助単価

対象医療機関

① 医師派遣受入医療機関
地域医療に特別な役割を担う医療機関であって、
年通算の時間外・休日労働時間が720時間を超え
る医師のいる医療機関

② 医師派遣医療機関
①の医師派遣受入医療機関に医師を派遣する
医療機関

補助経費

補助単価

• 医師派遣に係る逸失利益補填
• 医師派遣を目的とした寄附講座 等

年通算の時間外・休日労働時間が720時間以上の医師がおり、
以下に該当する地域医療に特別な役割がある医療機関

一般病床の許可病床100床あたりの常勤換算医師数が
40人以上かつ常勤換算医師数が40人以上の医療機関
であって、基幹型臨床研修病院又は基本19領域のいず
れかの領域における専門研修基幹施設である医療機関

※ 「更なる労働時間短縮の取組」（令和８年度までは以下の取組）
・ 大学病院改革ガイドラインに基づき、大学改革プランを策定した場合
・ 年度ごとに定めた時間外・休日労働時間時間の基準を超過する36協定を締結していない場合 等

以下のいずれかを満たす医療機関を支援

※事業I、Ⅱにおいて支援を受ける医療機関および事業Ⅲにおいて医師派遣を受ける医療機関は「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、医師労働時間短縮計画を作成し、労働時間短縮に向けた取組を行う医療機関であること。
※Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれにおいても、区分Ⅵの他の事業の補助を実施している場合あっても対象とする。

基幹型臨床研修病院かつ基本19領域のうち10以上の
領域において専門研修基幹施設である医療機関

救急用の自動車または救急医療用ヘリコプターによる
搬送件数年間2,000件未満であって地域医療に特別な
役割を担う医療機関

・救急搬送件数1,000件以上2,000件未満
・救急搬送件数1,000未満であって夜間・休日・時間
外入院件数 年500件以上

・５疾病６事業で重要な医療を提供している場合 等
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「医師労働時間短縮計画」の位置づけ

○ 医師の勤務環境の改善に向けた医療機関勤務環境マネジメントシステムの活用は「医師労働時間短縮計
画」がその中心的な役割を担うこととなります。

○医師労働時間短縮計画作成ガイドラインにより、医師労働時間短縮計画（時短計画）には、
①労働時間の短縮に関する目標、②実績、③労働時間短縮に向けた取組状況の記載が定められており、特定労務管理対象機
関のほか、特に労働時間短縮が求められる医療機関の補助等の要件となっているため、該当する医療機関は作成が必須。

・診療報酬における「地域医療体制確保加算」の施設基準

・「地域医療介護総合確保基金」区分６の交付要件

○また、それ以外の医療機関でも時短計画の作成及び時短計画に基づく取組等が進むよう積極的な周知と支援を図ること。
（「医療従事者の勤務環境の改善等に関する事項の施行について」（平成26年10月1日付け医政局長通知、令和6年4月1日最終改正）

医師労働時間短縮計画

医療機関勤務環境マネジメントシステム（全医療機関・全職種）

医師労働時間短縮計画
（全医療機関・医師）

・特定労務管理対象機関
・地域医療体制確保加算
・地域医療介護総合確保基金区分６

医師労働時間短縮計画
（特定労務管理対象機関等・医師）

医師労働時間短縮計画
（全医療機関・医師以外の職種）

・特定労務管理対象機関の指定以外においても計画の作成及び
計画に基づく取組等が進むよう積極的な周知と支援を図る

・医療勤務環境マネジメントシステムの活用は「医師の「働き方改革」へ向けた医療勤務環境マネジメントシステム導入の手引き」を参考に。

・当該「手引き」は、組織を動かすための実際的な手順等を示しており、「医師労働時間短縮計画」に取り組む医療機関にも参考となります。
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ガイドライン改正の概要

ガイドライン改正のポイントは３点。以下により具体的な見直し方法をお示しする。
①計画の見直し（暫定評価、最終評価）、 ②参考資料の作成、 ③計画・参考資料の提出

年度暫定評価
年度の後半に実施し、計画の見直しの要否等の判断に活用する。

年度最終評価
次年度開始後に実施し、前年度の１年間の実施状況に関する評価を行い、必要に応じて計画の更なる修正に活

用する。

❶ 計 画 の 見 直 し

計画作成時、暫定評価時、最終評価時に評価、見直しの参考となる資料を作成。

別添１ ： 水準別、診療科別の労働時間に関する資料

別添２－１： 労働時間短縮に向けた取組（タスク・シフト／シェア）に関する資料

別添２－２：労働時間短縮に向けた取組（医師の業務の見直し、その他勤務環境改善）に関する資料

❷ 参 考 資 料 の 作 成

特定労務管理対象機関は①～③を都道府県に提出（G-MISによる）。それ以外の医療機関は③をG-MISに登録。

① 暫定評価時の「参考資料」 ： 作成後直ちに。提出期限は2月15日

② 毎年の見直しによる変更後の「計画」 ： 作成後直ちに。提出期限は4月15日

③ 最終評価時の「計画」・「参考資料」 ： 作成後直ちに。提出期限は６月末日

❸ 計 画 ・ 参 考 資 料 の 提 出
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医療従事者の勤務環境改善に取り組む医療機関への支援体制の構築 (平成26年10月1日施行)

【事業イメージ（全体像）】
医師・看護職等の医療スタッフの離職防止や医療安全の確保等を図るため、国の指針・手引きを参照して、各医療機関がPDCAサ
イクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境改善に向けた取組を行う仕組み（勤務環境改善マネジメントシステム）を創設す
るとともに、各都道府県に、こうした取組を行う医療機関に対する総合的・専門的な支援体制（医療勤務環境改善支援センター）
を設置する。センター事業は地域の医療関係団体等による実施も可能。（都道府県の実情に応じた柔軟な実施形態が可能。）

一
体
的
な
支
援

医療労務管理支援事業
（医療労務管理アドバイザー等の配置）

医業経営アドバイザー
○診療報酬制度面
○医療制度・医事法制面
○組織マネジメント・経営管理面
○関連補助制度の活用
等に関する専門的アドバイザーの派遣等

○労務管理面でのアドバイザー等の配置

各医療機関の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく「勤務環境改善計画」の策定・実施・評価等を、専門家のチー
ムにより、個々の医療機関のニーズに応じて、総合的にサポート

労働基準局予算
都道府県労働局が執行

令和６年度予算額 労働保険特別会計７．９（７．６）億円

地域医療介護総合確
保基金対象事業

マネジメントシステ
ムの普及・導入支援、
相談対応、情報提供

等

医政局予算
都道府県衛生主管部局

令和６年度予算額 地域医療介護総合確保基金
公費1029億円（1,763億円）の内数

都道府県 医療勤務環境改善支援センター

現状の分析

課題の抽出

改善計画の策定改善計画の策定

勤務環境改善マネジメントシステム

勤務環境改善に取り組む医療機関

院内で、院長、
各部門責任者や
スタッフが集ま
り協議 ガイドラインを参

考に 改善計画を
策定

・医療従事者の働き方・休み方の改善
多職種の役割分担・連携、チーム医療の推進
医師事務作業補助者や看護補助者の配置
勤務シフトの工夫、休暇取得の促進 など

・働きやすさ確保のための環境整備
院内保育所・休憩スペース等の整備
短時間正職員制度の導入
子育て中・介護中の者に対する残業の免除
暴力・ハラスメントへの組織的対応
医療スタッフのキャリア形成の支援 など

※ 地域の関係団体と連携した支援
医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会・病院協
会・社会保険労務士会・医業経営コンサルタント協会

等

社会保険労務士、
医業経営コンサ
ルタントなど

都道府県
労働局
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都道府県 医療勤務環境改善支援センターについて

◇ 医療勤務環境改善支援センター（勤改センター）は、医療従事者の勤務環境改善の改善を促進するための拠点として、各都道府県が設置。
※ 改正医療法（平成26年10月施行）に基づき、平成29年３月までに全都道府県に設置。都道府県の直接運営や県医師会や病院協会等の団体への委託により運営。

◇ 勤改センターには、医療労務管理アドバイザー（社会保険労務士等）や、医業経営アドバイザー（医業経営コンサルタント等）が配置され、医療機関からの
相談に応じて、医療機関の勤務環境改善や医師の働き方改革の取組を支援。

医療従事者の勤務環境改善や
医師の働き方改革の取組等に関する相談

都道府県 医療勤務環境改善支援センター

相談に基づく助言/支援（電話相談、訪問支援）
医療機関の状況に応じたプッシュ型の助言/支援

概要

医療機関

勤改センター運営協議会
都道府県が主催。地域の行政機関や関係機関（※）が参画
し、医療従事者の勤務環境改善促進の地域の拠点として、
連携して医療機関の支援方針を決定。
※ 都道府県労働局、大学病院、都道府県医師会、看護協会、病

院団体、社会保険労務士会、 医業経営コンサルタント協会 等

・医療労務管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（都道府県労働局の委託事業：労務管理面の助言/支援）
・医業経営ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（都道府県の基金事業：診療報酬、関連補助制度の活用、

勤務環境改善に取り組む医療機関

組織ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・経営管理面の助言/支援）

※ 地域の関係者や、医療労務管理AD・医業経営
ADによる一体的な支援を実施。

医師の働き方改革に関する助言・支援（例）医療従事者の勤務環境改善に関する助言・支援（例）

○勤務環境の改善に向けた取組方法やプロセス（勤務環境改善ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃ
ﾑ）に関する助言・支援
・ 医療従事者に対するアンケート調査（満足度調査等）の実施
・ 多職種による意見交換会の実施、取組に関する計画作成支援 等

○具体的な取組への助言・支援（関係機関との連携）
・ ハラスメント対策、育児や介護との両立支援対策、メンタルヘルス対策、
医療従事者のキャリア形成等に関する助言、研修、好事例紹介等

○基本的な労務管理（労働時間管理、36協定等）に関する助言

○時間外・休日労働時間の特例を受ける医療機関の指定申請に向けた取組支援
・ 労働時間短縮計画の作成支援、医療機関勤務環境評価センターの評価受審支援等

○長時間労働医師に対する面接指導、勤務間インターバルの実施に関する取組支援

○医師に関する適切な労務管理に関する助言
・ 副業・兼業、研鑽、宿日直許可取得後の適切な労務管理等

○医師の労働時間短縮に向けた具体的な取組への助言・支援
・ 労働時間短縮計画を実行していくためのPDCAサイクル実行のための助言
・ タスク・シフト/シェア、ICTの導入等に関する助言、研修、好事例紹介等
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参考資料
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「医師の働き方改革」.jp

URL:https://iryou-ishi-hatarakikata.mhlw.go.jp/

イメージキャラクターを基軸に、ポスター、リーフレット等を無料公開。
ポータルサイトとして、様々な情報をここから発信しています。
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病院長等を対象としたマネジメント研修事業

（事業内容）
・医師の労務マネジメントに関わる管理者層に対し、行政説明・医療機関における取組事例の紹介・受講者によ
る意見交換を内容とする医師の働き方改革に向けた研修を実施

。
令和６年度研修 2024年７月～開始

152



追加的健康確保措置（面接指導）

１か月の時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師が面接指導の対象となります。
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長時間労働を行う医師への面接指導のポイント

○ 全ての医療機関で、長時間労働を行う医師への面接指導の実施が義務化されました。
○ 従来の労働安全衛生法に基づく面接指導とは異なる仕組みですので、実施体制を定着させる必要があります。

面接指導対象医師に対し、面接指導を実施すること
面接指導実施医師に、面接指導に必要な情報を提供すること
面接指導実施後、健康確保措置についての面接指導実施医師の意見を聞くこと
必要なときは、面接指導対象医師の健康確保のため、労働時間の短縮、宿直の回数の減少、その他の適切な措置を行うこと
面接指導、面接指導実施医師の意見、健康確保措置の内容を記録、保存すること 等

管理者の義務

時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師が対象です。
Ａ～Ｃのどの水準が適用されているかにかかわらず対象になります。
対象者が面接指導を希望しているかどうかにかかわらず実施する必要があります。
対象者には面接指導を受ける義務があります。

面接指導の対象者
（面接指導対象医師）

面接指導は面接指導実施医師が行います。当該医師になるためには以下が必要です。
・ 面接指導対象医師が勤務する病院又は診療所の管理者でないこと
・ 「面接指導実施医師養成講習会」の受講を修了していること
（※）上記を満たしていれば産業医でなくても面接指導実施医師になれます。また、面接指導実施医師になるためには、産業医であっても上記を満たす必要があります。

面接指導を行う医師
（面接指導実施医師）

面接指導の流れ

原則として時間外・休日労働が100時間以上となる前に実施する必要があります。面接指導実施時期
必要な面接指導を実施しなかった場合には医療法違反となります。
2024年４月以降、面接指導の実施は、医療法第25条に基づく立入調査（医療監視）の確認項目となります。
必要な面接指導を実施せずに月100時間以上の時間外・休日労働をさせた場合は労働基準法違反にもなります。

履行確保

時間外・休日
労働が100 時

間見込み

面接指導実施
医師による 面

接指導

面接指導実施
医師による
書面の作成

管理者・
事業者へ

書面の提出

管理者・
事業者による

健康確保措置

Ａ水準の医療機関も
対応が必要です。

！
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長時間労働医師への面接指導の実施に係る研修事業

（背景）
令和６年度から、医療機関は時間外・休日労働が月100時間を超える長時間労働をする医師に対して、健康確保

のための面接指導を実施することが義務付けられることになり、また、当該面接指導を実施する医師については、
面接指導に必要な知見に係る研修を受けることが求められている。

(事業概要)
長時間労働を行う医師が所属する医療機関が、面接指導に必要な知見に係る研修を受けた医師を令和６年度の制

度開始以降も、必要な人数を確実に確保・育成するために求められる面接指導講習会の充実を目的とする。

ロールプレイ研修

e-learning研修

面接指導講習会

面 接 指 導

実 施 医 師
医 療 機 関

厚 生 労 働 省

受講

講習会の周知
（Webサイト等）

・面接指導講習会の実施
・研修教材の改修
・研修システムの改修
・Webサイトのブラッシュアップ
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⑥ 開設届出のなされた歯科技工所の一覧の

ホームページ等への掲載について
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ポイント（⑥開設届出のなされた歯科技工所の一覧のホームページ等への掲載について）

無届の歯科技工所において作成された補てつ物等は、衛生上有害なものとなるおそれがある

ため、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することがないよう注意喚起等の対応を

依頼しているが、依然として無届の歯科技工所が存在するとの情報がある。

歯科医療機関等において、取引先の歯科技工所が開設の届出を出しているかどうかを的確に

識別できるよう、都道府県に対して、開設の届出がなされた歯科技工所について、管理番号

を付与してホームページに一覧として掲載するよう依頼する通知を令和５年12月11日に発

出。

令和６年７月に、厚生労働省のホームページ上に、各都道府県等のホームページへのリンク

を掲載し、歯科技工所の一覧を閲覧できるように対応。

引き続き管理番号の付与についてもご対応いただくとともに、すでに廃業している歯科技工

所についての実態調査等についてもご協力いただきたい。
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通 知 の 内 容

歯科技工士法第21条第１項の規定に基づく開設届出のなされた歯科技工所の一覧のホーム

ページ等への掲載について（令和５年12月11日付医政局歯科保健課長通知）

背 景

〇 無届の歯科技工所において作成された補てつ物等は、衛生上有害なものとなるおそれがあるため、無届の歯科技工所 に補てつ物の作
成等を委託することがないよう注意喚起等の対応を依頼（平成29年９月７日付け医政発0907第７号 厚生労働省医政局長通知）

〇 しかし、いまだ、無届の歯科技工所が存在するとの情報が報告されていることから、無届の歯科技工所に関する情報に接した際には、
実態を調査した上、速やかに開設の届出を行うよう指導を徹底し、貴管下の歯科医療機関等が無届の歯科技工所と補てつ物等の作成等
について取引を行うことがないよう、改めて注意喚起するとともに、以下の内容を依頼。

〇 国民に安心・安全な歯科補てつ物等を提供する観点から、歯科医療機関等が、取引を行う歯科技工所が開設の届出
を出しているかどうかを的確に識別できるよう、都道府県等に対して、届出がなされた歯科技工所について、管理
番号を付与してホームページに一覧として掲載するよう依頼。

〇 届出がなされた全国の歯科技工所を確認できるよう令和６年７月（予定）より、厚生労働省のホームページ上に、
各都道府県等のホームページへのリンクを掲載する予定としているため、それまでの間に対応いただくよう依頼。

【ホームページ等への掲載事項の例】
（１）管理番号

＜例１＞①都道府県名＋②保健所名＋③歯科技工所の番号
＜例２＞①都道府県番号＋②保健所番号＋③歯科技工所の番号

（２）届出歯科技工所名
（３）歯科技工所の所在地
（４）その他、各保健所で必要とされる事項

（４）・ ・ ・（３）歯科技工所の所在地（２）届出歯科技工所名（１）管理番号

・ ・ ・××市○丁目○番○号○○歯科技工所○○県 - ×× - 0001

・ ・ ・××市△丁目△番△号△△デンタルラボラトリー○○県 - ×× - 0002

・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・

＜例１＞

（４）・ ・ ・（３）歯科技工所の所在地（２）届出歯科技工所名（１）管理番号

・ ・ ・××市○丁目○番○号○○歯科技工所01 - 003 - 0001

・ ・ ・××市△丁目△番△号△△デンタルラボラトリー01 - 003 - 0002

・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・

＜例２＞

H P 掲 載

〇 令和６年７月に、厚生労働省のホームページ上に、各都道府県等のホームページのリンクを掲載
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158505_00005.html
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歯科技工所のホームページ掲載状況

140

12 5

HP掲載状況（全157自治体）

掲載済み

未掲載
（今後掲載の予定あり）

未掲載
（今後掲載の予定なし）

72

36

38

掲載済み自治体のうち、番号付与の状況

通知に準拠した
番号を付与

番号を付与していない

独自の番号を付与

都道府県等に対して、届出がなされた歯科技工所について、管理番号を付与してホームページに一覧として掲
載するよう依頼。また令和６年７月に厚生労働省のホームページ上に、各都道府県のホームページのリンクを
掲載を予定。（令和５年12月11日付医政局歯科保健課長通知）

令和６年７月に、都道府県に対し歯科技工所の一覧のホームページ等への掲載状況の確認を実施。
（令和６年７月２日付事務連絡）

令和６年７月31日に厚生労働省のホームページへ、各都道府県等のホームページのリンクを掲載。

※令和６年12月12日時点
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⑦ 医療人材の確保について
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ポイント（⑦医療人材の確保について）

医学部臨時定員について、医師の偏在対策に資するよう、個々の地域の実情や都道府県の

意見を十分に聞きながら、必要な対応を進める。

令和８年度の医学部臨時定員については、令和６年度の医学部総定員数を上限とし、令和

７年度の枠組みを暫定的に維持することとした。その上で、臨時定員全体の必要性を十分に

精査し、地域における医師の確保に真に必要な範囲に限り臨時定員の設置を認めることとす

る。令和８年度の医学部入学定員の臨時増員に当たっては、各都道府県は積極的に大学と恒

久定員内への地域枠や地元出身者枠の設置について調整を行った上で、臨時定員の必要性は

慎重に検討いただきたい。

臨床研修医の偏在対策を行うため、厚生労働省において、各都道府県別の募集定員上限を

設定しているところ。臨床研修病院への定員配分については、令和８年度研修の各都道府県

の募集定員上限に基づき、地域医療対策協議会に意見を聴いた上で、適切に対応いただきた

い。また、広域連携型プログラムについては、令和８年度からの開始（令和７年４月末まで

にプログラム届出）に向けて、現在、対象となる都道府県の病院間においてプログラムの作

成に向けた検討・調整を行っているところ。引き続き、厚生労働省において状況を把握しつ

つ、円滑なプログラムの作成や調整に資する情報を提供することとしており、対象となる都

道府県においても、状況把握や病院間調整の支援にご協力いただきたい。

Ⅰ 医師養成過程を通じた対策について
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ポイント（⑦医療人材の確保について）

Ⅱ 看護職員確保対策について

看護職員確保にあたっては、「新規養成」「復職支援」「定着促進」を３本柱とした取組

を推進しており、看護職員従事者数は年々増加している。また、第８次医療計画においては、

各都道府県では、次の３つの方向性に沿って対策を進めることとなっているため、引き続き、

適切なご対応をお願いしたい。

① 看護職員の需給の状況は、地域ごとに差異があることから、地域の関係者の連携の下、

都道府県・二次医療圏ごとの課題を把握し、課題に応じた看護職員確保対策の実施を推進。

② 訪問看護は需要の増大が大きく、人材確保が困難であることから、都道府県において、

地域医療介護総合確保基金の活用などにより、訪問看護に従事する看護職員の確保を推進。

③ 新興感染症等の感染症拡大への迅速・的確な対応等のため、都道府県ごとの就業者数の

目標の設定等を通じて、特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の養成・確保を

推進。

令和６年度補正予算においては、中央ナースセンターが中心となって、へき地等における

潜在看護職等の就業支援を実施するための経費を計上しているので、これらの取組を活用し

て、へき地等の看護職員不足地域における看護職員確保に取り組んでいただきたい。

162



ポイント（⑦医療人材の確保について）

Ⅱ 看護職員確保対策について

特定行為研修については、指定研修機関及び研修修了者ともに増加傾向となっている。年

間で受け入れ可能な人数は6,000人を超えている。

特定行為研修制度の推進策として、指定研修機関、医療機関、研修受講者それぞれに対す

る支援策があるので、都道府県におかれては、これらも活用しながら、特定行為研修修了者

の養成・確保に取り組んでいただきたい。

令和５年10月に「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」を改定し

ており、都道府県においては、当該指針を踏まえ、看護補助者の確保や看護学生の確保に取

り組んでいただきたい。

令和６年４月から、災害支援ナースを医療法上の「災害・感染症医療業務従事者」に位置

づけたところであり、都道府県が協定に基づき医療機関に災害支援ナースの派遣を依頼する

仕組みとなっているので、引き続き、医療機関との協定締結に取り組んでいただきたい。
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ポイント（⑦医療人材の確保について）

Ⅲ 医師法等に基づく医療従事者による２年に一度の届出のオンライン化について

地方分権改革提案等を踏まえ、医療従事者や地方自治体職員の事務負担を軽減等するため、

医師法等に基づく医療従事者（医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護

師、歯科衛生士及び歯科技工士）による２年に一度の届出について、令和４年度から医療機

関等に勤務する医療従事者からの届出のオンライン化を図ったところである。今年度は届出

の年であるため、これまで同様、 届出期日である１月15日以降の届出率の維持・向上を図

るための取組等にご協力いただきたい。なお、紙による届出も一部残ることとなるため、引

き続き、届出業務にもご協力いただきたい。 【P190】
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Ⅰ 医師養成過程を通じた対策について
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医学部定員

地域枠等

地域枠等を要件とした臨時定員

8,280人
（昭和56～59年度） 7,625人

(平成15～19年度)

昭和57年
閣議決定

「医師については
全体として過剰を

招かないように配慮」

昭和48年
閣議決定

「無医大県解消構想」

平成

○ 平成20年度以降、医学部の入学定員が過去最大規模となっており、令和２年度以降、前年度比増が継続している。
○ 医学部定員に占める地域枠等*の数・割合も、増加してきている。（平成19年度173人（2.3％）→令和４年1,736人（18.8％））

※地域枠等：地域医療に従事する医師を養成することを主たる目的とした学生を選抜する枠

昭和

(地域枠等及び地域枠等を要件とした臨時定員の人数について、令和５年文部科学省医学教育課調べ)

（人）

9,403人
(令和６年度)

6,200人

※自治医科大学は、設立の趣旨に鑑み地域枠等からは除く。

令和

医学部入学定員と地域枠の年次推移

R6R5R4R3R2R1Ｈ30H29H28H27H26H25H24H23H22H21H20H19

9,4039,3849,3749,3579,3309,4209,4199,4209,2629,1349,0699,0418,9918,9238,8468,4867,7937,625医学部定員

9,2809,2619,2519,2349,2079,2979,2969,2979,1399,0118,9468,9188,8688,8108,7338,3737,6837,525医学部定員（自治医科大学を除く）

－7,6147,6387,6347,6357,7337,7457,7757,6357,6037,6197,6357,6877,6817,6607,7507,3757,452地域枠等以外の医学部定員

－1,7701,7361,7231,6881,6821,6691,6451,6271,5311,4501,4061,3041,2421,186736418173地域枠等

－19.1%18.8％18.7％18.3％18.1％18.0％17.7%17.8％17.0％16.2％15.8％14.7％14.1％13.6％8.8％5.4％2.3％地域枠等の割合

9559388858658409049039048868587947707316766173041180地域枠等を要件とした臨時定員

10.3%10.1％9.6％9.4%9.1%9.7%9.7%9.7%9.7%9.5%8.9%8.6%8.2%7.7%7.1%3.6％1.5％0％地域枠等を要件とした臨時定員の割合

第２回医師養成過程を通じた医師
の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 ２ 月 2 ６ 日
資料１
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医師需給は、労働時間を週60時間程度に制限する等の仮定をおく「需要ケース２」において、2023年（令和５
年）の医学部入学者が医師となると想定される2029年（令和11年）頃に均衡すると推計される。

・供給推計 今後の医学部定員を令和２年度の9,330人として推計。
※ 性年齢階級別に異なる勤務時間を考慮するため、全体の平均勤務時間と性年齢階級別の勤務時間の比を仕事率とし、仕事量換算した。

・需要推計 労働時間、業務の効率化、受療率等、一定の幅を持って推計を行った。
・ケース１（労働時間を週55時間に制限等 ≒年間720時間の時間外・休日労働に相当）
・ケース２（労働時間を週60時間に制限等 ≒年間960時間の時間外・休日労働に相当）
・ケース３（労働時間を週78.75時間に制限等 ≒年間1860時間の時間外・休日労働に相当）

令和2年度 医師の需給推計について 医療従事者の需給に関する検討会
第35回 医師需給分科会

令和２年８月31日 資料１（一部改）
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医師の確保に関する事項（第８次医療計画の見直しのポイント）

• 医師確保計画の策定において基礎となる、地域ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価するための医師

偏在指標について精緻化等を行う。

• 地域の実情に応じて安定した医師確保を行うため、地域枠等の恒久定員内への設置、寄附講座の設置、地域にお

ける子育て医師等支援などを進める。

概 要

・ 三師統計で用いる医師届出票において、「従たる

従事先」に記載された医療機関が主たる従事先と異

なる医療圏である場合、医師数を主たる従事先では

0.8人、従たる従事先では0.2人として医師偏在指標

を算出する。
※分娩取扱医師偏在指標及び小児科医師偏在指標も同様

・ 新たに、地域の実情に応じた施策を検討する際に

活用することができるよう、勤務施設別（病院及び

診療所）の医師偏在指標を参考として都道府県に提

示する。

医 師 偏 在 指 標 の 精 緻 化 等

• 安定した医師確保を行うため、都道府県は、積極

的に恒久定員内への地域枠や地元出身者枠の設置

について大学と調整を行う。

• 特に医師少数都道府県においては、地元出身者を

対象として他都道府県に所在する大学にも地域枠

を設置し、卒前からキャリア形成に関する支援を

行うことで医師確保を促進する。

• 都道府県は、寄附講座の設置、派遣元医療機関へ

の逸失利益の補填に加えて、その他の既存の施策

を組み合わせることで、医師少数区域等の医師確

保を推進する。

• 地域の医療関係者、都道府県、市区町村等が連携

し、地域の実情に応じた子育て医師等支援に取り

組む。

恒 久 定 員 内 へ の 地 域 枠 等 の 設 置 促 進 等

令和５年度１回医療政策研修会

令 和 ５ 年 ５ 月 2 4 日

資料15

一部改変
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○ このため、 令和８年度の医学部定員については、令和６年度の医学部総定員数を上限とし、令和７年度の
臨時増員の枠組みを暫定的に維持することとする。

○ その上で、令和８年度の医学部臨時定員については、「医師確保計画策定ガイドライン」で示されている
方針を踏まえ、以下の対応を行った上で、地域における医師の確保に真に必要な範囲で臨時定員の設置を認
めることとする。
・ 国は各都道府県に対して、安定した医師確保のため積極的に恒久定員内への地域枠や地元出身者枠の設置

についての大学との調整を促す。
・ また、国は都道府県に対して、確保すべき医師数（例えば、臨床研修や臨床研修修了後の時点で確保する

べき人数等）を検討した上で、当該都道府県に所在する大学の地域枠入学でない医師が臨床研修や臨床研
修修了後において当該都道府県に勤務する割合等も踏まえ、真に必要な地域枠数を検討することを促す。

・ その上で、国において臨時定員全体の必要性に加えて、当該都道府県の医師確保計画の進捗状況や地域枠
医師の配置・運用状況、医師養成過程における教育・研修環境の体制、医学部定員の欠員状況等を慎重か
つ丁寧に精査する。

・ 必要に応じ、臨時定員を希望する都道府県・大学に対し、臨時定員の必要性について有識者も含めた検討
の場でヒアリング等を実施する。

○ なお、令和８年度医学部臨時定員の配分については、医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在の
是正を図るため、令和６年末までに策定することとしている総合的な対策のパッケージに関する具体的な議
論や内容を注視しながら、本検討会において、引き続き議論を行っていく。

令和８年度医学部臨時定員に係る方針について

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2024」において、「2026年度（令和８年度）の医学部定員の上限につ
いては2024年度（令和６年度）の医学部定員を超えない範囲で設定するとともに、今後の医師の需給状況を
踏まえつつ、2027 年度（令和９年度）以降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う。」とされた。

第７回医師養成過程を通じた
医師の偏在対策等に関する検討会

令 和 ６ 年 1 0 月 3 0 日
資料１
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1.07倍

臨床研修医の募集定員について

○ 臨床研修の必修化後、研修医の募集定員が研修希望者の1.3倍を超える規模まで拡大し、研修医が都市部に集中する傾向が続いた。
○ このため、平成22年度研修から各都道府県の募集定員上限を設定し、研修医の偏在是正を図っている。

研修医の募集定員数、研修希望者数、募集定員倍率（募集定員数÷研修希望者数）の推移

・研修医の募集定員は、全国の定数管理や地域別の偏在調整が行われず募集定員倍率（研修希望者数に対する募集定員数の
比率）が1.3倍を超える規模まで拡大

平成22年度～

平成16年度

・平成22年度から臨床研修を開始する研修医について、厚生労働省が各都道府県の募集定員上限を設定

平成27年度～ ・募集定員倍率を令和2年度に向けて約1.10倍まで縮小する

1.10倍 1.09倍

1.35倍

1.25倍

1.22倍

1.06倍

臨床研修制度等に関する意見のとりまとめ（平成21年２月18日 臨床研修制度のあり方等に関する検討会）
（２）募集定員や受入病院のあり方の見直し
○研修希望者に見合った募集定員の総枠を設定するとともに、研修医の地域的な適正配置を誘導するため、人口分布を始め
医師養成規模・地理的条件等を考慮した都道府県別の募集定員の上限を設定する。

令和３年度～ ・募集定員倍率を令和７年度に約1.05倍まで縮小する

・令和３年度から臨床研修を開始する研修医について、各都道府県が、厚生労働省が設定した各都道府県の募集定員上限の
範囲内で、当該都道府県内の病院の募集定員を設定

1.24倍

1.31倍

資料１－１

令和６年度第４回医道審議会
医師分科会 医師臨床研修部会

令和６年11月27日

170



令和８年度の各都道府県の募集定員上限の算出方法

■各都道府県の募集定員上限

④激変緩和措置(直近の採用人数保障)

研修希望者数（推計）（10,288人）✕ 1.05 ※１

■全国の募集定員上限（１０,８０３人）

Ⓐ 人口

全国の研修医総数（9,156人※2） ×

全国の研修医総数（9,156人）×

都道府県の人口

全国の総人口

Ⓑ 医学部入学定員

医学部の入学定員

全国の医学部入学定員

全国の研修医総数（9,156人）×

* Ⓑ(入学定員)を用いる場合、Ⓐ(人口)の1.2倍を限度

①基本となる数

ⒶとⒷの多い方*

ⒶとⒷの多い方*の全都道府県
合計

③地理的条件等による加算

地域枠入学者数 ×1.05※１

②地域枠による加算

＋

＋

(1)100㎢当たり医師数※3

(2)離島の人口※４

(3)医師少数区域の人口※５

(4)都道府県間の医師偏在状況※６

※３ 100㎢当たりの医師数が、全国平均よりも少ない都道府県
は①×0.07、30未満の都道府県は①×0.1を加算

※４ ①× 離島人口×３/当該都道府県の人口 を加算
※５ ③(2)までを配分した後の未配分の数×「当該都道府県の

医師少数区域の人口/全国の総人口」を加算
※６ ③(3)までを配分した後の未配分の数を、都道府県間の医

師偏在状況（医師偏在指数）に応じて按分した数を加算

・①～③の合計（「仮上限」）が、直近（令和６年度）の採用人数よりも少ない都道府県は、令和６年度の採用人数と「令和
７年度の募集定員上限×0.99」のうち少ない方の人数を当該都道府県の募集定員上限とする

・上記により追加する定員は、他の都道府県の「仮上限」から
に応じて定員を削減して捻出
ただし、「令和７年度の募集定員上限を全て病院に配分した都道府県」は、「仮上限」からの定員削減の対象外とする

各都道府県の（「仮上限」 － 令和６年度採用数）

各都道府県の（「仮上限」 －令和６年度採用数）の合計

※2 研修医総数（推
計）は、研修希望
者数（推計）に、
過去３年間の研修
希望者数に対する
採用人数の割合を
乗じた数

※1 令和８年度は1.05で据え置き

＋

＋⑤募集定員上限の減少率が、直近の全国の募集定員上限の減少率を上回る場合の加算※上記10,803人に別途加算するもの

・ ①～④の結果、令和７年度の募集定員上限からの減少率が3.4％（直近の全国の募集定員上限の減少率）を上回る都道府県
（令和７年度の募集定員上限を全て病院に配分している都道府県に限る）に対して、令和７年度の募集定員上限からの減少
率が3.4％となるまで加算

（注）令和７年度か
らは、各病院の募集
定員を２人以上とす
るための加算は、当
該都道府県の募集定
員上限の範囲内で行
うこととしている。

資料１－１

令和６年度第４回医道審議会
医師分科会 医師臨床研修部会

令和６年11月27日
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広域連携型プログラムの概要①

参考➀：大学病院で臨床研修を行った研修医が、病院（プログラム）を選んだ理由として、いわゆる「たすきがけプログラム」が
上位に挙がる

参考➁：臨床研修医の中でも長期の地域での研修を希望する者が一定数存在する

臨床研修修了者（令和３年度修了）アンケートにおいて、地域医療研修の期間が「短かった」と回答した者：約15％

令和４年３月修了者令和３年３月修了者令和２年３月修了者

臨床研修のプログラムが充実（35.7%）臨床研修のプログラムが充実（36.2％）出身大学である（37.9％）第１位

出身大学である（32.5%）出身大学である（35.2％）臨床研修のプログラムが充実（34.4％）第２位

「たすきがけプログラム」があったから
（26.0%）

「たすきがけプログラム」があったから
（29.1％）

「たすきがけプログラム」があったから
（27.7％）

第３位

臨床研修を行った病院（プログラム）を選んだ理由（臨床研修修了者アンケート 研修先：大学病院）

医師多数県の基幹型病院（連携元病院）に採用された研修医が、医師多数県における研修を中心としつつ、
医師少数県等の臨床研修病院（連携先病院）においても一定期間研修するプログラム

以上に加え、本プログラムを通じて地域における医療へのキャリアの選択肢が広がるなど、
医師偏在対策に資する

地域における研修機会の充実に
ー医師少数区域など地域の医療現場を経験できる機会を充実

複数の医療現場の魅力・特性を生かした充実した研修が可能に
ー異なる医療現場を経験できる、地域における医療現場を経験できるなど

研修医のキャリアの選択肢に
ー異なる環境で医療に従事する中で、研修医の将来のキャリア検討の選択肢や自分の特性に気づく契機になる

全国の臨床研修ネットワークの形成に
ー異なる地域の臨床研修に関するネットワークが形成され知見の共有等につながる

資料１
一部改

令和６年度第１回 医道審議会
医師分科会 医師臨床研修部会

令和６年６月26日
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１．連携元区域（医師多数県）
医師多数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以上の都道府県（但し、地理的事情などの特殊事情を有する沖縄県は除く。）

２．連携先区域（医師少数県等）
➀医師少数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県

➁医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の医師少数区域

➂連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域（対象人数の一部）

３．対象人数
・医師多数県の募集定員上限の５％以上

※連携先病院が連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域に所在する病院である場合には、募集定員上限の５％のうち２％を限度とする。

４．時期・期間
・プログラムの実施時期は原則として臨床研修の２年目とする。
・プログラムの実施期間は24週又はそれ以上とする。

５．費用負担
・プログラムの作成・実施に係る費用に関する国による支援を検討。
※令和６年度補正予算において、広域連携型プログラムの責任者となるプログラム責任者に係る経費等を計上。

東京都、大阪府、京都府、岡山県、福岡県

青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、新潟県、長野県、岐阜県、三重県、山口県、宮崎県

北海道、宮城県、福井県、島根県、大分県、鹿児島県の医師少数区域

東京都、京都府、岡山県、福岡県の医師少数区域

※連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域について、人口30万人以上の二次医療圏は連携先区域から除く。
※連携先病院が連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域に所在する病院である場合には、募集定員上限の５％のうち２％を限度とする。

※医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の中で富山県、山梨県、広島県、愛媛県は医師少数区域がない。

※連携元区域に該当する医師多数県のうち、大阪府には医師少数区域がない。

資料１－１
（一部改）

令和６年度第４回医道審議会
医師分科会 医師臨床研修部会

令和６年11月27日
広域連携型プログラムの概要②
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広域連携型プログラムの作成スケジュール

医師少数県等
連携先病院

医師多数県
連携元病院

厚生労働省

連
携
先
病
院
の
選
定
・

情
報
提
供

連
携
元
病
院
の
選
定
・

情
報
提
供

プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成

連携先病院のリス
ト・情報の提供を依
頼

連携元病院の選定を
依頼

連携先病院リスト・
情報を提供

連携先病院リスト・
情報を作成

連携元病院リストの
提供

連携元病院リストの
提出

連携元病院を選定

連携元病院⇒都府県
プログラム届出

連携先病院リスト・
情報の提出

令和７年４月末までに
プログラム届出

現在の取組段階
※今後具体的な進捗状況
を把握予定

リスト提供（９月）

リスト提供（９月）

医師多数県・連携
元病院への連絡

医師少数県等・連携
先病院への連絡

県・病院間の調整・プログラム作成

資料１－１
（一部改）

令和６年度第４回医道審議会
医師分科会 医師臨床研修部会

令和６年11月27日
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Ⅱ 看護職員確保対策について
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看護職員確保に向けた施策の方向性

看護職員の確保に当たっては、「新規養成」「復職支援」「定着促進」を三本柱にした取組を推進していく。

①看護職員の新規養成
地域医療介護総合確保基金により、看護師等養成所の整備や運営に対する財政支援を実施。
看護関係資格の取得を目指す社会人経験者が、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座（専門実践
教育訓練）を受講した場合の給付の実施。

②看護職員に対する復職支援
都道府県ナースセンターが、無料職業紹介や情報提供・相談対応等を通じて、潜在看護職の復職支援を実施。
「デジタル改革関連法を踏まえた看護職の人材活用システム」（令和６年度運用開始予定）の構築により、ナースセン
ターによる多様なキャリア情報の把握・活用を通じて、潜在看護職に対する復職支援を充実。

③看護職員の定着促進
地域医療介護総合確保基金により、病院内保育所の整備・運営や仮眠室・休憩スペース等の新設・拡張など、勤務環境改
善に対する支援を実施。
都道府県医療勤務環境改善支援センターにおいて、看護職員を含めた医療従事者の勤務環境改善のための体制整備を行う
医療機関に対して総合的・専門的な支援を実施。

新規養成 復職支援 定着促進

診療報酬改定により令和４年10月に看護職員処遇改善評価料を導入。また、令和５年度補正予算により看護補
助者の処遇改善事業を実施するとともに、診療報酬改定により令和６年６月にベースアップ評価料を導入。

看護職員等の
処遇改善

地域・領域別の
課題への対応

第８次医療計画（令和６年度～）に基づき、都道府県において、都道府県・二次医療圏ごとの課題に応じた看護
職員確保対策の実施を推進するとともに、需要が増大する訪問看護に従事する看護職員の確保方策を策定。 176
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資料出所：厚生労働省「医療施設（静態）調査」「衛生行政報告例（隔年報）」「病院報告（従事者票）」に基づき厚生労働省医政局看護課において集計・推計
・病院で就業する看護職員数は、2017年以降は「医療施設（静態）調査」、2014年以前は「病院報告（従事者票）」による。
・診療所で就業する看護職員数は「医療施設（静態）調査」による。
・病院・診療所以外で就業する看護職員数は「衛生行政報告例（隔年報）」による。なお、「衛生行政報告例（隔年報）」の調査年ではない年については 「衛生行政報告例（隔年報）」の数値に基づく推計値。

（万人）

看護職員就業者数の推移

保健師
6.7万人

助産師
4.2万人

准看護師
30.5万人

看護師
132.0万人

看護職員の確保が進められて、看護職員就業者数は増加を続け、2020年（令和２年）には173.4万人となった。

保健師

助産師

看護師

准看護師

注：看護職員とは、保健師、助産師、看護師及び准看護師のこと。
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看護職員確保対策の推進（第８次医療計画（2024～2029年度）における見直しのポイント）

・ 地域の関係者の連携の下、都道府県・二次医療圏ごとの課題を把握し、課題に応じた看護職員確保対策の実施を推進。
・ 都道府県において、地域の実情を踏まえつつ、需要が増大する訪問看護に従事する看護職員の確保方策を定める。
・ 感染症拡大への迅速・的確な対応等のため、都道府県ごとの就業者数の目標の設定等を通じて、特定行為研修修了者その他の専門性

の高い看護師の養成を推進。

20% 21%

45%

13%

0%

25%

50%

同
じ

１
倍
以
上

２
倍
未
満

２
倍
以
上

３
倍
未
満

３
倍
以
上

看護職員総数が充足されると
推計された都道府県

（2020年の供給数より2025年の看護職員
需要数が少ない）

看護職員総数が不足すると
推計された都道府県

（2025年の看護職員需要数が2020年の供給
数を上回る）

31都道府県16都道府県

不足傾向は都道府県ごとに異なり、都
市部（首都圏、近畿圏等）で不足傾向
が強い

◎看護職員の需給の状況は都道府県・二次医療圏ごとに差異がある

✓ 二次医療圏単位では、総数が不足
傾向の圏域もある。

✓ 多くの二次医療圏で、訪問看護等
について不足傾向。

◎訪問看護は需要の増大が大きく、人材確保が困難

③－②
需要増大(推計)

③
2025年(推計)

②
2020年

①
2016年

0.6136.5136.0134.8病院＋有床診療所＋
精神病床＋無床診療所

4.511.36.84.7訪問看護事業所

1.518.717.315.0介護保険サービス等

0.313.613.411.5保健所・市町村・学校養
成所等

（万人）

※ 都道府県ナースセンターにおける領域別の看護職員の求人倍率（2020年度）を比較
すると、訪問看護ステーションの求人倍率が3.26倍で最大

◎新型コロナの重症者の診療に当たっては、専門性の高
い看護師が数多く必要になった

同等の重症患者の管理と比べ、ECMO管理を要するコロナ
患者の治療に必要であった看護師の数（医療施設の回答）

（ｎ＝89）

資料出所：
・「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会 中間とりまとめ（概要）」（令和元

年（2019年）11月15日）
・厚生労働省「医療施設（静態）調査」「衛生行政報告例（隔年報）」「病院報告（従事者

票）」に基づく厚生労働省医政局看護課による集計・推計結果
・日本看護協会「2020年度 ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関

する分析」
・重症新型コロナウイルス感染症診療における診療報酬上の特例措置についての現状調査（令和

３年７月 日本集中治療医学会）〔調査対象時期：令和２年２月～令和３年６月、調査対象：
集中治療医学会評議員の所属施設225施設（回答率50%）〕

概 要
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施策名：中央ナースセンター事業
（人材活用システムの周知・広報及びナースセンターの機能強化等経費部分）

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

医療機関等における看護職員の確保を図るため、「デジタル改革関連法を踏まえた看護職の人材活用シス
テム」の活用を推進するとともに、ナースセンターの機能強化や公共職業安定所との連携を強化することで、
看護職員の就業支援の充実を図る。

都道府県ナースセンターに対する人材活用システムの周知・広報活動に関する研修等の実施、へき地等における潜在看護職等の
活用及び看護職の就業支援の更なる充実を図るための都道府県ナースセンター等へのICT機器の整備を行うための経費を日本看護

協会に補助する。

看護職個人の質向上を図るとともに、医療機関等における看護職の確保を支援することで、医療機関等において効率的かつ質の
高い医療の提供が期待される。

令和６年度補正予算 31百万円

② 対策の柱との関係

ⅢⅡⅠ

○

１．デジタル改革関連法を踏まえた看護職の人材活用システムの周知・広報

２．ナースセンターの機能強化と公共職業安定所との連携強化
実施主体：日本看護協会（中央ナースセンター）
補助率：定額（10/10相当）
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特定行為研修指定研修機関数・特定行為研修修了者の推移

■指定研修機関数の推移 ■特定行為研修修了者数の推移
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（機関数）

324 423 679 961 661 1525年間修了者数

（令和2年はCOVID19影響で7月末時点）

18 30 44 78 41年間増加数

直近１年は2,621人増加

81 204347

○特定行為研修を行う指定研修機関は、年々増加しており令和６年９月現在で426機関、年間あたり受け入れ可能な人数（定員数）は 6,149人である。
○特定行為研修の修了者数は、年々増加しており令和６年９月現在で11,441人である。

定員数6,149人

（厚生労働省医政局看護課調べ）
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研修機関導入促進支援事業
研修導入に必要な備品購入、eラーニング設置、実習体制構築等の経費に対する支援
指定研修機関運営事業
指導者経費、実習に係る消耗費、委託費、指定研修機関と協力施設の連携に必要な経費に対する支援
組織定着化支援事業
指定研修機関である医療機関等において、組織的かつ継続的に特定行為研修の
受講と修了生の活動を推進する取組を行う医療機関等を財政的・技術的に支援
指定研修機関等施設整備事業
研修を実施するためのカンファレンスルーム、eラーニング設置、
研修受講者用の実習室等の新築・増改築・改修に必要な施設整備に
必要な経費に対する支援
人材開発支援助成金
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を雇用保険により助成

指定研修機関への支援

教育訓練給付
労働者が研修の費用を負担し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けた場合、
その費用の一部を「教育訓練給付」として雇用保険により支援
・一般教育訓練給付：受講費用の20％（上限年間10万円）
・特定一般教育訓練給付：受講費用の40％（上限年間20万円）
・専門実践教育訓練給付：受講費用の50％（上限年間40万円）

※受講者が支給を受けるためには、指定研修機関の特定行為研修が、
教育訓練施設としてあらかじめ厚生労働大臣の指定を受けている
必要がある

研修受講者への支援

地域医療介護総合確保基金
受講者の所属施設に対する支援（医療機関において負担
した受講料等の費用補助、代替職員雇用の費用補助）

診療報酬における評価
一定の要件を満たした研修修了者が、診療報酬上の施設
基準等の要件とされている

平成30年改定：糖尿病合併症管理料、糖尿病透析予防指
導管理料、在宅患者訪問褥瘡管理指導料、特定集中治療室
管理料1及び2

令和２年改定：総合入院体制加算、麻酔管理料Ⅱ

令和４年改定：重症患者搬送加算、重症患者対応体制強
化加算、早期離床・リハビリテーション加算、精神科リエ
ゾンチーム加算、栄養サポートチーム加算、褥瘡ハイリス
ク患者ケア加算、呼吸ケアチーム加算、術後疼痛管理チー
ム加算、専門性の高い看護師による同行訪問、機能強化型
訪問看護管理療養費1～3、専門管理加算、手順書加算

令和６年改定：
特定集中治療室管理料５及び６
機能強化型訪問看護管理療養費1

医療機関への支援

特定行為研修制度の推進策について（特定行為研修の推進に係る支援）
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・看護師等の就業者数は増加（1990年 83.4万人 → 2020年 173.4万人）
・2025年需要推計によると、2020年の就業看護師等数よりも増大が必要
・需給の状況は地域別・領域別に差異があり、地域・領域ごとの課題に応じた確保

対策が重要
・2040年に向け生産年齢人口が減少していく中で看護師等の確保の推進が必要
・2040年頃を視野に入れた新たな看護師等の需給推計は、今後の医療計画の作成等

に活用できるようにすることが重要

・看護師等の教育の課程は、保健師、助産師、看護師（三年課程、二年課程）及び
准看護師の各課程からなり、全日制・定時制など多様な形態で構成される

・地域医療介護総合確保基金による看護師等養成所の整備・運営の支援が重要
・看護関係資格の取得を目指す社会人経験者の教育訓練の受講支援が重要
・療養の場が多様化し地域包括ケアが推進される中で、訪問看護ステーション等で

の需要増加に対応するため、多様な場での実習の充実を更に図っていくことが重要
・今後は看護学生の減少が予想されるため、資質の高い看護教員の確保や看護師等

を安定的に養成する取組など、地域の看護師等学校養成所間での議論が望まれる

・看護師等の就業継続を支援していくため夜勤等の業務負担の軽減や病院等のICT化
の積極的な推進による業務の効率化を図っていくことが重要

・労使において業務内容、業務状況等を考慮した給与水準となるよう努める
・仕事と育児の両立支援に向けた環境整備の推進や地域医療介護総合確保基金によ

る支援も活用した勤務環境改善のための体制整備を進めるよう努める
・職場におけるハラスメント対策を適切に実施していくことが必要
・チーム医療推進のため、タスク・シフト/シェアを進めていくことが重要

・看護師等はライフイベントによるキャリア中断が多いため、新人世代から高齢世
代までを通じたキャリアの継続支援が重要

・すべての新人看護師等が基本的な臨床実践能力を獲得することが重要
・個々の看護師等が置かれた状況等により、例えば、特定行為研修の受講など、就

業場所、専門領域、役職等に応じた知識・技術・能力の向上が求められる
・看護師等の指導を行う看護管理者の役割が重要であり、看護管理者には自らの病

院等のみならず地域の様々な病院等と緊密に連携する能力が求められる

・新規養成・復職支援・定着促進を三本柱とした取組の推進が重要
・都道府県ナースセンターにおける職業紹介等の充実や公共職業安定所と都道府県

ナースセンターとの緊密な連携を通じたマッチングの強化が重要
・「デジタル改革関連法を踏まえた看護職の人材活用システム」により、看護師等

のスキルアップの推進を図ることが重要
・都道府県・二次医療圏ごとの地域の課題に応じた看護師等の確保や領域別の今後

の看護師等の需給を踏まえ、訪問看護における看護師等の確保が重要
・人生100年時代において生涯にわたる看護師等の就業推進が必要

・新興感染症や災害が発生した場合において的確に対応できる看護師等の応援派遣
が迅速に実施できるよう、災害支援ナースの養成及び応援派遣を行う仕組みを構築
することが必要

・国においては、災害支援ナースの養成及びリスト化を進めるとともに、全国レベ
ルでの看護師等の応援派遣調整に係る体制を整備することが重要

・都道府県においては、災害支援ナースの応援派遣に係る医療機関等との間の協定
の締結を着実に進めることが重要

・看護師等の確保を進める上で、医療関係者をはじめ広く国民一人一人が「看護」の重要性や魅力について理解と関心を深めることが必要
・看護補助者が実施可能な業務については、看護補助者が担っていく環境を整備することや看護補助者の社会的な認知の向上に努めることが重要

① 看護師等の就業の動向

② 看護師等の養成

③ 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善

④ 研修等による看護師等の資質の向上

⑤ 看護師等の就業の促進

⑥ 新興感染症や災害等への対応に係る看護師等の確保

⑦ その他看護師等の確保の促進に関する重要事項

○ 厚生労働大臣及び文部科学大臣は、看護師等の人材確保の促進に関する法律第３条に基づき、国民に良質かつ適切な医療の提供を図るために、
看護師等（保健師、助産師、看護師及び准看護師）の確保を促進するための措置に関する基本的な指針を策定することとされている。

○ 1992年12月の本指針の制定から現在までの間、①2001年の保健師助産師看護師法の改正に伴い「看護婦」から「看護師」と改正されるなど、
看護師等を巡る状況は大きく変化したこと、②今後、少子高齢化の進行に伴って、現役世代（担い手）が急減する中で、看護ニーズの増大が見込
まれており、看護師等の確保の推進が重要であること、③コロナ禍を受けて、新興感染症等の発生に備えた看護師等確保対策を実施する必要がある
こと等から、2023年10月に本指針の改定を行った。

○ 改定の概要は以下のとおり。 ※今回の改定以降も、医療提供体制の見直しに係る状況等を踏まえて、必要に応じて本指針の見直しを行う。

「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」の改定について
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看護学生確保に向けた情報発信（社会人経験者等含む）

○ 看護職を目指す者の確保を目的に、実習中の患者とのエピソードを中心に看護学生の成長物語を漫画として作成しているほか、
看護教育に関するポータルサイトで看護職の業務内容や看護職になるための方法等を紹介。

○ また、看護学以外の専攻で大学を卒業した者や、社会人として一定の就労経験を経た者に、看護職を目指して頂くことを目的として、
周知動画及びポスターをポータルサイトに掲載。

○ 毎年５月に「看護の日」イベントを開催（厚生労働省と公益社団法人日本看護協会の共催）（「看護の心」等を育むきっかけとなるよう
旧厚生省がナイチンゲールの誕生日である５月12日を「看護の日」と定めた）。今年のイベントでは、これから看護の道を目指す若い者
にプロフェッショナルとしての看護の魅力を伝えるトークイベント等を開催（女優の羽田美智子さん等が参加）。

ポータルサイトでの情報発信

【ポスタ－】

【動画】【漫画】
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○ 令和５年度までの災害支援ナースについては、日本看護協会と都道府県看護協会が、被災した医療機関における看護業務や避難所の
環境整備（通常の感染症対策を含む）等を行う災害支援ナースの研修を行い（厚生労働省の補助事業）、被災地の避難所等への派遣は、
日本看護協会及び都道府県看護協会の活動（自主的な活動）として実施していた。令和６年３月末時点で約10,000人の災害支援ナース
が登録。

○ 令和４年の改正医療法により、令和６年度からは、DMAT等と同様に、医療法に基づく「災害・感染症医療業務従事者」に位置づけ
られ、都道府県と医療機関との協定の対象となるとともに（県が協定に基づき医療機関に派遣を依頼し、調整を実施）、厚生労働省が
研修や広域派遣の場合の派遣調整を行う仕組みとなった（日本看護協会に委託）。災害支援ナースは、災害支援ナース養成研修を修了
し、国に登録された者。（令和６年４月時点で約４千人、令和６年度にさらに約４千人を研修中。）

○ これまでの災害時の活動に加え、新興感染症発生・まん延時の活動にも対応。派遣に係る実費を、協定に基づき、派遣時は協定締結
機関が負担し、後日都道府県に対し請求手続を実施することや、事故補償について都道府県において傷害保険に加入する仕組みとなっ
たことから、より一層安心して活動できる環境が整備された。

災 害 支 援 ナ ー ス の 派 遣 と 養 成 ・ 登 録 ス キ ー ム
（派遣方法）

都道府県と災害支援ナースが所属する施設（病院、診療所、訪問看護事業所、助産所や
都道府県看護協会等）との災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、都道府県の要請
により、所属施設から派遣される。

（活動場所）

都道府県内の医療機関等で当該施設の管理者の下で活動することが基本となる。大規模
災害時等の場合には、他の都道府県において活動することがある。

（費用支弁）

「災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業」を活用して、必要な資機材の整備に
ついて補助が受けられる。

活動に要した費用は、協定に基づき、派遣時は協定締結機関が負担し、後日都道府県に
対し請求手続を実施し、災害支援ナースの派遣を要請した都道府県が支弁。

なお、災害救助法に基づく費用支弁については以下のとおり。
① 災害支援ナースの活動が、災害救助法による救助であると認められた場合、被災都道府県

の災害支援ナースの派遣要請を受けた都道府県は、被災都道府県に求償することができる。

② ①に基づき、災害支援ナースの活動に要した費用を求償された被災都道府県は、求償した
都道府県に対して費用を支弁する。ただし、同法の規定に基づき、国に支弁を要請すること
ができる。

個別研修（eラーニング）

全般的事項（講義）
災害各論（講義）

感染症各論（講義）

集合研修

全般的事項（講義）
災害（演習）

感染症（演習）

全
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
講

災害支援
ナース

（20時間以上）

（10時間以上）

災害支援ナース養成研修 国に登録

令和6年度からの災害支援ナースの仕組み（災害・新興感染症対応）
概 要
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参考資料
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医療計画における看護師の特定行為研修の体制の整備等について

1. 在宅医療における質の高い効果的なケアの実施の推進

2. 新興感染症等の感染拡大時に、高度急性期に対応できる知識と技術を有する看護師の確保

3. 看護の質の向上と医師の時間外労働の上限規制に資するタスク・シフト/シェアの推進

研修体制の整備等に係る目標設定

特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師は、在宅医療の推進のほか、新興感染症等の感染拡大時の

迅速かつ的確な対応及び医師の働き方改革に伴うタスク・シフト／シェアの推進に資するものとしてその役

割が期待されている。

こうした看護師を活用することにより地域の実情に応じた医療機能の確保と充実を図るため、各都道府県に

おいては、特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の養成と就業の促進について、計画的に取組を

進めることが求められている。

第８次医療計画に記載する事項

地域における研修体制や特定行為研修修了者等の就業状況における課題に基づき、指定研修機関数や協力施設数、

特定行為研修修了者等の就業者数について、地域の実情に応じた数値目標並びに目標達成に要する期間を設定す

る。特定行為研修修了者等の就業者数の目標の設定にあたっては、以下の点を考慮する。

地域の実情に応じた指定研修機関や協力施設の確保等の研修体制の整備に向けた具体的な計画

特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の就業者数の目標

（ 医 政 看 発 0 3 3 1 第 ６ 号 令 和 ５ 年 3 月 3 1 日 医 政 局 看 護 課 長 通 知 ）
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特定行為研修に係る目標値の考え方

■特定行為研修修了者の就業者数の目標値についての基本的な考え方と算出例

【算出例】

看護師数が常勤換算５名以上の訪問看
護ステーションに、特定行為研修修了
者各１名以上の配置する場合の就業者
数

地域の訪問看護ステーションの特定行
為研修への受講ニーズ調査から算出

在宅医療を支える医療機関における同
行訪問を行う特定行為研修就業者数

療養病棟等に１名以上配置する場合の
就業者数 等

【算出例】

有事に、ICUや救命救急等の集中治療を
担う全ての病棟において、機動的かつ
流動的な対応が可能となる特定行為研
修修了者の人数（例えば、診療報酬の
施設基準に係る看護師以外に２名以上
配置、等）

新型コロナウイルス感染症の重症患者
を受け入れている医療機関のニーズ

等

【算出例】

医療機関の看護師の特定行為研修への受
講ニーズ

医師労働時間短縮計画の作成対象となる
医療機関や、総合入院体制加算を算定す
る医療機関における特定行為研修修了者
の養成ニーズ調査等から算出

（例えば、医療機関が以下のように算出
したものの積み上げ。

・高度急性期病棟に各勤務帯1名以上、
毎日配置するために必要な人数

・外科病棟に日勤帯に１名以上、毎日
配置するために必要な人数） 等

等

都道府県ごとの特定行為研修修了者の就業者の目標値

①～③の合計＋α（その他、地域の実情に応じて都道府県独自の観点で目標数を追加）

例

全訪問看護ステーション数：100
うち、看護師が常勤換算で５名以上の訪問看護ス
テーション数：40
40の訪問看護ステーションに１名以上の修了者：40
箇所×１名＝40名以上

例

特定集中治療室管理料・ハイケアユニット入院医療管
理料を算定する病棟数：35
救命救急入院料を算定する病棟数：15
上記の各病棟に最低２名以上の配置：

２名×50＝100名以上

在 宅 ・ 慢 性 期 領 域 の 就 業 者 数
新興感染症等の有事に対応可能な

就業者数
医療機関における看護の質の向上と

タスク・シフト/シェアに資する就業者数

１１ 2 3

資料
２

※一部改変

令和４年12月５日

第30回医道審議会保健師助産師看護師分科会
看護師特定行為・研修部会
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中央ナースセンター事業

令和７年度予算案 2.6億円（2.4億円） ※（）内は前年度当初予算額

看護補助者に対する就業支援（24百万円）

都道府県ナースセンターが看護補助者として就業を希望する者に対して、医療機関で従事するために必要な知識・技能
についての研修を実施できるよう、中央ナースセンターにおいて、研修実施等の支援を行う。

２ 事 業 拡 充 の 概 要

◆実施主体：公益社団法人 日本看護協会 ◆補 助 率：定額（10/10相当）

３ 実 施 主 体 等

・ 少子高齢化の進行に伴い、現役世代（担い手）の急減が見込まれる中で、今後の増大する看護ニーズに対応していくため
には、看護職員の確保が必要であるものの、依然として医療機関等における看護職員の確保は重要な課題となっている。

・ このため、看護職員のタスク・シフト/シェアに資するよう、看護補助者の就業支援を行うため、看護補助者として就業を
希望する者に対する研修を実施し、看護補助者の確保を図る。

１ 事 業 拡 充 の 目 的

中央ナースセンター 都道府県ナースセンター 就業希望者

看護職員の業務負担軽減看護補助者の確保

・研修支援
・相談支援 ・研修会実施 ・就業

医療機関
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Ⅲ 医師法等に基づく医療従事者による

２年に一度の届出のオンライン化について
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三師届・業務従事者届のオンライン届出の仕組み（令和４年度～）

医療従事者個人
（三師）

医
療
機
関
等

紙

受付、届出票の電子化、三師統計作成

【現行の届出手続】 【届出手続のオンライン化】

届出票に記載

医
療
機
関
等

・個票を検索可能
・紙の届出票のデータを入力可能
・集計データのファイル出力が可能 等

・衛生行政報告例の様式に基づく集計や当該集計結果の
出力が可能 等

※「医療機関ID・利用者ID・PW」及び「医療機関ID・PW」にてログイン。
「利用者ID」は各医療機関等ごとに設定できるようにした。

※ アクセスの利便性確保のため、令和６年度以降、「医療機関ID・PW」について、シ
ングルサインオンによって、G-MISのID・PWを活用できるようにした。

ෘ
ః
ஈ

本登録

確
認
・
送
信

チェック機能
（記入漏れ・誤り等がある

場合は仮登録できない）

・届出データを集約
し三師統計作成

・個票・集計データ
を施策に活用

フォーム入力 or
ファイルアップ
ロード

届出票の受付、内容確認（記入漏れ、記入誤り等）、
とりまとめ、送付

受付、内容確認、とりまとめ、送付

三師届
保健所

保健所設置市
及び特別区

都道府県
受付、内容確認、とりまとめ、送付

受付、衛生行政報告例の作成・報告

三師届

紙

紙

紙

三師届

業務従事者届

業務従事者届

業務従事者届

紙

厚労省 三師届

紙

三師届 業務従事者届

ୢ

జ
হ

ඍ
ল
३
५
ॸ


ॹ
␗
ॱ
ః
ஈ

医療従事者

機関担当者（集約）

医療従事者 機関管理者

३
५
ॸ

ਃ
ચ

三師届 業務従事者届

業務従事者届

ௐ
ௌ


三師届

システム利用 システム利用

業務従事者届

・届出データを集約し衛生行政報告例を作成・報告
・個票・集計データを施策に活用

：医師、歯科医師、薬剤師三師届 ：看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）、歯科衛生士、歯科技工士業務従事者届



ਿ
 三師届

・個票・集計データを施策に活用

※オンライン届出を行わない医療機関等の医療従事者及び医療機関等に勤務しない医療従事者個人は、
従来通り紙による届出手続となる。
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４．照会先一覧 （厚生労働省代表電話 ０３－５２５３－１１１１）

内線担当係所管課室施策事項

4474計画係地域医療計画課医師確保等地域医療対策室１．医療提供体制の総合的な改革の検討状況 ①新たな地域医療構想

4148－地域医療計画課医師確保等地域医療対策室１．医療提供体制の総合的な改革の検討状況 ②医師偏在対策

4110－医事課
１．医療提供体制の総合的な改革の検討状況 ③美容医療への対応

4208－計画課

4145－総務課１．医療提供体制の総合的な改革の検討状況 ④オンライン診療の推進

4492
－

参事官室１．医療提供体制の総合的な改革の検討状況 ⑤医療DXの推進

2672
2550
2665
8048

－医療経営支援課、地域医療計画課
・人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊
急的な支援パッケージ

２．補正予算について

2672－医療経営支援課・重点支援地方交付金による物価高騰対策

4148－地域医療計画課医師確保等地域医療対策室
・医師偏在是正に向けた医師不足地域の診療所の承
継・開業の支援

2558災害医療係地域医療計画課救急・周産期医療等対策室
・医療施設等災害復旧費
・医療施設等の耐災害性強化

2583総務係歯科保健課
・病院歯科整備事業
・災害時歯科保健医療提供体制整備事業

4418調整係医事課死因究明等企画調査室３．①死因究明等の推進について

4145－総務課３．②オンライン診療について

4057－総務課３．③かかりつけ医機能について

2676医業経営データ分析係医療経営支援課３．④医療法人の経営情報等のデータベース(MCDB)について

4415企画係医事課医師等医療従事者働き方改革推進室３．⑤医師・医療従事者の働き方改革について

2618
2552

－歯科保健課
３．⑥歯科技工士法第21条第１項の規定に基づく開設届出のなされた

歯科技工所の一覧のホームページ等への掲載について

4452
2567
2562

－
医事課

３．⑦医療人材の確保について
2599
4166

人材確保係看護課 191


